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日本レジャー・レクリエーション学会第28回学会大会発表論文集 原稿提出要領

1.印刷・製本

発表論文は、提出された原稿をそのまま縮写し、論文一題につき B5版見聞き 2ペー

ジまたは 4ページにオフセット印刷され 「レジャー・レクリエーション研究(大会

発表論文集)J として製本される。

2. 原稿用紙

提出原稿は、指定の原稿用紙 (A4版) 4枚以内に限る。なお、予備を含め合計 6

枚の原稿用紙が同封されている。

3.文字

本文文字は、邦文タイプ(4号活字)またはワードプロセッサー(12ポイント.24 

ドット以上)を用いて、横書き印字したものに限る O

4. 演題・氏名等

①演題は、原稿用紙上部第 1行と 2行を用い、副題がある場合には行を改めて記載す

るO

②演題には、本文より大きな活字または倍角丈宇を用いること O

③氏名は、演者と共同研究者について行を改めて区別し、演者には氏名のすぐ前にO
印をつけること。

④所属機関名は、氏名に続いて付で記入する O また、複数の共同研究者が同

ーの機関に所属する場合には、まとめて付で記載すること O

5. 本文

①本文は、目的、方法、結果、考察など、できるだけ分かりやすくまとめ、研究論文

として完結していること。

②本文各段は、最初の一字分をあけて書き始めること。

③原稿用紙の字数は、 40字x40行の1600字となっている O

④図表などを使用する場合にも、必ず本文枠内に収めること。

6. 送付要領

①同封の厚紙にはさみ、原稿とそのコピー 2部を同封のこと O

②同封の提出用封筒を使用し、書留郵便(簡易書留可)で郵送のこと。

③提出要領が守られていない場合には、原稿を受け付けない場合がある O

7. 締切期日

1998年 8月 31日(日) 当日消印有効

8. 送付先

干352-8558 埼玉県新座市北野 1-2-26

立教大学 武蔵野新座キャンパス

コミュニティ福祉学部沼津研究室内気付

日本レジャー・レクリエーション学会編集委員会

電話 .FAX 048-471-7356 



日本レジャー・レクリエーション学会

第28回大会あいさつ

日本レジャー-レクリエーション学会

会長鈴木祐一

日本レジャー・レクリエーション学会の第28回大会を開催するにあたり、一言ごあ

いさつを申し上げます。

先ずは、大会の開催につきまして、その企画・運営の細部にわたり、多大のご高配

とご協力をいただきました福岡大学関係の方々、そして九州地区の会員の方々に、心

から感謝を申し上げます。

昨今、わたしたちの生活の「質jの向上が問題とされておりますが、人々の「レジャー

・レクリエーション活動」に対する関心は著しく高まり 生活の一部としての多様な

この種の活動が、「明るく、心ゆたかな生活」の実現に寄与しているものと考えます。

ご承知のとおり、ここ福岡市は、 1995年ユニバーシアード福岡大会の開催をはじめ、

多くの国際イベントの成功に、市民のボランテイア活動が大きく貢献していると評価

されております。

今回の大会テーマの「国際交流時代のレジャー・レクリエーション」は、時宜を得

たものと思います。

基調講演については、余暇問題研究所 高橋和敏所長(学会副会長)から「世界の

レジャー・レクリエーションの動向」、福岡市スポーツ振興課 佐藤靖典課長から

「国際交流で私たちが経験し、学んだこと」をお願いしました O そして、「国際交流時

代のレジャー・レクリエーション」をテーマとしてシンポジウムが行われます。

本日は、会員をはじめ、わが国のレジャー・レクリエーションにご関心を持つ方々

が、一堂に会し、これまでの研究成果等の発表、情報の交換を行い、今後の更なるご

研讃の「糧」とされるとともに、相互の親睦をいっそう深めて頂きたいと思います。

終わりに、この大会が、所期の成果を収めて終了することを願い、あいさつといた

します。



1 .主催

2.主管

3.期日

4.会場

5. 日程

日本レジャー・レクリエーション学会

第 28回学会大会開催要領

日本レジャー・レクリ工ーション学会

日本レジャー・レクリエーション学会第 28回学会大会実行委員会

平成 10年 11月22日(日)・ 23日(月)

福岡大学七隈キャンパス

〒 814~0180 福岡市城南七隈 8 -1 9ー 1

1 1月22日(日)

13:00~ 

13:30~14:50 

15:00~16:25 

16:25~16:35 

16:35~18:35 

18:45~20:00 

1 1月23日(月)

8: 30 ~ 

9:00~12:00 

13:00~14:00 

14:10~16:30 

受付

理事会

基調講演

休憩

シンポジウム

懇親会

受付

研究発表

A会場

B会場

it/，、.6.
'1司、~

研究発表
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 28回学会大会組織委員会

学長)

東京女子体育大学)

福岡教育大学)

立教大学)

(掛余暇問題研究所)

実践女子大学)

東京農業大学)

東海大学)

関東学院大学)

学習院女子大学)

筑波大学)

東洋大学短期大学)

筑波大学)

東京大学大学院)

淑徳大学)

東海大学)

東京女子体育大学)

千葉大学)

福岡大学)

立教大学)

奈良女子大学)

市立名寄短期大学)

武庫川女子大学)

明治大学)

東京農業大学)

福岡大学)

中京大学)

上智大学)

神戸大学)

(掛余暇問題研究所)

石田重森(福岡大学

鈴木祐一(学会会長

秋吉嘉範(学会副会長

石井 允(学会副会長

高橋和敏(学会副会長

松田 義幸(学会副会長

麻生 恵(学会監事

大堀孝雄(学会監事

鈴木秀雄(学会理事長

荒井啓子(学会常任理事

飯田 稔(学会常任理事

坂口 正治(学会常任理事

嵯峨 寿(学会常任理事

下村彰男(学会常任理事

西田俊夫(学会常任理事

西野 仁(学会常任理事

松浦三代子(学会常任理事

油井正昭(学会常任理事

大奇善博(学会理事

岡本伸之(学会理事

小田切毅一(学会理事

鈴木文明(学会理事

茅野宏明(学会理事

寺島善一(学会理事

永嶋正信(学会理事

松尾哲矢(学会理事

守能信次(学会理事

師岡文男(学会理事

山口泰雄(学会理事

山崎律子(学会理事
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 28回大会実行委員会

善博(福岡大学)
嘉範(福岡教育大学)

恵(東京農業大学)
孝雄(東海大学)
正治(東洋大学短期大学)
俊夫(淘徳大学)
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大会実行委員長
副委員長

監事

事務局長
事務局次長
(会計担当)
事務局次長
(総務担当)

哲矢(福岡大学)
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秀雄(立教大学)
義晴(早稲田大学大学院)

沼津
片欄
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事務局幹事

。学会常任理事、 O学会理事、※学会監事、 A学会幹事
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参加者へのご案内

1.受付

11月22日(日)13:00より受付け致します。

下記参加費をお支払いください。

正会員・特別会員 4000円

名誉会員・賛助会員・顧問 無料

その他の一般の方 2000円(1日につき)

2.大会本部

福岡大学

3.車両の入構について

学内への車の乗入れはできません

4.休憩と食事

休憩室が用意されています。昼食は、お弁当をご利用ください。

5 .会場内禁煙のお願い

発表会場は禁煙です。喫煙所でお願いします。

(発表者へのお願いとお知らせ)

1 .発表受付

各発表会場の入り口で受付を行います。各自の発表時刻の 30分前までに受付をす

ませ、「次演者席」におつきください。

5 



2.発表資料

研究発表および実践報告補足資料等については、 100部を発表受付け時に提出して

くださし1。資料には、必ず演題番号(例・ A-01， A -02 )、演題、演者氏名を

明記してください。

3.スライド

スライド映写を希望される方は、発表受付けにあるホルダーに、各自で順序正しく

正像に写るように挿入して、発表受付けにご提出ください。スライドの大きさは35

ミリフィルム用の標準マウント (50X50ミリ)に限ります。

4.発表時間

各発表演題につき、発表15分です。(13分ーベjレ1園、 15分ーベル2回)。

なお、質疑討論は、各発表セッション毎にまとめて行います。

(座長へのお願いとお知らせ)

座長受付けを各発表会場の入口で行います。座長時間の30分前までに必ず受付けを

済ませていただき、開始20分前までに「次座長席」にお座りください。

時間を厳守して進行させるようにご協力ください。

質疑討論は、各セッション毎にまとめて該当時間でとり行うようにお願いします。

発表取り消しなどで空き時聞ができた場合は、討論や休憩にあてられるなど、自由

にご裁量下さい。

(討論者・質問者へのお願い)

挙手のあと、座長の合図を待って、所属、氏名を告げたのち、参加者にわかるよう

に発言してくださし¥0

-6 



-第28回学会大会開催地略図

(福岡大学七隈キャンパス)

-会場福岡大学七隈キャンパス

干814-0180福岡市城南七隈8-1 9-1 ft092-871-6631 (内線6772)

七隈キャンパス (J¥ス)

博多駅交通センタ

博多駅周辺
博多駅前

天神協和ビル目U
天神周辺

天神コア削

西新パレス西新岩田屋!IJ

西新周辺
西新脇山口

ご案内図

奇ι
~)# 

ぷ事
宅長。一

野拝包63)附属
てプ看語専門学較 七限

必 _#四Y角

~"" x 

qzb 

(車・タクシー)
博多駅から 平均30分

5 @ 福大別

@ 福大別 平均40分
3 

@ 福大病院東口
天神から 平均20分

10 @⑩  福大目U
平均35分

78 @ 福大病院東口 福岡空港かう平均45分
骨 福大目IJ

平均25分

福大病院東口@ 西新から 平均15分

7ciIIJ壇，ノ

理事会 平 成10年11月22日(日13: 3D'"'"' 14 : 50会場 (A棟81会議室2)

地下鉄のご案内

福岡空港か5
V 

博多まで 5分

天神まで 11分

西新まで 19分

正

>+++件特++私鉄緑

.圃圃圃圃・都市高速

-ーーー一・地下鎖線

懇親会平成10年11月22日間B: 45--20 : 00会費 (5，000円)会場(文系センター16F)
総 会平成10年11月23日冊13:00--14 : 00会場 (A棟A・101)
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 28国学会大会大会本部企画

日時:第 1日目 1 1月22日(日) 午後

口大会テーマ

趣旨

『国際交流時代のレジャー・レクリエーション』

これまで、国際交流の推進は一般的に、外務省をはじめとする公的分野の役割と
思われてきたが、情報と交通のグローパル・ネットワーク化により、 NGO (非政
府団体)、 NPO (非営利組織)など私的部門の果たす役割が大きくなってきている。
さきの長野オリンピックやフランスでのワールドカップにもみられるように、国際
交流プロジェクトの実施にあたっては、市民の積極的な協力・支援がきわめて重要
になってきている。

このたびの学会大会の開催地である九州・福岡においても、 1995年夏季ユニバー
シアード‘大会開催にあたっては、市民のボランティア活動(サービス)が大会の成
功に大きく貢献したことが‘高く評価されている。

レジャー・レクリ工ーション活動は、個別のレジャー・レクリ工ーション活動へ
の参加が重要であることは言うまでもないが、市民が、単なる遊びでもなければ¥
強制される仕事でもないいわゆる主体的な社会参加型あるいは、社会貢献型の活動
を通して国際交流プロジェクトに関わることも、レジャー・レクリ工ーションとし
てこれまた有意義である。このような活動を経験した人たちは、一様に、異文化の
相互理解、国際交流への寄与に深い喜び、を感じとっている。国際交流プロジェクト
は、市民にとって、「世界・異文化・国際社会」を知るよい機会であり、また、「日
本・地域・自己」のアイデンティティに気づくよい機会である。

このたびの日本レジャー・レクリ工ーション学会大会では、九州・福岡地区の経
験、世界の経験を大所高所から検討し、その成果を社会にフィードバックし、今後
の国際交流プロジェクト推進のよきサポーター(地域・団体・個人)育成に学会が
貢献することも重要であると考え、「国際交流時代のレジャー・レクリ工ーション」
をテーマとし基調講演・シンポジウムを企画した。

口基調講演 15:00--15:40 (40分)

1) r世界のレジャー・レクリエーションの動向 J
高橋和敏 (v掛余暇問題研究所)

15:45--16:25 (40分)

2) r国際交流で私たちが、経験し、学んだこと J
佐藤靖典 (福岡市スポーツ振興課長)

口シンポジウム 16:35--18:35 
国際交流時代のレジャー・レクリエーション
コーテrイネータ一 大奇善博 (福岡大学)

シンポジスト・ 1. ["市民支援型国際交流のあり方」

三本松正敏 (福岡教育大学教授)

2. ["ユニバーシアード等で学んだ国際交流プロジ、エクト

の効果と課題」

佐 藤 靖 典 (福岡市スポーツ振興課長)

3. ["レジャー・レクリ工ーションから見た国際交流に

おけるボランティア活動」

川 西 正 志 (鹿屋体育大学教授)



基調講演

及び

シンポジウム



!基調講演

「国際交流で私たちが経験し学んだ事」

佐 藤靖 典

福岡市市民局スポーツ振興課課長

1 .スポーツは軽く国境を越える

1995年、夏。戦後50年の節目の年に、ユニバーシアード福岡大会は開催された。

1995年8月23日から 9月3日までの12日間にわたり、ユニバーシアード史上最多の世界

162の固と地域から、 5.740人の選手・役員を迎え開催されたユニバーシアード福岡大会は、

スポーツの素晴らしさと共に、多くの出会いと感動を残して終了することができた。

2.大会を成功に導いた複合的エネルギー

ユニバーシアード福岡大会を成功に導いた原動力は、若い選手たちの限界に挑むひたむ

きなプレー、彼らの最高のパフォーマンスを引き出した各競技団体の優れた運営能力と共

に、市民、地元企業、ボランティア、運営組織などが一体となった「今までの延長線上に

はない取組み」が生みだした複合的なエネルギーであった。

3.ユニバーシアード福岡大会は都市戦略スポーツイベントであった

ユニバーシアード福岡大会は、単なるスポーツ大会ではなく、明確な目的をもった都市

戦略イベントであった。また、国際社会、高齢社会となる21世紀を視野にいれた、人づく

り、まちづくりの壮大な実験の場でもあった。

つまり、ユニバーシアード福岡大会は、はじめから「スポーツ大会Jをコアにしながら

も、いわゆる「スポーツ振興」を第一義的な目的としたスポーツイベントではなかったの

である。その都市戦略の主なものを挙げて見ると

1. rアジアの交流拠点都市」をめざす福岡市の国際社会における認知度のアップ

2.道路や競技・コンペンション施設 都市サインシステムの整備など都市基盤の整備

3.大規模国際大会運営のソフトの蓄積

4.国際社会の実感、異民族・異文化に対する市民の理解を深め、市民の国際化を図る

5.市民の主体的参加、市民が主役になるシステムの模索

これらを通じて人づくり、まちづくりをすすめ、都市の活性化を図ることであった。

「福岡が世界の広場になる」という非日常的な状況に対して、行政システム、民間シス

テムがどう機能するか。市民がどう反応するか、受け入れるか。ホスピタリティーを発揮

できるか。いわば「都市の底力jが試され、確かめられ、評価されるイベントであった。

また、国際化と高齢社会の時代である21世紀をはっきりと視野に入れた「パイロットイ

ベント」であった。

4. rまちづくりの検証」としての国際交流イベント

イベントは、成功させてこそ意味がある。成功に向けて努力したエネルギーの総量がそ

の後のまちづくりにつながるのである O また、ユニバーシアード福岡大会は、スポーツの

すばらしさ可能性と共に、市民が楽しみながら参画し輝くことの素晴らしさも再認識させ

られた。その成果を今後のまちづくりに生かすため、大会最終日の95年 9月3日「国際ス

ポーツ都市宣言jをおこなった。福岡市にとって国際交流イベントは「まちづくりの検証J
なのである。
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シンポジウム

テーマ r国際交流時代のレジャー・レクリエーション」

市民支援型国際交流のあり方

三本松正敏

(福岡教育大学)

1 .はじめに

グローパリゼーションの進行

-国際政治、経済、貿易等の国際関係のグローパル化

その反面、地球環境破壊、人口問題、食料飢餓、難民等の地球的規模で進む諸問題

国際協力、国際理解、国際交流の必要性の高まり

2.国際交流の光と陰~その理想と現実

現代の国際関係は、グローバリズムを標携しながら、ある特定地域のリージョナリズ

ムを推進しつつ、最終的にグローパル化を達成しようとするものと、グローパルな問題

として直接的に全世界のコンセンサスが得られなければならないものとに大別されるが、

いずれにしてもナショナリズムが関与してくる O

1 )国際交流の理想

グローパリゼーションの実現

国境をこえ今日の世界を 1つの人間社会システムとしてとらえ、その構成

員である人間の基本的人権と自由、平等に立脚した平和な世界の促進

世界の共通語であるスポーツやレクリエーションの分野では、早くからそ

の活動の国際理解に対する機能が認められている O

2 )その現実

・芸術、文化、スポーツ等の分野を越えて拡大しがたい

継続性、質的高揚等がみられないものも存在したり、政治的な問題に左右

される場合もある O 文化摩擦の拡大等。

3.国際交流事業と地域づくり

1 )ナショナリズムとローカリズムの育成

2 )国際化、国際交流の理解の促進とレジャー・レクリエーションの位置づけ

3 )国際交流事業の主催機関の増大と拡大

4 )地域住民の参加と協力およびコミュニケーションの輪の拡大

5 )リージョナリズムからグローパリズムへ

4. 21世紀の課題と展望

1 )国際化の進展

2 )国際感覚を酒養する教育

3 )民度の高揚

4 )生活のイノベーションの装置としての国際交流事業に位置づけとメッセージの発信

5 )コンセプトの明確化

11 



ユニバーシアード福岡大会等で学んだ
国際交流プ口ジ、工ク卜の効果と課題

佐 藤 靖 典

福岡市市民局スポーツ振興課 課長

1 .ユニバーシアード福岡大会を成功に導いたいくつかの視点

①明確な意志とビジョン

②幸いにして?金がなかった

③前例はイベントの創造力を奪う 日常性の延長線上にない取り組み

④ハード・ソフト・そしてホスピタリテイ

⑤主役がんばる

⑥試される都市の底力 検証としてのイベント

⑦仕掛けと仕組み

2.ユニバーシアード福岡大会の成果

福岡市で、はユニバーシアード福岡大会以降も、

①アジアの交流拠点都市としての地位を高めることができる大会

②福岡の地理的・歴史的特性をいかせる大会

③福岡から世界へ情報を発信でき、福岡市の知名度を高めることができる世界レベルの

グレードの高い大会などの中から、費用対効果を考慮しながら計画的に誘致開催して

いくことにしている。改めてその成果を点検して見ると、

( 1 )国際社会における知名度・認知度のアップ

. 2001年世界水泳選手権大会等各種国際スポーツ大会の誘致成功 ・計画的誘致活動

( 2 )都市基盤の整備

-施設、宿泊、交通アクセスなど

( 3 )大規模国際スポーツイベント運営のノウハウ・ソフトの蓄積

・ハード、ソフト、ホスピタリティー

( 4 )市民の国際化、国際交流に対するカベが低くなった

( 5 )市民の主体的参加、市民が主役になる参画システムの試行

-国際スポーツ交流応援市民の会 ・国際交流活動基金 スポーツ振興基金

( 6 )行政職員の能力の開発と資質の向上

-直接交渉能力 ・新たなスポーツイベントの提案 ・逆転の発想

( 7 )短い意志決定回路

3.課題「成功の継承・発展J
これから開催されるひとつ一つの大会・スポーツイベントを一過性のものに終わらせる

のではなく、どんなに小さな種であっても、将来に花を聞かせる種を蒔き続けていきたい

ものである O

昭和23(1948)年、戦後の荒廃した福岡の街に「戦争の丘を平和の丘にする」との願いを

もって市民の情熱と汗で作られた「平和台Jが、市民のスポーツ活動のメッカになったょ

っに。
昭和47(1972)年のアジア大会誘致に失敗した教訓を活かし、昭和50(1975)年策定され

た「福岡市市民スポーツ振興総合計画」が、今日の市民スポーツの花を咲かせたように。

ユニバーシアード福岡大会もまた、新たな出発点なのである。
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1995年9月3日宣言 「国際スポーツ都市宣言J

1 .国際スポーツ都市宣言の意義

福岡市は、恵まれた自然と豊かな歴史に育まれた都市である。北は、博多湾に臨み、南

には緑の山々が連なっている O 古くからわが国における海外との交流窓口として栄えてき

た街であり、現在は、その歴史的・地理的条件から、「海に聞かれたアジアの交流拠点都市」

として重要性を高めている。

スポーツに関しても、 1990年(平成 2年)の第45回国民体育大会、本年開催のユニバーシ

アード福岡大会をはじめ各種の国際スポーツ大会や大規模な国内大会の開催等により、日

本及びアジアにおける「スポーツ交流の拠点都市」としてその地位を確立しつつある O

これらの大会等を通じて培われた「市民のスポーツへの関心」・「整備された施設j

「育成された指導者、団体J. rボランティア活動」等の貴重な財産を守り育て、活用し、

スポーツを通した街づくりを推進することは、都市の発展に大きな意義を持つものである O

この趣旨から福岡市は、ユニバーシアード福岡大会の開催を契機として、その成果を生

かし、明るい豊かな市民生活の想像を図るとともに、スポーツによる市民と世界の人々と

の交流・ふれあいを深め、本市の国際化、さらには世界平和に貢献することを念願して、

ここに「国際スポーツ都市一福岡」を広く内外に宣言し、国際スポーツ都市づくりを推進

する O

2.宣言文

〈国際スポーツ都市宣言〉

世界に聞かれたアジアの交流拠点都市一福岡、

そのエネルギー源は活力あふれる人、街、自然です。

スポーツは、生きがいのある生活と健やかな心身を作るとともに

ふれあいの輪を広げ、世界平和に貢献します。

福岡市民と世界の人々が人類共通の文化であるスポーツを通じて

心を共有できる都市をめざし、

ここに『国際スポーツ都市一福岡jを宣言します。

1.自然と共生し健康な心と体をスポーツで育てよう

2.生きがいのある暮らしをスポーツで育てよう

3. さわやかな友情をスポーツで育てよう

4.活力あるまちをスポーツで育てよう

5.国際交流の輪をスポーツで育てよう

3.国際スポーツ都市宣言推進施策

( 1 ) 福岡市スポーツ振興基金の創設

( 2 ) 福岡市スポーツ栄誉賞の創設

( 3 ) ユニバーシアード記念区民スポーツ大会の実施

( 4 ) 福岡市で開催される学生の大規模スポーツ大会に「ユニバーシアード記念杯」

を創設

( 5 ) 国際スポーツ大会の積極的かっ計画的誘致・開催

-13-



国際交流時代のレジャー・レクリエーション
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 28回学会大会発表演題

.研究発表 ((A会場》

口座長:金崎 良三 9: 00~10 : 00 

A-O 1 i新たなレクリ工ーション運動の展開に向けての人材養成J
~件士沖黄浜市レクリ工ーション協会の事例を中心に~

0鈴木秀雄(関東学院大学)

A-O 2 i英国のレジャー政策と政府・公的機関の関与J
~その歴史的展開と思想的背景を中心に~

0寺島善一(明治大学)

A-O 3 iレクリ工ーションの視点、から見たマサチューセッツ湾植民地の意義」

~アメリカ公共レクリ工ーションの源流として~

0虞田 治久(~掛余暇問題研究所)

高橋和敏(~掛余暇問題研究所)
質疑応答

口座長:寺島善一 10: OO~ 11 : 00 

A-O 4 iレジャー行動モデルの行動計量学的分析j

0土屋 薫(青森大学)

漉奇泰秀(青森大学)

A-O 5 iクプテマラ共和国におけるマヤ系先住民のスポーツ意識形成とスポーツ教育制度J
0山田 力也(福岡大学大学院)

A-O 6 iゆとりと教育を考える」

~フレネ教育の視点、から~

0梅津迫子(聖学院大学)

質疑応答

口座長:井上弘人 11: OO~ 12 : 00 

A-O 7 i高校生の日常生活における多忙感と退屈感についての調査」

0橋本和秀(制余暇問題研究所)

山崎律子(掛余暇問題研究所)

A-O 8 i日常生活におけるレジャー経験の検討」

~40 ・ 50代既婚女性を対象として~

0佐橋 由美(樟蔭女子短期大学)

A-O 9 i高校生の“ゆとり"経験についてJ(第1報)

~いつ、どんな場面で「ゆとり」を感じ、その時の気分はどうか~

0西野 仁(東海大学)

質疑応答
n
h
u
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口座長:嵯峨 寿 14: 1O~15 : 10 

A-1 0 rスポーツ応援行動に関する社会学的研究j

~J リーグにおけるアビスパサボーターを中心に~

0立木宏樹(福岡大学スポーツ科学部助手)

Aー 11 rウォーキングイベントにおける中高年男性の単独参加者に関する研究J
~なぜ一人で歩くのか~

0赤堀方哉(神戸大学大学院)

山口泰雄(神戸大学)

A-12 rスクーパ・夕、イパーの活動継続要因に関する研究」

~ダイビングに関するアンケート調査より~

0千足耕一(十文字学園女子短大)

永嶋秀敏(海中開発技術協会)

質疑応答

口座長:梅田靖次郎 15: 1O~16 : 10 

A-l 3 rCamp O-AT-KAにおける伝統性」

~指導者としての参加経験をもとに~

。高橋 伸(国際基督教大学)

橋本和秀(余暇問題研究所)

贋田 治久(余暇問題研究所)

A-l 4 rウォーキングイベント県外参加者の特性」

~リピーターと初参加者~

0西村久美子(神戸大学大学院)

服部可奈子(神戸大学)

山口泰雄(神戸大学)

A-l 5 r中年者の職務満足と生活満足の関係J
。八木良紀(神戸大学)

山口泰雄(神戸大学)

質疑応答
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-研究発表 ((8会場》

口座長:瀧 信子 9: 00~10 : 00 

B-O 1 rスペシャルオリンピックス会員におけるボランティアのイメージについて」

0厳 謙烈(東海大学)

大堀孝雄(東海大学)

新出 昌明(東海大学)

B-O 2 r日本の医療・福祉の現場で実践されるレクリエーションの

アセスメントと評価の視点に関する研究J
~日本の実態に合わせたアセスメントと評価の模索~

0芳賀健治(東京家政学院大学)

B-O 3 rスペシャ jレオリンピックス会員の

質疑応答

ボランティア活動に対する意識について」

~参与形態によるボランティア活動と組織の機能の評価~

0鈴木英悟(東海大学)

大堀孝雄(東海大学)

西野 仁(東海大学)

口座長:西野 仁川:00~11 : 00 

B-O 4 r都市における自然観察会についてj

~京都御苑での事例~

0塚本珪ー(北海学園北見大学)

B-O 5 r地域づくりと農村リゾートJ
~愛媛県上浮穴郡久万町の事例を通して~

0小泉勇治郎(松山東雲女子大学)

B-O 6 rエコキャンプによる環境への意識変容についてJ
0小泉紀 雄 (日本体育大学)

質疑応答

口座長:荒井啓子 11: OO~ 12 : 00 

B-O 7 rグリーンツーリズムの振興に関する一考察J
~バイエルン州における現状と課題~

0笠木秀樹(津山東高校)

Bーo8 r東京湾内における釣り場環境の実態に関する研究」

0荒井 歩(東京農業大学)

春日 章宏(東京農業大学)

B-O 9 r市民 NPOによる緑地の利用・管理の参加者誘致圏についてJ

質疑応答

~東京都町田市かしの木山自然公園を事例に~

0栗田和弥(東京農業大学)

植竹 薫(東京農業大学)
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口座長:山崎律子 14: 10'"'" 15 : 10 

B-1 0 r子どもスポーツ組織における加盟・継続・脱退を規定する要因論的検討」

~スポーツ少年団に着目して~

0安田 直由(福岡大学大学院)

B-1 1 r現代女子学生の健康意識について」

~学生生活における充実感~

0生方盈代(国立音楽大学)

藤井陽江(立教大学)

堀 良子(帝塚山学院大学)

松木伸子(大手前女子大学)

植田 芳子(大手前女子大学)

B-1 2 r運動によるレクリ工ーション効果に関する研究」

~朝の不定愁訴の解消とレクスコアの変動~

0前橋 明(倉敷市立短期大学)

質疑応答

口座長:松浦三代子 15: 10'""'16 : 10 

B-1 3 r女性の運動・スポーツ行動に対する結果予期について」

~三島・沼津地域のスポーツ参加者・非参加者の比較~

0小俣里知子(日本大学)

鈴木秀雄(関東学院大学)

吉本俊明(日本大学)

B-1 4 r高齢者デイサービスにおけるプログラミングの問題点J
~とくにレクリエーション担当者からみた場合~

0山崎律子((掛余暇問題研究所)

上野 幸(掛余暇問題研究所)

B-1 5 rパーンアウト過程に関する研究j

~ソーシャル・サポートとの関連で~

0大隈節子(福岡大学大学院)

質疑応答

口座長:三本松正敏 16 : 10'""'16 : 30 

B-1 6 r弾み運動のレクリ工ーション効果に関する研究j

質疑応答

0宮田和久 (東京農業大学)

栗田 和弥(東京農業大学)
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区三日
「新たなげりエサョン運動の展開に向けての人材養成j

~(社川勝市レク9:1:-ション協会の事例を中心に~
鈴木秀雄(関東学院大学;(担淵姉レクpェー

ション協会理事・同人材育成委員長)

キーワード: レクリエーション運動、人材養成、資格の『ねうちJ~流通度、趣味化傾向形態と多角政晴好
形態、レシ，..y-・レ~9:r.-:/3ンの本質左機鑑、 QOL、 ADL、 EPL、本源院撤求(快追求=快活動
と快状齢、余暇飽力(I.eisurah鋤)と余暇化(I.eisure1im也，n)ガピュサ川柳吋ョン、余暇教育

限定脚"吋ヨンからの解放、実践者をしてのレクpェーショニスト、 P均頃掴1Recrea也n
運動と健康(恒輔序足病倒YPOkine也 B臨沼田)))、ジェネラリストとスペシャリスト

仕事中毒例。企油olic)とレジャー中毒(Leisuraholic)、資格の発生過麗

しはじめに

戦後、あらゆる局面での「豊かな社会Jの実現は、至上命題であった。特に、生活基盤の中でも重要な部分と

なる経済活動の右肩上がりの成長は当然のように質量の高い労働力を必要とした。戦後再生した厚生運動もすぐ

に「レクリエ}ション運動Jと名を変え、労働運動の中においても多くのレクリエーション指導者養成の展開が

図られた。それは取りも直さずレクリエーション運動が労働者の生活に潤いを与えるものとしての理解からと、

労働力の確保左定着に貢献する品、う意図によるものであった。勢い指導者養成の具体的カリキュラムの構成は、

レクリヱーションの現制ぬ普及よりもリーダー養成として、楽しさやおもしろさを具に伝えることができる技

術伝達に傾倒していった。集団で楽しみゃおもしろさを見つけ出し、共有することがなかなカ難しかった戦後の

日本の状況にあって、まさにレクリエ}ションは勤労者層の求める欲求に当てはまるものでもあった。その楽し

さやおもしろさの提供の担い手を育成する過程でのレクリエ}ション指導者養成であったといえよう。

祉会の豊かさに限りがあり、自らその楽しさやおもしろさを探し、創り上げようとする時代には趣味化傾向形

態の活動が生起し、逆に紅会の中におもしろさキ壊しさを提供してくれる機会が増えていけ凶ハくほど、努力し

てその活動を趣味化することなく楽しさやおもしろさを含んだ活動を取り込むごとく、人々の行動胡Kみ喰いの

ように主体性をやや欠いていく多角師餅形態へと傾注していく。戦後直後の日本と大きく様相を異にしている

現在の日本社会の生活状況にあって、旧態依然の“集団に対して均ーのおもしろさキ喋しさを提供するためのレ

クリエーション指導者，.は市民が享受している活動から遊離し遅れを取っているといっても過言でなく、この種

の養成には疾うに限界がきているのである。むしろレジヤ}・レクリエーションの本質キ機能をしっかり伝え、

現実と本質とのずれ(ギャッフヲを認識し、あるべき姿を具体的に描くことができるように個人の生活を豊かにし

ていくための「新たなレクリエ}ション運動の展開jへ向けての人材養成が求められている。レクリヱーション

として何を教えるかという時代から、レクリヱーションそのもののEしい理解に向けて再出発し、個々の生活の

中に歴然として存在しているレクリエ}ションそのものの認識をす寸め、新しいレクリエ}ションの捉え方の普

及と共に、単なる遊びとして捉えられているレクリエーションのイメージの払拭を地董にす寸めていくための人

材養成が求められている時代である。人間の生活の中で本来欠かすことができないレジヤ}・レクリエーション

であるにもかかわらず、一樹土会から遊離し生活とかけ鰍1た理念を持って提供されるあまり、したたかに日々

の実生活で活用しているにもかかわらず、あたかもレクリエーション活動などは生活の中で重要なもので、ないよ

うな受け取られかたをされているのが現状である。こうした中からはレクリエーションの必要性は疎か、資格の

発生過程さえも積み重ねられていがな川単なる遊びから倉l随的な活動をも含む一連の広がりの中でなされる活

動キ吠態としての認識と理解がなければ、レクリエーションの真の価値キ意味合いを拒握することは難しし、

昭和 28 年の日本レクリエーション協会誌創刊号『レクリエ}ション.~ (1953年8月却目指子)の中で協会会

長であった斎藤惣一氏は既に「レクリェーションと人間Jと題する論文で、“レクリエーションの問題を取扱う

とき、真剣な人間生活の基本問題に触れてくる"と述べ、、またその創刊に寄せた発刊の辞で当時の三笠宮崇仁

協会総裁は、米国レクリエーション協会を代表して前年の昭和 27年に熊本で開催された全国レクリエーション
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大会に参加したトーマス・リパース何百.omas E. Rivers) 氏自身のi廃物利用による椅子の修繕がレクリエーシ

ョンであることを紹介し、“多様な新しいレクリエーション活動の模索"を提示されている。戦後再スタートし

たレクリエーション運動そのものに対する理解は決して誤っていたものではなかったのである。それが指導者養

成と絡んだ時に、狭義化され具体的技術の{云遺へと先鋭化していったことが明らかになってくる。倉IjflJから四半

世記後の月刊『レクリエーション'~ (1979年 12月刊第 230号)は、“あす型"のレク指導者像を探ると題し「レク

リエーション指導者は生き残れるか!? Jを特集した。筆者も「レクリエ}ション指導者“資格"のねうちと流

通度Jと題した論文を寄稿し、レクリエーション指導者資格の社会からの認知を得るという一番大切な事柄がこ

れまであまりにも無視されてきたのではないだろうか?指導者養成さえやっていればよい時代はもはや去ったの

である。今後は、現に資格を有しているレク指導者の社会的活動の場を拡大していくための努力が、もっと真剣

に関係団体を中心になされなければし、けない時代であると思う"と述べ、“協会や学会が指導者組織との共同作

業的な研究をもとに資格の社会的評価を高める運動をすすめるべきである"とも説いた。一根性会の中で資格の

「ねうちJとその流通度を考えるとき、資格の本質は社会的必要性から生じるもので、ある知識キ技術の幌或が、

複雑化、専門化し、担金からの評価による価値の付与が生じ、その必要性により資格が認知される。それと共に

資格内容カ瞥理され、養成雄聞が確立し、資格の統一化がすすめられる。さらに資格は国家による認定キ強的根

拠を与えられ、資格の権威化がおこなわれるという内容についても前述の論文で地べた。

しかし現状は社会的必要性からの資格化(制島となっていないところに大きな課題があり、レクリエーション

指導者資格を得た者が“担金でその資格をどう生かすが'については明確な道筋が立てられていないし、十分に

活用されてもいなし、現在の日本社会におけるレクリエーション指導者養成は、むしろ集団演出的な前側句指導

者の育成が主なねらいで、あったことは否めな川直接、人前での指導には携わらなし喰衛的指導者にあたる、団

体、地域、機関での新しいレクリエーション運動の展開に対する人材養成にも、強い光を当てていくべき時代で

はないだろうれ横浜市なと被令指定都市では人口 360万人を越える市民を対象としたレクリエーションに対す

る指導者の育成は、“現行制度の指導者養成とその活動形態"を存続させる限り、協会という一団体や一法人が

完全に対忠できるものではない、その結果、現糊齢的な、形態を整えるための横並びの指導者養成を迫られる

ことになる。指導者養成事業がその中心たる人材の発掘キ養成から離れ、むしろ地蛾協会の既成事実・既定許子事

として、ただ、中央協会の資格発給先の担い手になっている現状を反省し、そこから抜け出していく勇気こそ今一

番求められている時である。社会体育資格付与制度の範晴で捉えるレクリエーションに関わる資格についても、

当然、限定的な身併号レクリエーションいわゆる Physical R間四ti.onであることについても理解しておかな

ければ、益々レクリエーションの正しい理解は遠ざかってしまうし、レクリエーションそのものの狭義化に手を

貸すことになる。限定的なレクリエーションからの解放こそが重要である。ミュージシャンやヒ。アニストという

呼称の意味することと同じように、エッセイを書く人をエッセイスト、カヌーの実践者をカヌーイストと呼ぶの

であれば、レクリエ}ションの実践についてはレクリエ}ショニスト左呼ばれる人々の拡大・普及が考えられで

もよいし、これらの人々はレクリエーションの実践に長けていることは意味したとしても必ずしも指導者と呼ぶ

必要はなし、指導者以前に“良きレクリエーションの実践者"であることが必要であり、新しいレクリエーシヨ

ン運動の展開には真のレクリエーションを理解した、この“新しいレクリエーシヨニスト"の多くの存在こそが

求められている。ここにこそ新しい方向性(Pers伊 ctive)が見えてくる。日常的な見方からその視点を変え、「人々

の方法Jといわれるエスノメソドロジカル (Ethnomethodol明朗1)な観点から捉えるならば、新しいレクリエ

ーション運動の展開に向けた人材養成とその獲得はどうあるべきかが明確になってくる。

11.研究の目的

現在のレクリエーション指導者資格の「ねうちと痴重度」の限定化キ狭義化の反省に立ち、地方協会の指導者

養成はいかにあるべきかの検討から、人材としての養成に視点、を当て、既存のカリキュラム伺実の指導内窃に

工夫を凝らし、あるべき論として、本質と現実のずれを制限されている条件下において、どのように調整し、可

能な限りのカリキュラム変容をすすめていくかという立場とともに、資格修得者が指導者にはなったものの、活

動・運動の機会を逃し、そのまま根無し草のようになることを避け、むしろ即協会の運動を担う人材としても、

しっかり根づ、くにはどのような制度的改革が必要であるのかを具体的に見趣める目的で人材養成に櫛持加え、

さらに指導者養成講習会や聞事事業の展開を通してレクリエーショニストの普及を図ろうとしたものである。
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m.研究償譲勘}方法

横浜市教育委員会から糊鰍市レクリエーション協会への委託事業による指導者養成の一環としての〈財)日本

レクリヱ}ション協会公認インストラクター資格取得講習会を多元化、即ち深奥化・拡幅μ、その新しし、形態

での講習会受講を通して、受講者には併せて横浜市指導者資格及び〈倒鯨市レクリエーション協会指導者資格

取得の機会を提供することとし、運動の展開に資する人材権保をす寸める元め、指導者集団を緩やかに括り「レ

クリエーション指導者よこはまネットワーク」の構築と共に、協会そのものの組織、制度、委員会構成、人的配

置、事類十画を再考し、協会の存在意義キ形態を明らかにする具体的方途として、まず人材養成講習会のカリキ

ュラム検討及び協会運営に関わる実践を通して改善・改革をすすめていこうとする実践報告である。

IV.横浜市教育委員会が委託・実施している指導者養成講習会プログラム領域

平成10年度横浜市が委託し開設している指導者養成講習会の領域とその内容(1"'4)

1)レクリヱーション指導者養成講習会(ヱ立豊国の受講レクリエーションの基礎、現揚実習、グループワーク等)

(募集人員 :60名、主管: 担団法人横浜市レクリヱ}ション協会)

2)伊半活動指導者養成講座(1年目は初級、希望者はその後中級左上級へ進み、年間約150時間の受講j

C募集人員:計80名、主管: 財団法人横浜市スポ}ツ振興事業団)

3)健康体力っくり指導者養成講座(年間 120時間，地区セシト、対日内ント、 PTA活動などて守の指導者養劇

C募集人員:昼間30名、夜間30名、計60名、主管: 財団法人横浜市スポーツ振興事業団)

4)競技スポーツ指導者養成講習会 (12. 5時間、競技経験者対象の指導者養成、端。サ医科学に重点)

(募集人員: 共通300名、専門各種目 20名、主管: 財団法人横浜市体育協会)

V.新たなレクpェーシヨン運動の展開に向けて例制禽姉レクpェーション協会の人材養成

1)平成 10年度の(め横浜市レクリエーション協会運都目織の改善点

(1)協会津営を進める人材の確保 (9運営委員会、 6活動部会の設置=後衛的人材)

(2)けりエサョン振興を具体化するための人材の確保 (4専門委員会、指導者組織の構築=前衛的人材)

2) r指導者資格Jの制度化と認定委員会の確立(人材の緩やかな括りによる資格のねうちと瓶重度の高揚)

(1)行政からの委託事業としての指導者養成

(2)協会運営、事業推進強化としての人材確保

3) rレクリヱ}ション棺導者よこはまネットワークJの構築(ジェネラリストとスペシャリストの有機イり

(1)レクリヱ}ションの総括的領域に関わる人材(ジヱネラリスト)の確保と育成

(2) レクリエーションの種目的活動に関わる専門家(スペシャリスト)の充実と確保

(3) レクリエーション実践家(レクリエーショニスト)の普及と啓蒙

4)協会加盟団体@団体jの連携活動の具体化と強化

VI.人材養成委員会による講習会提案趣旨

平成10年度横浜市レクリエーション指導者養成講習会(主催:横浜市教育委員会、(社)横浜市レクリ

エーション協会)の趣旨は次のとおりである:

人生80年時代にあって、労働時間の3倍にもあたる 21万時間ものレジャーを、より豊かな生活を創りだ

すための大きな柱としていくため、加えて浮遊している時間や状態をさらに余暇化(Leisu胞 lization)できるた

めの能力、即ち余暇能力(Leisurab出勿)を一層高めていかなければならない時代ともなっている。積極的な健

康を得るために必要となる三要素のうちの重要項目である栄養についても、摂食行動として過食でもなければ拒

食でもない適切な質量が求められるし、余暇においても同様、恥rkaho1ic(.仕事中毒)でもなければ、Leisuraho1ic
(レジャー中毒)でもない WorkabilityとLeおurab証ityの適切なパラLスが求められているといってよい。自

由裁量時間の増大は、単なる遊びにとどまらず、新たな自己啓発や、様々な自主活動を通して、真の快さの追求

《いわゆる余暇における主体的な噌好性を求める中で快い活動庄)oingpleas山由1ea倒吋伽s)と快い状態侶eing

p1easurab1e)の獲得》が重要である。「レクリエ}ションJとは、単なる遊び品1ere play)だけでもない、ま

た仕事でもない、まさに個人にとって一連の広がりを持った創湖句な活動そ吠態の実践なのである。いままでの
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レクリエ}ションは、ややもすると集団を演出的に指導することや、限られた活動として狭し慨念で限定的なレ

クリエーションの形態で捉えられていたが、 21齢己のレクリヱーションは、あらゆる楽しみゃ喜びに対する人

間の根脚旬欲求を満たし、よりよく生きるための必帯としての諸活動(状齢であるといえる。まさにレクリエ

ーショシ精導者とは、こうした活動キ状態を互いに意i踏し、提供(サ}ピス)し、支援する働き(繍却を持つ

人であり、またこうした活動キ吠態の「きっかけづくりJや「情報提供を積極的にで、きる人(人材)を指している。

平成10年度の横浜市レクリエ}ション指導者養成講習会では、レジャー・レクリエーションの本質と機能

を理解した新しいレクリエーション指導者の人材育成を目指して様々なプログラムが有機的に構成されている。

本質但脱na，True Na刷re，E蹴 n国1Q国益ty)とは、そのものの特徴となっていて、それ抜きには

その相生が考えられない大事な性質・要素であり、機範宮山問。n) とは、目的に応じて分化した働き、また

そのものとしてのオづ士な働きを発揮する意味であることはいうまでもなしも

介護・福抱l:5t野におけるレジヤ}・レクリエ}ションとの関係、では、生活の質 (QOL=Qua1ity of Li会)、

日常生活動作仇DL=Activitiesfur Daily Living)そして個人の生活の喜び侶PL=Enjo:戸時PersonalLi:泊ng)

の向上をめざすセラピューティックレクリヱ}ションのカリキュラムもプログラム化され、新しいタイプの指導

者を養庶することを意図している。

VII.人材備樽者)義成講習会カリキュラムの慎蟻(10種の単科としてのセミナ}形船および内容のまとめ

平成10年度衡兵市レクリエーション指導者養成講習会(主櫨:横浜市教育委員会、(社)横浜市レクリエーシ

ョン協会)のカリキュラムの領域と内容は次のとおりである:

《領蟻 (10種砂セミナ}形齢 》

1.レクリエーション基礎セミナ}

2.レクリエーションムーブメントセミナ}

3.新しいレジャーサービスセミナ}

4.余暇教育セミナー

5.ニュープログラムフイ}ノレドワークセミナ}

6.プログラム開発・広報セミナ}

7.グループワークセミナ}

8.コミュニケーションワークセミナ}

9.野外活動セミナ}

10.ニュースポーツセミナー

《内容》

楽しさ・おもしろさの基本を科判旬こ学ぶ

組織化キ哩動展開を通して地域起こしや人づくり

を考える

剰摂能力の向上と余暇化の拡大を進めるための方策

レジャー・レクリエーション・端。サの関係(概念)

およU徐暇教育の要素と生涯学習を考える

新しいプログラムの開発と実践

拠直求としてのプログラム開発とそのPR
新しい人間交流形態の展開を求めて

受流の楽しさ・おもしろさの工夫と倉l措

野外活動(キャンプ〉の醍鱗株を味わう

運動不足病任fypokinetic 町民槌e)とスポーツの関係

およひ浬動と健康を考える

以上のような領域 (10種の単科としてのセミす」形齢が組まれ、その集合体として合計 70時間にわたる通

年カリキュラムが編成されている。受講希望については、通年の形態で受常する

単科を必要に応じ自由にi選聾択し受帯する‘“‘噂単1不F区d陵講許可宥，とに分けられるが、協会運営やレクリエーション振

興に必要となる人材・有資格者の育成と共に、新しいレクリエーションの実践家としてのレクリェーショニスト

普及の視点から、両者が講座に有聯句に混在する同時受講を実現し、単科希望者から資格取得希望者への移行も

積樹句に進めている。当然、人材の確保が新しい運動展開にとって大切なのであるから、講習会修了をもって指

導者としての扱いをするのではなく、受講した時点から、協会や関連団体が実施するプログララムに人材として

様々な協力を仰ぎ、積極的な活動参加を求めている。レクリエーション指導者とはレクリエーシヨニストの延長

線上に存在するのであって、ある特化された内容の技術伝達としての存在ではな川具榊句には、日常生活の中

で個人の身近に存在するレクリエーションを享受している達人こそがレクpェーシヨニストであり、その生き方、

活用のしかた、効果的な方法等を、遺人から他の人が少しでも学んでみようとするときに、指導を受けてみたい

という必要性が生じ、そこにも「ねうちjは自然と生まれ晴通度jも増してくる。そうして付カ例町直が多角的

に積み重ねられた結果として、資格の価値や必要性が“自然発生的"にまた‘意図的"に生起することになる。
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区三日

芸高 E国のレジャー-jI:玄鐸3Eと立女斤守・全三ご白勺務捷隠司の隠司三子

ーその歴史的展開と思想的背景を中心に一

L e i s u r e P 0 1 i c y i n B r i t a i n a n d 1 n V 0 1 V e -

ment of The State & Public Organization 

寺島善 (明治大学)

くキーワード> レジャー政策、国家・地方自治体、 sp 0 r t f 0 r A 1 1 

QUANGO 、社会福祉、社会的公平

く問題の所在> 近代スポーツ発祥の歴史的過程から見ても、スポーツを含む、人聞

のレジャー活動は、個人の自主的・自発的活動であって、それに必要な経済的負担・自由

時間等は、 「自己」の責任でアレンジするとされていた。しかし、 1860年代以降、ヨ

ーロッパを中心として発生した、所謂、 SPORT FOR ALL ムーヴメントの思想

は、従来のその思想(スポーツの私事性)を根底から揺るがすものとなった。日く、 「ス

ポーツは人間の権利であるから、国家・地方自治体等が責任をもって保証しなければなら

ない。 J と。近代スポーツの思想に抱合されている、個人の自由な裁量によって行動し、

その経済的負担も自己の責任で行なうという思想から、国家及び公的機関の責任によって

広く国民にスポーツを保証するという思想ヘと発展する過程を、英国を中心に検討するの

が本研究である。そうした研究の中から、現代社会におけるレジャーのあり方の基本的視

座を形成してゆきたい。

く概 念> ここでいう「レジャー J は、スポーツ及び身体的レクリエーション

を中心とし、美術・音楽・演劇などの芸術の領域は含めない。国家及び公的機関が、 「政

策」に関与するとすれば、以下の三点であろう 1 禁止をさせる 2 活動を許可・

規制する 3 活動の機会・施設の提供 との視点から、英国の歴史的過程を分析し、今

日、英国が抱えている諸課題を検討してゆく。

1 英国におけるレジャー政策の発生

(1) レジャー活動の禁止

1 6 C ~ 1 7 C Outlaw Bowl 、Footballの禁止

183 5 動物虐待禁止、 18 5 4 Betting Shop禁止

(2) レジャー活動の規制・許可

1 8 2 0 パブ営業許可法、 18 3 3 Blood Sport Act、 1835 

Highway Act (路上のサッカー禁止)
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(3) レジャー活動の機会・施設の提供、その周縁の整備

1 834 救貧法、 183 6 E n c 1 0 S u r e A c t 、 1846 公衆

浴場法、 1847 工場法('67改定)、 18 5 0 図書館法、 18 5 2 レク

リエーショングランド法、 18 6 6 衛生法、 18-7 0 教育法(体育を教科と

して採用)、 18 7 5 公衆衛生法、 1894 地方自治体法

2 福祉国家を目指したレジャー政策

(1) 社会政策の整備 1900-1944 

190 6 公関空地法 、 1907 学校給食法、 1 907 ナショナルトラ

スト法、 1908 老令年金法、 1909 都市計画法、 1911 国民保険法

191 9 F 0 r e s t r y 委員会の設置、 1920 失業保険法、 192 5 

国家プレイングフィールド協会の設立、 1934 失業者救済法、 1935 フ

ィジカルトレイニング・レクリエーション中央評議会の設立、 19 3 7 フィジ

カルトレイニング・レクリエーション法、 1939 山岳地帯へのアクセス法、

1 944 教育法、 1944 C.C.R.P. T. を C.C. P. R. に改組

(2) 福祉国家の成熟とレジャー政策 1845-1860 

194 5 家族手当法、 19 4 6 ~ 7 2 国立スポーツセンターの設立(7カ所)

194 6 国民健康法、 1947 タウン・カントリー計画法、 1949 国立

公園委員会の設立、 1949 国立公園・カントリーサイドへのアクセス法、

1 9 5 7 C. C. P. R.ーウォルフエンデン委員会を設立、 19 6 0 ウォルフェン

デンレポート(地域社会とスポーツ)

3 スポーツカウンシルの設立へむけて

(1) ウォルフェンデンレポート

人間生活におけるレジャー・レクリエーションの重要性を理論的に論述。最終的

結論 一 (1) スポーツ(レジャー・レクリエーション)政策の中心的存在とし

て SPORT COUNCIL の設立 (1946 ART COUNCIL 設立

) (2) 国家による財政的援助の必要性 (3) より多くのスポーツ施設の建設

(2) スポーツカウンシル(助言的団体)の設立 (1965) 

労働党政権一スポーツカウンシル(助言的団体)の設立、地域スポーツカウンシ

ルも設立 (1965) 1964-スポーツ施設の供給について一文部大臣通

達11/64、住居地方自治体大臣通達49/64. 1 9 6 2 スポーツ大臣を内閣に選

任。 19 6 2 デニス・モリニュー“西欧諸国における体育への政府の援助"

1 9 6 6 貯水池と運動場のレクリエーションの為の使用についての通達一国

土・国家資源省 3/66、教育科学省19/66、 19 6 7 rカントリーサイドにおけ

るレジャーについて」政府白書、 1968 カントリーサイド法ーカントリー
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サイド委員会の権限強化、 1970 スポーツ施設・計画法、 19 7 2 Sport 

in the Seventies 

(3) スポーツカウンシル(財政的基盤を持つ QUANGO として)の設立

1 9 7 2 →ロイヤルチャーターにより、スポーツカウンシル (QUANGO)

の設立 1 9 7 3 Iスポーツと身体的レクリエーションのための対策」環境省

通達 1/73 1 9 7 3 Iスポーツとレジャー J 上院特別委員会報告 197 5 

環境省白書「スポーツ・レクリエーション」一予算配分の再考を示唆 1 976 

環境省通達「スポーツ・レクリエーションの為の地方スポーツカウンシル」

47/761978 SPORT FOR ALL キャンベーン

性) 福祉国家政策の再考(サッチャーイズム)とレジャー政策

1 9 7 9 サッチャ一政権発足 小さな政府一公共投資の削減(表 1) (表 2) 

(表 1)レクリエーション・芸術に対する公共予算 (単位極100万ポンド 1981大蔵省間)

1 431 

2 5 1 0 
252 6 
2 510 

2 3 0 4 

375 
389 
404 

381 

(表 2)都市中心部に対する予算 (単位低100Jjポンド 1990大蔵省削)

スポーザ・レ9r-
コミュニティ
健康

育
策
策

政
政

会
済

教
社
経

1 980 サッチャー首相 モスクワ五輪ボイコットを指示 1 980 地方自

治体都市計画土地法 198 1 政府白書“大蔵省予算" (表 1) 1 9 8 2 Coun-

tryside Commissionが QUANGOに。 1985 地方自治体法 (86.87.

88)G.L.C. など廃止 1 991 スポーツ大臣見解、 1 9 9 1 U. K. SPORT 
Commission 1 9 9 1 スポーツカウンシル 4分割 ( England、 Scotland、

Wales 、 North lreland ) 1 9 9 2 スポーツ大臣・スポーツカウンシルは

国家文化遺産省へ移管 1 9 9 4 National Lottery 1 9 9 5 保守党

Raising the Gameを発表 199 7 労働党ブレア政権誕生--Labour's Sport-

ing Nationを発表
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4 レジャー政策に関与した思想的背景 =まとめにかえて=

(1) 大衆的レクリエーションの抑制期 1780-1840 

労働力の再生産の必要性一労働者泥酔などの労働サ，ボタージュ、労働規律の願守

レクリエーションによる社会秩序破壊を懸念

(2) 社会経済政策に対する自由放任主義ヘの介入 1840-1900 

都市化・工業化のもたらす健康・衛生などの諸問題を克服、労働時間の短縮、

労働者違のレクリエーション欲求に対応、レクリエーションの理性化(信仰etc.)

(3) 福祉国家の基礎作りへの準備 1900-1939 

社会的相互援助体制の確立一労働力(箪事力)の保全、再生産一社会政策の発生

都市近代化に伴う都市計画の必要性、自助の精神(個の確立)、ファシズムに対応

(4) 福祉国家の成長と成熟 1944-1976 

福祉の一分野としてのレジャー、コミュニテイにおける日常生活からの“Need"

文化の享受の平等性、反社会的行動の緩衝、経済成長によるゆとり、 Sportは人権

(5) 福祉国家の再考と新保守主義思想の拾頭 1976-1984 

個人の趣味は個人に帰す。生活・財産etc.は政府に支配されることは最小限に、

レジャーは社会的費消ではなく個人の散財、商業資本のレジャー産業八の参入

(6) 国家のレジャーへの投資の削減・変節 1985-1997 

レジャーは自由市場にまかす、国家が関与することはバターナリズムである。

小さな政府は支出を最小限に。地方自治体の浪費を監視、中央集権

(7) 新たな出発 トニー・ブレアの目指すレジャー政策 1 997 → 

文化享受の平等を確保、文化の選択は個人の自由、周縁の環境整備、最多の人々

の参加を目指す、地方自治体・地方スポーツカウンシルに財源と権限
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レクリエ]シヨンの!視l

一アメリカ公共レクリエ一シヨンの源流として一

0贋田治久、 高橋和敏 (余暇問題研究所)

キーワード: アメリカ公共レクリエーション、マサチューセッツ湾植民地

はじめに

本研究は、 1997年本学会大会において発表した rNRPAとその年次大会についてJの報告

および rNRPAとそのコングレスについて j の紹介(レジャー・レクリエーシヨン研究第38

号1998) に続く関連研究として、アメリカ合衆国における公共レクリエーシヨンについて

の歴史的考察を試みたものである。

その動機は二つある。第一lこNRPA(全米レクリエーション・公園協会)の実状やコング

レスの状況を把握するにしたがって、アメリカ合衆国のレクリエーシヨン運動が、いかに

民間団体としてのNRPAを中心とした民間の活力とともに、全米を網羅している公共レクリ

エーション制度の確立に負うところが大きいかを認識したことである。第こには、 “なぜ

アメリカにおいて公共レクリエーション制度が確立したか"という疑問を解決するには、

その原点の所在を究明することが不可欠であると認知したからである。

周知のごとく、アメリカ合衆国は、すでに先住民族(アメリカン・インディアン)がい

たとはいえ、ヨーロッパ諸国からの移住者による新しい国家形成の過程を経て成立した。

すなわち、 1607年にイギリス人ジョン・スミス(JohnSmith) の率いる 104人のイギリス

人が、現在のパージニア州沿岸に上陸し川を遡り、ジェイムズタウン(Jamestown) のそ

の定住地を建設したことに始まる。次のイギリス人の入植は、 1620年のメイフラワ一号に

よるピルグリム・ファーザーズたちのプリマス植民地 (PlymuthColony)であり、 1624年

にはオランダ人によるニューヨーク周辺への移住があった。そして 1630年には、ジョン・

ウィンスロップ(JohnWinthrop) が、約 1，000人のピューリタンとともにマサチューセ

ツツ湾植民地 (MassachusettsBay Colony) を建設した。それ以来、多くの植民者がアメ

リカ大陸に渡り、やがてニューイングランド地方、中部東海岸、南部などのイギリス 13の

植民地が連合して、 1776年 7月4日の独立宣言となった経緯がある。

本研究において、マサチューセッツ湾植民地をとりあげた理由は、この植民地が社会的

・政治的・経済的・文化的あるいは精神的にも、現在のアメリカ合衆国発展に対して、大

きな影響力をもち、まさにアメリカ社会の源流であると考えられるからである。また、時

代の推移があるにせよ、歴史の不変性によって現在につながる公共レクリエーシヨンの底

流を見いだせる可能性を秘めているものと推察したからである。

アメリカ植民地時代のレジャー・レクリエーションに関する歴史的文献は、少なからず

検索できるが、公共レクリエーシヨンとの関わりにおいての記述は、ほとんどが1800年代

からである。したがっ'て、アメリカ独立以前に遡ってアメリカの公共レクリエーションを

考察することは、とくにその精神的基盤を確認する上で重要と考えられる。

本研究の目的は、以上の視点から、マサチューセッツ湾植民地の生成過程および当時の

社会制度の中から、現代のアメリカ合衆国公共レクリエーションの源流を探求し、その意

義を確認することにある。
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方 法

本研究の目的を達成するために「原点アメリカ史J第 1巻植民地時代、第 2巻革命と建

国、第 3巻デモクラシーの発達(ともにアメリカ学会訳編、岩波書庖1982) の中から、公

共レクリエーシヨンに関係ある部分を抽出し、さらにそれらの部分についての関連文献の

使用とウェブサイトの検索によって、その考察を行った。

移住の宗教的背景

イギリス人の北米大陸への移住の動機は、大別して経済的および宗教的背景がある。す

なわち、前者はその生計のための欲求にもとづくものであり、後者は宗教上の自由を望む

要求にもとづくものであった。ここでは、後者の宗教的背景に触れたい。

1620年のヒ。ルグリム・ブア)ザーズのプリマス植民地建設(1691年マサチューセッツ植

民地に併合)、および1630年のマサチューセッツ湾植民地の建設は、その多くがピューリ

タンによってなされた。ピューリタンとは、イギリス国教会の制度に反対し、純粋に聖書

の教えに従うことによって浄化することを求めた分離派(あるいは非分離派)のプロテス

タントたちをいう。

このようなピューリタンたちは、聖書にもとづく理想の共同体を実現しようとして移住

し、清貧な信仰生活を重んじ、勤勉な生活態度を保っていた。その根底には“神に選ばれ

た者"としての使命感に燃え、神と自らが契約によって結ばれていると信じる宗教思想が

あったからである。それは、その後の植民地における独自の制度的発展の基礎となった。

さらにこの思想は、その後分立した北部の他植民地にも大きな影響を及ぼし、ニューイ

ングランドといわれる特色ある地域としての発展を遂げるに至った。ニューイングランド

入は、自立心が強く、公共への義務感、営利の才、勤倹な生活態度、教育熱心であるとい

われる気質を生み出した。ちなみにヤンキー (Yankee) という語も、はじめはニューイン

グランド生まれのアメリカ人を指していた。

現代のアメリカをみるとき、その政治形態をはじめ社会制度のあり方や、時には独善と

も受け取られがちなアメリカ人の“正義" “自由" “平等"の思想、も、このような背景に

深く根ざしていることを見逃すことはできない。

公共レクリエーションの源流とみられる諸点

アメリカ合衆国における公共レクリエーションの源流を探究する視点として、現代のア

メリカ公共レクリエーシヨンの特徴を次の 4項目に設定した。すなわち、公共レクリエー

シヨンの核としての“ファミリー"と“コミュニティ"、 “公園とレクリエーシヨン"お

よび“自然保護とレクリエーシヨン"である。これらの諸特徴とマサチューセツツ湾植民

地の史実と関連性のある事項を考察した。その結果は、下記のとおりである。

・ファミリー・レクリエーションとしての感謝祭

1620年12月21日、プリマスに定住を図ったピューリタンたち 102人の生活は厳しかった。

すぐ冬を迎え、飢餓と戦いながら、春を迎えることなく、その半数は死亡したといわれて

いる。やがて春となり、アメリカン・インディアンに教わったトウモロコシの栽培を始め

た。その秋には、はじめての収穫を終えることができた。 1621年の秋であった。彼らはそ

の収穫を喜び、神に感謝するために、家族をはじめ近隣の人たちゃアメリカン・インデイ
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アンたちも招待して食事会を開いた。現地でとれた七面鳥や鹿の肉、 トウモロコシなどを

食べたという。これが“感謝祭 -ThanksgivingDay"の発端である。

現在は“感謝祭"として、アメリカ合衆国連邦法の定休日となっている。ふつうアメリ

カの祝祭日は、州で制定することになっている。そうした点で、この感謝祭は全米一斉に

祝われるのは例外的といえよう。 1789年、ワシントン大統領時代に、全国的祝日となった。

その後幾度かの変更を経て、 1941年以降は、 11月第 4木曜日となった。

この日を中心に、ふだん別れている家族も集い、団機や交流を図り、家族の紳を強める

良い機会となっていることは、家族の多様化が進むアメリカにおいて、ますますその重要

性が認識されるところである。

また昔ながらの七面鳥の丸焼きとパンプキン・パイを食べる習慣が、現代でも続いてい

ることは、アメリカ人としてのアイデンティティを確認する機会ともなっている。この感

謝祭は、ヨーロッパ諸国から継承された制度ではなく、プリマス植民地時代の初期に、独

自にできあがった習慣が制度化されたものとして注目される。それとともに、現代にみら

れるアメリカ人のファミリ一重視の思想やファミリーを核とした現在のアメリカ公共レク

リエーシヨンも、植民地時代の収穫を感謝するというファミリー・イベントに大きな影響

を受けてきたものとして注目されるところである。

・タウン・ミーティングとコミュニテイ

前述のごとくマサチューセッツ湾植民地の建設は、 1630年セーラムおよびボストンを基

点として始められた。その目的は“新しい教会と新しい民国 (commonwea1th) "の創設で

あった。すなわち、封建的なイギリス国教会のしきたりを排除し、聖書の教えにもとづく

教会の設立と、国民の同意と契約によって共通の利益と目的で統一された国家の建設を目

指したものである。

この理想的社会実現のため、その政治形態としては、植民地の移住者ひとりひとりが自

由公民であり、その統治権限は、自由公民から選出された者に付与されることが基本とな

った。植民者は、マサチューセッツ湾地域の各所に分散して入植したので、各地に散在す

る村落をひとつの単位社会とした。すなわちタウン(town) の成立である。ひとつのタウ

ンには必ず教会 (congregation) が設けられ、その教会員が、即公民であるとされた。こ

のタウンが地方政治制度の中核となり、タウンにおけるあらゆる問題を討議・審議する最

高議決機関として、タウン・ミーテイング (townmeeting) があった。現在でもみられる

唯一の直接民主制の形態である。したがって、各タウンから選出された代表者が、ボスト

ンに集まり、総会議(現在の議会)を構成し、マサチューセッツ湾植民地の総督や役員を

選出した。この形態の原型は、すでに1620年メイフラワ一号において上陸前になされた

「メイフラワー誓約書 (TheMayf1wer Compact) Jにみられる。

タウンは、ひとつのコミュニティを形成し、その連帯性は、彼らの宗教的信条と厳しい

開拓生活の中での共同によって培われてきた。さらにタウン・ミーティングは、彼らの生

活にとって共通の必要な事項を決定する。現代でいう住民のニーズが直接反映される機会

であった。したがってレクリエーシヨン問題がコミュニティ行政の一環として、社会・経

済・教育問題などと同様に認知されている現代のアメリカ公共レクリエーシヨン制度は、

マサチューセッツ湾植民地時代のタウン・ミーティングという直接民主制の延長線上にあ

るものとしてf足えることができる。
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-公有地とコモン

そもそもマサチューセッツ湾植民地の成立は、 「マサチューセッツに対する第一の特許

状 (TheFirst Charter of Massachusetts) Jを有するマサチューセッツ湾会社によって

進められた。それゆえ、この植民地の土地は、この会社の所有であった。各タウンは、そ

の配分によってできあがった。各タウンの土地は、公有地として確保され、個人には計画

的に売却されていた。土地の税金が基本的なタウンの財源となっていた。また、タウンに

は教会が、タウン会議を兼ねて、共有のものとして建てられた。もともとヨーロッパ諸国

では、町や村の教会や庁舎の前には広場をつくるしきたりがあり、マサチューセツツ湾植

民地においても、いわば故郷の伝統にしたがって、こうした共有の広場が設けられたとい

えよう。この広場(オープンスペース)の名称が“コモン (common)"であった。この広

場の直接の目的は、家畜や羊などの放牧であったが、それと同時にタウンの集会、祭礼、

マーケットあるいは民兵の訓練場として利用されていた。

1634年には、ボストンにおいて大々的なコモンが建設された。なぜならばボストンは、

マサチューセッツ湾植民地の中心であり、政治・経済・文化などの中心都市として、急速

に都市化が進行したからである。 “ボストン・コモン (Boston Common) "として、アメ

リカにおける都市公園の原型とされている。はじめは公共広場の機能のみであったが、

1728年には、現在に見られるようなレクリエーション機能も認められるようになった。

公園とレクリエーションが合体してきたアメリカ合衆国の公共レクリエーション制度も、

このような経韓によって、大きな影響を受け継いできたものと認識できょう。

・自然保護とレクリエーシヨン

マサチューセッツ地方は、中部や南部植民地と異なり、丘陵森林地帯が多い。家を建て

たり農耕地を確保するには、木の伐採が必要となる。とくに辺境地においては、開拓者の

自由になっていた。しかしながらプリマス植民地では、すでに1626年に、木の伐採に対す

る規制が設けられたという。また、マサチューセッツ湾植民地においては、 1641年「大水

域法令(Great Ponds Act) Jによって、フイツシングや鳥類ハンテイングのための水域

を定めた o これらの活動を認めると同時に、それらの乱獲を防ぐ目的であった。 1600年後

半には、狩猟のシーズン規制も設けられたという。

このように、アメリカにおける自然と人間との関係は、人の手のかからない土地への入

植があって獲得されたものであり、現代アメリカの自然保護思想とレクリエーシヨンとの

関わり方の素地をみるととができる。

まとめ

マサチューセッツ湾植民地時代は、プリマス植民地時代を含め、 1620年から 1776年の約

1世紀半にわたる。日本が徳川幕府開設17年後から安永年間までにわたる。少なくとも 3

世代の交替があったのである。植民地の成立過程をみるとき、人々の幸福が最優先され、

その社会制度も、そのための公共的役割を重んじてきた植民地の在り方が、現代のアメリ

カ合衆国の基本として継承されている精神性の強さを、改めて実感するに至った。それと

同時に、レクリエーションの公共性が、マサチューセッツ湾植民地時代のアメリカ人にも

すでに受容され、かつそれを実現する社会制度を、早くから構築されていたからこそ、現

代のアメリカにおける公共レクリエーシヨンの発展につながっていたことが明確になった。
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庄三
レジャー行動モデルの行動計量学的分析

0土屋薫(青森大学)、滋谷泰秀(青森大学)
1. はじめに

1970年代の未来論ブームの中で指摘された「社会問題としてのレジャーJという視点も、長期的な傾向としての

平均寿命の伸びや労働時間随縮といった事態を考慮に入れると、日本社会においては現実的な意味合いを帯びてくる。

ましてや、国民の意織が「衣食住」生活よりも「レジャー・余暇生活」を大切にしたい、あるいは「物の豊かさ」よ

りも「心の豊かさ」に重きをおいて生活していきたい、という方向へシフトしているとすれば、現代社会におけるレ

ジャーというテーマの重要性は、疑うべくもない.

つまり、デュマズディエの議論を持ち出すべくもなく、レジャーは社会政策の柱のーっとしてその姿を現わした訳

である。

それでは、レジャーはどのような視点、から取り扱われるべきものなのか.

語源を遡ってみると、レジャーとは「自由な心の状態で、学問、自由学芸、文化を楽しみ、その人がその人本来に

向かうこと、完成に向かうこと、全体に向かうこと」だと言う(松田、 1988)。つまり、レジャーこそが人生の目

的である、ということになる。

ところが、その人生の自的を「社会政策Jとして扱う、と聞くと、やや奇異な印象を受ける.ここに、レジャーと

いうテーマの持つ厳しさがある。ただ、レジャーを「善導するjすなわち誘導するものとして扱うのではなく、各傭

人が人生の目的を達成するべく支援する、あるいはそのような環境整備をすることこそレジャー政策だ、と考えるな

らば、その支援や整備の方向性に関する議論は震要な意味を持つだろう。

このような視点から、本研究は‘個人のレジャーに関する状況を捉えるいくつかのアセスメント・ツールの関係と、

その政策へのフィードパックの可能性について明らかにすることを目的とする。言い換えれば、本研究の目的は、レ

ジャー研究に関する社会心理学的アプローチと政策志向アプローチの融合可能性を探るものである。

この目的を達成するために本研究では下記の具体的なゴールを設定した。

1.個々 のレジャー・アセスメント・ツールの尺度の行動計量学的評価

2.総項目数が100項目を大きくよ回らないように複数のレジャー・アセスメント・ツールを一つの調査票にまとめる

3.レジャー行動を多角的に説明できる一般化モデルの構築

11.研究の方涜

(1)レジャー概念の規定

通例レジャーは、時間概念や活動慨念、あるいは規範的な価値観に関わる心の状態、という 3つの側面から捉えら

れる(新津、 1977)。これらの視点で議論のわかれることは周知の通りだが、社会政策という視点からレジャーを

考えるとき、レジャーの機能に注目したデュマズディエの議論は注目に値する(DuInazedi町、 1980)。すなわち

デュマズディエは、レジャーの機能を T休息・休養J r娯楽・気晴らしJ r自己開発」という 3つの視点から整理レ

た訳だが、これと語源から見たレジャーの意味を照らし合わせると、 「個人が置かれたストレス状況から自由になる

ことJこそレジャーである、と捉えることが出来るだろう。

( 2 )アセスメント・ツールの選択

LoeschとWheelerlこよれば、レジャー・アセスメン卜・ツールは、以下の 6つに分類され (1982:盟諸国B

ATTITUDES， 1忍工SUREVALUES， LEISURE STATES， LEISURE BEHAV工OR，LE工SURESATISFACT工ON，LE工SUI主E

IN哩RESTS)、それぞれいくつもの特徴的なツールを有している。

本研究の目的からすると、 1つのツールではなく、複数のツールを使い、多角的に個人のレジャーの状況をつかむ

ことが望ましい。したがって、レジャー・アセスメント・ツールの選択にあたっては、レジャー概念、項目数、妥当

性と信頼性、ツール開発の系譜、といったものを考慮に入れる必要がある。

これらの条件を考慮に入れて、本研究では、 LeisureSatisfaction Scale (LSS)， Leisure Boredαn Scale 

(LBS)， Leisure Diagnostic Batt釘 Y (LDB)，工ntrinsicLeisure Motivation Scale (工凶)の 4つを取り

上げた。また前述のように、レジャーと関係が深いと考えられるストレスに関するスケールとして、タイプAスケー

ルをも採用した。

(3 )研究のデザイン

これらのアセスメント・ツールの結果を政策へフィードパックしていくための方法として、上であげた各スケール

の結果を因果関係に組み込んだモデルへ構造化するために、ここでは、共分散構造分析を用いた.すなわち本研究は、

レジャーに関連すると考えられるアセスメント・ツールを一つの概査援にまとめ、得られたデータの共分散構造につ

いて考察するものである。また、レジャーに関連するものとして、上記のツール以外に、本人の余暇歴、レジャー活
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動への参加度、本人・友人・河親の社会経済階層といった変数を加え、レジャー行動自体とそれに関連すると考えら

れる変数関係の説明を鼠みた。それから、仮説モデルに関しては、余暇歴のレジャー行動に与える影響やレジャー活

動における文化的再生産の検証、あるいは余暇活動における満足度或いは不満足度は何によって影響を受けるか、と

いった視点から情築した。

具体的に 1;1:， Leisure 8atisfaotion 8ca1e (24項目)、 Leisure Boredαn 8ca1e (16項目)， Lei間四

Diagnostic Battery(10項目)、 Intrinsic Leisure Motivation 8ca1e(24項目)、ストレス(タイプA)不

ケール (11項自)、現在どの橡なレジヤ由活動をしているか (15項園)、余暇底(事項局)、両親の社会経済階層

(6項目)、友人の社会経済階層 (3項目)、本人の属性 (11項目)といった10種類のツール、総計129項目につ

いて調査した。ただ、この研究で用いられたアセスメント・ツールのいくつかは、複数のサプスケールで成り立って

おり、実際に取り扱われるスケールは 20余りとなった。

本研究は、最終的には日本人全体を母集団として展開されるものであるが、第一ステップとして膏森県の勤労者を

対象に、モデルの妥当性及び各スケールの妥当性・信頼性をテストするためのパイロット認査を行った(ここでの報

告はこのパイロット調査の結果に基づいたものである)。サンプルは、都市部(青森市、弘前市、八戸市)、準都市

部(五所川原市、黒石市、十和田市)から 6つの職種別に約 200名を抽出し、郵送法を用いてデータを集めた。

111.結果

有効回答数は132であった (20歳から59歳までの勤労男女132名)。

また、レジャー・アセスメント・ツールの結果は、以下の通りである.

Leisure Satisfaction Sca1eは‘ Psycho1ogica1，Educati∞a1， S∞ia1， R1axation， Physio1ogica1， 

Aestheticという 6つのサブスケールから怠るが、各サプスケールの因子分析に関する結果は表 1に示した通りで

ある。も ofvariance!立、各サブスケールにおいて分散の何パーセントが第一ファクターで抽出されているかを示

しているが、それぞれ約 53%から 73%の範囲にあり比較的高かった。各サブスケール内における各項目の第一因

子に対するローデイン夕、は、 Psych010gica1Subsca1eでI・79，.88， .88， .60]、Educationa1Subsca1eで[.83， 

.88， .89， .79]、Socia1 Subsca1eで [.90，.92，.75， .54]、Re1axation Subsca1eで [.88，.94，.86，.51]、

Physio1ogica1 Subsca1eで[・85，.88， .86， .80]、AestheticSubscaleで[.76，.92，.92，.80 ]、と高かった。

またトータルスコアーは、複数項目からなる各サプスケールを 1次元にスコアリングし直してから算出されたもので

ある。

表 LeisureSatisfaction Scale 

Subscale 
Eigen value for % of Relaiability Std. 

Mean S.D. 
the first Factor Varl.ance {且lpha) Error 

Psychological 2.536 63.396 .789 12.22 3.26 .29 

Educational 2.897 72.437 .870 13.10 3.38 .30 

Social 2.48自 62.208 .786 13.17 3.23 .31 

Relaxa七ion 2.650 66.247 .799 14.34 3.45 .31 

Physiological 2.880 72.011 .870 9.94 3.96 .35 

且esthetic 2.913 72.830 .871 12.65 3.41 .30 

Total Score 3.199 53.316 .834 75.45 14.98 1. 33 

Leisure Boredam Sca1eは16項目からなるスケールであるが、因子分析の結果、 Eig田 va1ueのトータルが

1.00以上の因子は4つあった(表 2)。各項目の第一因子に対するローディング!立、 .60以下が7項目で、最高でも

.81 (項目 10) と高いとは言えなかった。 CronbachのAlphaは、 .8818で信頼性に問題はないと考えられる@

ただこの結果は、工80-，油 olaとWeissingerが報告した結果(第一因子のEigenva1ueが4.803、第 2因子では、

817と高いユニディメンショナリティを示した)とは異なるものであった。本研究では、スケール自体のユニディメ

ンショナリティを高めるために、第一因子に対するローディングの高い項目 (9項目)を選択し、再度因子分析を行ヲ

た結果、第一因子に対するEigenva1ue!ま.464に、も ofVariance は51.5%1こ改善された。また 9項目での信頼

性は、 AI凶aで .8792と、ほとんど変化がなかった。 また、オリジナルスケール(16項目)とショートスケール

(9項目)のトータルスコアの単純相関は .955と高かった。
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表2 Leisure Boredom Sca1e 

Factor Eigen value 事 ofVariance 

1 6.128 38.297 

2 1.610 10.064 

3 1.455 9.091 

4 1. 034 6.465 

工ntrinsicLeisure Motivation Scale (24項目) は Self由民，te:rmination(6項目)， C∞!pet即時 (6項

目)， C叩 mi匂回t(6項目)， Challenge (6項目)という4つのサプスケールからなるが、各サプスケールの平均、

標準偏差及び因子分析に関する結果は表3に示した。も ofvariance は各サプスケールの分散の何パーセントが

第一ファクターで抽出されているかを示しているが、それぞれ約34%から51%の範囲にあり、高い値とは言えない.

各項目の第一因子に対するローデイングは、 Self-Dete:rminationで [.72，.65， .60， .43， .70， .57]、
Cαnpet田 ceで [.72，.66， .79， .62，.69， .80]、camni匂nent

で [.77，.73， .73， .47， .18， .36]、Chall田 geで [.60，.70， .84， .70， .70， .23]と、全体的に高い値とは言え

ない、特に、 c∞mi旬間七とSelf-Detenrむlationはユニディメンショナリティの改善が必襲であると考えられtb..

スケール自体のユニディメンショナリティを高めるために、各サプスケールの第一因子に対するローディングの高い

項目 (3項目)を選択して再度因子分析を行った結果、 Eig田 valueは Self-Detぽ minationで 1.750

(58.331%) 、C四npe七回ceで 1.942 (64.749%) 、Cα町 止 加 問tで1.816(60.521%) 、Chall血 geで

1.909 (63.642%) に改善された。また、 3項目での信頼性は、A1J;血aで .635から.723となり、項目数を減少

させた事を考慮すると評価できると考えられる.

表3 工ntrinsicLeisure Motivation Scale 

Subscale tEhie gen value for 事 of Relaiabili ty Mean S.D. std. 
first Factor variance {且lpha) Errcr 

Self-determ. 2.296 38.261 .645 19.95 3.85 .35 

Competence 3.059 50.97日 .804 15.58 4.11 .36 

Commitment 2.037 33.957 .566 18.74 3.23 .28 

Challenge 2.586 43.094 .707 19.44 3.87 .34 

本研究で使用したLeisureDiagnostic Battery (10項目)1;1:、 LDB日本語オリジナル版の研究において試みら

れた ShortFo:an V.ぽ sion蝉である(野村他 1994) • Sho比 FonnVersion B#は、 PerceivedLeisu四

C叩1petenceSca1e (3項目)、 PerceivedLeisure C∞七rolScale (2項目)、LeisureNeeds Scale (5項目)

の3つのサブスケールからなり、各サブスケールの平均、標準偏差及び因子分析に関する結果は表4に示した通りで

ある.亀 ofvariance は各サプスケールの分散の何パーセントが第一フアクターで抽出されているかを示してい

るが、それぞれ約 52%から 74%の範囲で、高い値を示している.各項目の第一因子に対するローディングは、

perceived Leisure C佃 tpetenceScaleで[.84，.84， .75]、PerceivedLeisure Control Scaleで[.86，.8旬、
Leisure Needs Scaleで [.61，.68， .56， .42， .34]、であった.

Leisure Needs Scaleの各項目のローディングlま全体として低く.特に項目 9及び 10は .42、.34と低いため

削除した。 3項目となった LeisureNeeds Scaleの第一因子に対する Eigenvalue は2.012 (67.080%)、各

項目のローディングも .840、 .860、.754とユニディメンショナリテイに改善が見られた.また、信頼性はAlpha

で.7535とほとんど変化がなかった. 5~東日の総点と 3項目の総点の相関は .939で、 2項目の削除がスケールη効
率に貢献したことを示した。

表4 Leisure Diagnostic Battery 

Subacale tEhie g田fixv-a七luFeacftoor x ‘of Re1aiabi1ity Mean 5.D. Std. 
variance (且1pha) Error 

Competence 1. 970 65.683 .736 8.84 2.31 .21 

Contro1 1.486 74.300 .652 5.58 1.59 .14 

Needs 2.611 52.228 .762 15.83 6.39 .30 

組
斗
A

q
d
 



IV. まとめ

アセスメント・ツールの評価はおおむね過去の研究を支持するものとなり、本研究で使用されたスケールにおいて

は、デメンショナリティ及び信頼性に問題がないと結論されたe すべてのスケールにおいて、いくつかの設聞を削除

し項目の数を減少させたが、オリジナルのスケールと短縮版のスケールの栂関は高く、信頼性もほとんど変化がない

ため、情報のロスが少なく、効率的に調査できる翻査察ができたと考えている。今後も翻査を行うたびにこのような

プロセスを諜し、調査票の改善につとめることが必要であると思われる。

レジャ一行動モデルについては、紙面の関係上ここでは詳しく配載できないが、これまで言われてきた Leisure

SatisfactionとLeisureBoredarn及び工ntrinsicLeisure Motivation等との関係を支持する結果が得られ

ている。これまでも報告されてきた事ではあるが、 Structura1Equation Mode1を用いたモデル解析の厳しさは、

推計するパラメーターの数とサンプルの自由度との関係上、固定せざるを得ないパラメーターが出てくる為、どのパ

ラメーターをどの織に固定するか、という点、にある.本研究においても、慣例にならってエラーを 1に固定している

が、それがどの様にモデルの妥当性に影響しているかという点に関しては.今後の研究課題であると考えられる。

なお本研究は、日本私学振興財団による平成9年度私立大学等経常費補助金特別補助事業「特色ある教育研究の推

進」の助成を受けて行われたものである.
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区三
グアテマラ共和国におけるマヤ系先住民のスポーツ意識形成とスポーツ教育制度

0山田力也(福岡大学大学院)

大谷善博(福岡大学) 松尾哲矢(福岡大学) 立木宏樹(福岡大学)

1 .目的

スポーツは全ての国民において聞かれていなければ.ならないということは、民主国家の基本的な命題である

といえよう。しかし、発展途上国など国家構成によっては人種・民族のちがいなどによって、スポーツが必ず

しも全ての人に聞かれていない国が存在することも事実であろう。また、階層社会を有する国家のスポーツ政

策において、それが全ての国民に聞かれたものになっていたとしても、結果としてスポーツが各階層間での階

層意識の強化に機能する場合があり得ることも指摘されるところである。これらの問題はスポーツによる民族

阻害、あるいはスポーツによる社会階層化の強化の可能性を示唆するものとして看過できない問題であるo

そこで本研究では、発展途上国であり先住民と白人の聞で明確な社会階層を有する国家であるグアテマラ共

和国の先住民を対象として、スポーツ政策とスポーツ活動のズレに着目しつつ、先住民のスポーツ組害状況及

びスポーツ意識形成について検討してみたい。

2. グアテマラ共和国とマヤ系先住民インディヘナ

1821年スペイン国から独立したこのグアテマラ共和国は中米の北西部に位置し、面積が 108，889km (九

州の約 2.7倍)、人口 1，032万人 (1996年}、国民一人当たりの GNPは1，190ドル(1996年)、主要言語

はスペイン語、政体は大統領を元首とする共和制である。グアテマラ共和国はラテン・アメリカ諸国中、先住

民の比率が最も高い国の 1つであり、人種構成は白人 8%、ラデ.ィーノと呼ばれる白人と先住民との混血が

50%、先住民(マヤ、ガリフナ、シンカ)42%となっており、この3階層で大別される階層社会の機相を色

濃く残している国である。

インディヘナは20以上に及ぶ言語グループによって構成され、彼らの多くは、都市から離れた山岳地域な

どで農業を中心とした伝統的生活形態を維持し生活しているが、これら農村地域に住むインディヘナと都市住

民(白人やラデ‘ィーノ)との聞の総合的な格差是正を促進することがこの国の発展にとって最も重要な政策課

題の 1つとなっている。、

1996年 12月29日に反政府ゲリラと政府の聞において 36年間にも及ぶ内戦を事実上終えるべく、和平

協定が結ばれ、まさにこれからの動向が注目されている国の 1つである。

3. 方法

調査文献研究

1 )夕、ァアテマラ共和国行政マニュアル書

調査 2.アンケー卜調査

1 )調査時期:1997年 11月 10日

2)調査方法集合法によるアンケー卜調査

3)調査対象者:グアテマラ共和国、国立西部地織教員養成学校(インデ'ィヘナ、出身県:全国各県)

の生徒 283名(年齢 :13-21歳)

4) 回収率:100 % (回収数 283名)

調査 3:アンケート調査

1 )調査時期:1998年9月中旬

2)調査方法:集合法によるアンケート調査

3)調査対象者:グアテマラ共和国において、調査2の謁査対象者と同年齢である白人が学ぶ学校、

ラデ.ィーノが学ぶ学校それぞれ 1校、計2校。
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4. グアテマラ共和国のスポーツ教育政策

グアテマラ共和国におけるスポーツ教育政策の重点課題は以下の通りである。

1 )スポーツによって全ての国民の社会参加を促進する。

2)グアテマラ国民にスポーツを含め、全ての身体活動を保障する。

3)体育は、人間形成過程にとって非常に重要なものであり、全ての学生はそれを受ける権利を持ち、その

活動はなんの制限も差別も受けることがあってはならない。

5. インディヘナの体育・スポーツ状況とスポーツ教育政策

1) Iするスポーツ」及び「みるスポーツ」

インディヘナの子どもたちの、「するス

ポーツ」及び「みるスポーツ」からみたス

ポーツ選好種目(図1)は、双方ともに種目

数において少ないばかりか、ぞれは体育担

業を通して経験するスポーツに大きく影響

されていた。

この結果は、スポーツ実施度及び好嫌度

が体育の実技種目に入っているかどうかに

強く規定されていることを示すと同時に、

体育以外の生活場面でスポーツにふれる機

会がほとんどないことを示すものともいえ

よう。

2)初等教育における体育授業の有無、回数及び施設

グァテマラ共和国において義務教育とされている初等

教育課程 (7~14 歳、 6 年間)では、グアテマラ人の子

ども全てに体育の授業を通してスポーツにふれる権利が

保障されているが、インディヘナの子どもの約 3劃が、

体育の授業を経験しておらず(図2)、仮に授業を経験し

ていたとしてもその実施状況は全体的に少なく、施設も

(種目) 仁コ=(体育授業における実技種目)
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図1 スポーツ選好度

図 2 初等教育における体育授業の有無 (N.283)

整っていないという状況であることが確認された。

以上、 1)、 2)より、インディヘナの子ども達のスポーツ阻害状況と「体育は、人間形成過程にとって非常

に重要なものであり、全ての学生はそれを受ける権利を持ち、その活動はなんの制限も差別も受けることが

あってはならなLリというグァテマラ共和国のスポーツ政策が義務教育課程において上手く機能していないこ

とが示唆された。

6 結果の要約

ここでは、インディヘナの子ども達だけを対象としてスポーツ政策とのズレを検討した。その結果、イン

デ‘ィヘナにおけるスポーツ阻害状況及びスポーツ意識形成過程において学校体育にのみ依存する傾向が示唆さ

れた(調査 2)。そこで、調査3より得たデータに基づき、グアテマラ共和国のスポーツ政策が国民全体にど

のように機能しているのかを検討するため、異階層である白人層と混血層におけるスポーツ意識についても検

討する。また、その結果をもとに、今後のスポーツ政策のあり方やそのズレを生じさせる社会状況を検討し、

併せて発展途上国におけるスポーツの社会的機能の検討を試みる。
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ゆとりと教育を考える
司フレネ教育の視点からー

C鴻津迫子(聖学院大学)

Key words:ゆとり、フレネ教育、生きる力

1.はじめに

21世紀を目前に、教育課程審議会は学校週五日制移行実施に伴なう年間授業時数と教

育内容の削減を公表した。その改訂趣旨として「ゆとりの中で生きる力をはぐくむ」こと

を基本方針に掲げているt)ここでいう f生きる力Jとは、自分で課題をみつけ(関心、意

欲態度)、自ら学ぶ力(思考、判断)、技能、知識、理解のほか、健康や体力を身につけ、

自らを律しつつ他人とともに協調したり、思いやる心や感動する心などの豊かな人間性を

意味している。さらに幼稚園においても、時代の変化に応じた幼稚園教育の在り方として

f生きる力Jをはぐくむことを強調している。このことは、子どもを取りまく環境が期待

できるものではなく、人間関係のまずさから生じるいじめや不登校児の増加、暴力事件の

低年齢化傾向が社会問題となっている背棄もあろう。

一方、 「ゆとりJという言葉は比較的容易に用いられており、人々の共通概念として時代

時間、経済、物質、精神的側面から「窮屈でない状態J r余裕のある状態Jという感覚で

理解されているようである。しかし、今回の教育課程審議会の意図する「ゆとりJは定義

されておらず、ゆとりの中で生きるカをはぐくむ場の対象は、学校教育の現場だけでなく

地域、家庭、環境を内包したものとなっている。ゆとりはなんとなく感覚として受けとら
れているが、解釈は人や立場によっても異なるようである。そこで、改めて(1)rゆとりと

はなにかJを先行研究から考察する。また、上記に示された「生きるカJはすなわちレジ

ャーの享受能力(どのような生き方をするか)に関連していると考えられることから、 (2)r 
生きる力をはぐくむJ手掛かりを得るため幼時期におけるフレネ教育の視点から考察を試

みる。

11.方法と時期

1 )ゆとりに関する研究は、 1990年-1994年までの雑誌記事の論題!こ「ゆとり、豊かさ

教育」と表示しているものを検索。さらに教育と余暇に関連した論題から選定し考察

した。
2)フレネ教育に関しては、 1997年3月FRANCE ECOLE FREIf¥!ET-VENCEにおいて1
週間の観察実習を体験。

111.結果と考察

1) rゆとり」とは

①社会的側面から
『ゆとりJという言葉が話題になり始めたのは1980俸代の後半から90年代にかけてであ
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る。この時期から労働問題との関連で「ゆとりJという言葉が頻繁に用いられている。労

働省の調査やレジャー白書をはじめ、企業が用いる「ゆとりJとは労働時間の短縮、自由

時間、金銭、福利厚生施設、業務スペ・スの確保、工場・オフィスの美化などのハ-ド面

である.労働条件の改普とスポ-':)・レク活動などのソフト面にゆとUをもたせた結果、

人間関係や労働意欲・意識に変化がみられるようになったζとが記されている.

その中で、古川らは勤労者を対象として「ゆとり(感)Jの意識調査を行ない、心理学的構
2.) 

造の解明を継続研究している事例がある。勤労者の考える「ゆとり(惑)Jは8因子(遊楽

性、環境快適性、時間自由性、富裕性、挑戦性、有能性、満足安定性、自由奔性)からな

り、 「ゆとり(感)Jの中心をなすのは自由時間や経済的豊かさでなく、遊び心といったも

ので代表される「遊楽性Jと命名したような心理であるとしている。また、 8要因は r性
J r年齢J r所定外労働時間j などのフェイス属性とさまざまな関連があるが、後に大学

生を対象とした調査でも同様の結果が得られたと報告している。そして、各国子を分析し

た結果、年収の高さや労働時間の長さは各々「富裕性J r時間自由性Jの因子を経由して

さらに「満足安定性Jなどの糟神的ゆとりを経由して、始めて「総合的ゆとり(感)Jに至

ることが確認されている。

山懸は「ゆとり社会懇談会Jが定義する「ゆとり式Jを紹介していi;すなわち、

ゆとり=f[(経済的ゆとり+時間的ゆとり+空間的ゆとり)x(精神的充足度))であるが、精神

的充足度に関しては具体的内容が検討されていない。ただ、自らゆとりを選択する賢明な

生活者でなければゆとりを享受することはできないという指摘に留まうている。これを受

けて、彼は福祉の立場から時間、空間、経済といった外的要因は周辺に位置づけ、自己の

而立が糟神的な充足を得られると述べている。山崎は「ゆとりJのとらえかたを地場の地

元居住者と外部居住者間で比較している?両者の聞にはかなりズレが生じていると述べて

いる。もとより、生育環境、文化や芸術、教養、人生観、立場により個人差があり、 「ゆ

とりJに対する感じ方に差異があるのは当然であろう。

②学校教育の側面から

学校教育における fゆとりJとは、仙田の「いま、遊び(ゆとり)を者える」に代表され
るように、主に子どもたちの側からあそびを成立させるための条件として時間、場所、友

達、遊びの方法などを問題として用いているデ当然、遊ぶためのオ圃プンスベ・スの確保

とプレイリーダーのz必要性、さまざまな体験の拡大、子ども同士のからだを使った遊び、

子どもへの関心と子どもとふれあう機会をもっ努力がおとなに求められている。学校の現

場では、 1クラスの少人数制での授業と教師の労働時間の短縮、教職員の配置改善が fゆ

とりJ教育の実現につながるとしているゲしかし、問は了J教師自身の精神的(こころ)ゆと

りがないため、先見性をもって生徒の自主性を膏てられず生徒への指示が多いと述べてい

る。

③家庭教育の側面から

家庭教育でも同じように『ゆとりJは、生活としての時間、場所、友達、遊びの方法のほ

かに、生活リズム、生活習慣に問題の焦点をあてている。子どもを膏てる過程で、子ども
を「認める」ことや「待つ」こと、失敗を恐れないことが大切であるが、おとなの態度に
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ゆったりしたこころがなければならない。また、編井は「食事はすべての基本であり、ど

のような人間関係の中で「食欲Jを満たしているか」に注目している?重要なのは食事の

中身より雰囲気のほうである。生活習慣が確立している子どもは、こころに fゆとりj が

感じられ、他者への配慮や感謝の気持ちがみられると述べている。つまり、日常の親の態
度やこころの在り方が子どもに影響をあたえ、子どもにも fゆとりJの心が生まれる。

2)生きる力

①フレネ教育とは

セレスタンフレネ(CelestinFreinet，1896-1966)は、フランスの公教育が生活と遊離

したものとなってい点を厳しく批判した教育実践家であり、教育運動家である。
その方法は、一斉授業と教科書に頼らない教育学を「教材と技術の土台Jの上に築いた。

彼は、第一に生活を基盤とし、生命(生きているものはグローパルなものや連続性の尊重

、ある種の謙虚さを必要とするとして)、生きる力を中心としている。教育は受け身で学

ぶべきでないとして、生徒の活動にもとずく教育を重視している?それは、子どもの個性

や学力を伸ばすとともに、学級集団の自治能力をも養うひとつの新しい教育方法としてフ

ランスばかりでなく注目されている。フランスでは、 90年代に入りジョスパン改革(198
9年教育基本法)によるカリキュラム改革が進行しつつあり、フレネ教育は一つの実験的

試みとして市民権を与えられつつある。

国営フレネ学校は、南仏ヴァンスの郊外にある小高い山の上に位置している。自然の地形

を生かした敷地内に幼児1クラスと児章1クラスがある。形態は幼小一貫教育の縦割方式

の授業である。幼児クラスは3歳から5歳までの21名。保育者は2人。 フレネ教育で

は、学習表(plandetravail)や自由テキスト(textelibre)に代表される個人学習を基本と

しながら、それらを用いた朝の会や総括(bilan)の場、自由研究発表などで学習の共同化
が図られる。この形式は、幼児クラスも同様である。朝の会は毎日、研究発表は、一月に

一度である。この時は親(父か母)の同席が求められる。子どもが何かを発言する言葉には

、三つの機能が表現されている。第一に、発表の内容に関する情報や思考や感情の伝達。

第二は、社会的機能として子どもと保育者との関係や仲間との関係

。第三は、発言した子どもの存在証明と態度表明が表現されている。このような時、保育

者は子どもが注目するすべてのものに注意しており、適切な時期に、最適な必要なだけの

助言をしている。

朝の会につづき個人活動がはじまる。 1日の自分のやりたい活動を行動予定義に記入(字

がまだ書けないので自分のマ・ク)各自の活動表に従って開始される。保育者は、個人別に

活動内容を集計して興味や活動の範囲が片寄らないように配慮する。このほか、幼児と児

童合同の共同組合の活動がある。学校生活で生じた問題を提起し、解決方法を模索するが

、長時間の会議でも幼児クラスは最後まで参加して自治について学んでいくのである。フ

レネは「伝統的形式主義に支配されている教育の欠点、は、子どもに受け身で個性のない態
度を要求するもので、また、子どもの思考を無視する傾向があり、それは教育を臨書する

ものJとして様々な教育技術の方法を鼠みている。そして、従来の教師と子どもの関係(

教える者と教わる者の対立関係)を見直し、社会と学校と家庭の相互関係に着目し、生活

の基盤の上にたって自主的な学習意欲を高める方法を実践している。
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iV.まとめ

「ゆとりJの感じ方は、生育環境、文化や芸術、教養、人生観、立場、性別、職種、年歳

などによって差異がみられる。一般に「ゆとり(感)Jは、生活のあらゆる領域に楽しみを

見い出そうとする姿勢、つまり、遊びごころのようなものである。そして、時間的、空間

的、経済的ゆとりが糟神的ゆとりに反映して「総合的なゆとり(感)Jに至り、それが心の

豊かさや満足感(精神的充足、ゆとり)として自覚されるのではないかと考えられる。この

精神的充足感は有能性の影響も受けているが、 「溝足感Jと「遊びごころ」の有無がチャ

レンジ精神へプラスの影響を及ぼすとされている。

フレネ教育法は‘わが国の一斉授業が全体の79%を占める、教師からの一方的伝達の授

業とは異なり、子どもの主体的な活動を中心とした体験を通した学びの方法である。

『学びJとはモノ(教材)と対話し、他者(仲間や教師)と対話し、自己と対話する文化的で

社会的で倫理的な実践である?この実践のプロセスが重要である。このような方法は、保

育者の豊富な経験と、一人ひとりの年齢に即した心身の発達を踏まえた教育技術(技量)を

必要とする。当然、保育者の総合的なゆとりも必要とされよう。文化や習慣の違いはある

が、保育形態や方式などの外観的レベルではなく、第1に子どもに関わる人々の共通した

保育観、幼児観が必要である。それは、保育者だけではない。柏木によると米国の母親は

〈言語による自己主張や社会的スキル〉の重視ー阜期期待をしているのに対し、日本の母親

は〈大人への従順さ、素直さ〉を早期期待していると報告しているツ

つまり、自分で標題をみつけ、自ら学ぶという姿勢とは相反するものである。わが国の教

育現状は、学ぶ環境をはじめ多くの問題を抱えている。今後は保育現場の幼児観、保育観

の違いから生じる問題を検討したい。
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区ヨ
高校生の日常生活lこおける多t感と退届惑についての調査

O橋本 和秀(余暇問題研究所) 山崎 律子(余暇問題研究所)

キーワード: 多忙感、退屈感、高校生の自由時間、青少年非行

1.はじめに

わが国における青少年問題は、最近になってますます重要な課題となっている。文部省

においては、中央教育審議会が「新しい時代を拓く心を育てるためにJと題する中間報告

( 1998年 4月)を発表し、遊びの重要性や自然体験活動の振興、ボランティア・スポーツ

・文化活動など、レクリエーション関連項目を提言している。また総務庁においても、青

少年問題審議会が r問題行動への対策を中心とした青少年の育成方策についてj と題する

中間報告 (1998年 6月23日)を発表し、一般的風潮として青少年生活におけるゆとりの喪

失も挙げている。その施策への視点として、青少年が「開かれたJ関係の中で社会性を培

っていくための環境づくり・条件整備が必婆であるといっている。しかしながら、具体的

な施策はまだ出していない。

このように青少年問題とくに非行問題についても、数多くの施策が展開されているのは

事実であるが、それらの多くは社会規制による対策であり、かっ各分野の連携なくして実

施されているのが現状である。しかしながら、青少年の非行問題は、単に結果からの対策

と取締りの強化という方向に向かうばかりではなく、総合的な予防的視点からの施策を打

ち出すことが必要である。その施策のーっとして、彼らの置かれている社会環境および心

的背景・状況の把握はもちろん、彼らの余暇環境や余暇行動の側面からのアプローチがよ

り重要と考えられる。すなわち実際的には、年齢的に比較的早い時期からの余暇教育の充

実とレクリエーション経験の場と機会の提供ということである。

アメリカ合衆国においては、すでに数多くの研究も行われ、多くの公共レクリエーショ

ン部局が他の部局や民間団体と協力して実践的成果を上げている。実際面では、いわゆる

非行状態にある青少年への介在よりも、潜在的非行青少年に対する予防に重点をおいてい

るという報告もある。 (PeterA. 曹itt他 1996) 

本研究は、問題行動を予防するためには、青少年に対して「余暇教育の充実j と「レク

リエーション経験の必要性Jを、従来にも増して強調きれなければならないという問題意

識のもとに始められた。

また本研究は、昨年本学会大会の発表(レヅャー・レクリエーション研究第37号の第27

回大会発表論文集 56-59ページ)の継続研究として、その基礎的資料としての多忙感・退

屈感の把握を試みたものである。

2.研究の目的

今回の研究は、高校生の多忙感・退閥感の実情を把握するため、質問紙による量的把握

と並行して、自由記述方式を採用し、その質的分析を主眼とした。具体的な目的としては、

次の 3項目の把握・検討をすることである。

① 一般的な多忙感・退屈感・達成感についての感じ方の把握

② 学校における多忙感・退屈感とその充実度の把握と理由の検討

③ 学校外(自由時間)における多忙感・退屈感とその充実度の把握と理由の検討
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3. 研究の方法

調査対象: 私立 S高等学校生徒 男女合計 340名

2年

95 

調査期日:

調査方法:

調査項目:

1年

男子 61 

3年

67 

女子

有効回答数・・・ 325

199 8年 7月第 1遇

33 43 41 

有効回答率・・・ 95.6%

質問紙法によるクラスごとの集合回答法

上記目的にみられる項目

計

223 

117 

分析方法: ①については、 5項目を設定し 2者選一方式とし、比較検討した。

②および③は、単純クロス集計し、その傾向を考察した。

理由の検討は、自由記述回答を@および③の結果との関連で考察した。

4.結果

1 )日常生活における多忙感・退屈感と達成感

本項目は、高校生がふだんの日常生活において、どの程度の多忙感や退屈感を抱き、ま

たどの程度したいことができているかということと、どの程度友人関係に時聞を割かれて

いると感じるかを、ごく一般的な参考イメージ把握のために行った。(表 1参照〉

表 1 一般的な多忙感 ・ 連 成 感 な ど

(，%) 

ーミミミミ 男 子 女 子二

YES NO YES NO 

時間が足りないと感じる 75. 7 24.3 87.8 12. 2 
何となく忙し く 感 じ る 84.6 15.4 74.8 25.2 
暇 があって退回に感じる 19.0 81. 0 11. 2 88.8 
したいことカ 宅できる 40.5 59.5 37.7 62.3 

付き合いに時間が割かれる 31. 5 68.5 15.7 84.3 

以上の結果を、主に男女生徒を比較しながら考察した。 r最近することが多くて時間が

足りないJと思っている生徒は、男女とも 75%~88% と圧倒的に多い。男子より女子の方

が、僅かながら「時間不足j を多く訴えている。 r最近何となく忙しい j と感じている生

徒も、前項目と同様に 74%~ 85%の範囲で多く、男子生徒の方が女子生徒を少し上回る。

また、前記 2項目と反対に「暇をもてあまし、退問することが多い j と感じている生徒は、

男女とも 11%~ 19%と、非常に低くなった。

次に「比較的自分のしたいことができる」と思っている生徒は、男女ともほとんど同率

であり、約 40%というところである。過半数は「自分のしたいことができない」と感じて

いるのである。その原因のーっと考えられる「友人との付き合いに時間がとられることが

多い j と感じているのは、男子で約 32%、女子で約 16%で、極めて少ないことが分かった。

2 )学校における多忙感・退屈感とその充実度

多忙感・退屈感およびその充実度をみるために、回答者に対して f昨日 Jについて、多

忙感・退屈感は、 「忙しかった J r程々に忙しかった J r退屈だった j のうち、ひとつを

選択させた。続いてその充実度をみるため「充実していたJ rよかった J rつまらなかっ
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たj のうち、ひとつを選ばせせ、その理由を自由記述の回答を求めた。その結果は、次の

通りである。なお男女別・学年別に集計したが、ここでは男女別のみを記載する。

表 2 学校における多忙感・退屈感および充実度

(%) 

|、 男 乎 女 子

充実 よい 1ft 充実 よい 書十

多 忙 (13.3) (11. 9) ( 5.0) 30.3 02.1) (12.1) ( 6.5) 30.8 

軽量々 ( 4.6) (22.9) (11.5) 39.0 03.1) (22.4) (17.8) 53.3 
週 間

円zif子
( 5.0) (24.3) 30.7 く0.9) ( 0.9) (14.0 15.9 

E十 39.9 40.8 100.0 26.2 35.5 38.3 100.0 

一一 。内の %は男女それぞれの全人数比を示す

まず、多忙感と退屈感についてみると、男子生徒は多忙と退囲がほぼ同率となった。女

子生徒の場合は、約31%対約 16%と、学校での多忙を感じる生徒が多くなった。また、そ

の充実度をみると、 「充実していたJと回答した者ほ、男子生徒において約四%、女子生

徒においては約26%という結果となった。反対に「つまらなかったJと回答した者は、男

子で約41%、女子で約 38%となづた。

次に両楊端の「多忙であって充実していた j と回答した者と、 「退屈でつまらなかったJ
と回答した者を比較してみると、男子の場合、前者では 13%、後者で 24%となった。女子

の場合では、前者が 12%、後者が 14%と、ほぽ同数という結果となった。なおそれらの理

由については後述する。

3 )学校外における多忙感・退屈感およびその充実度

高校生の学校外の生活は、彼らにとって自由時間とみなすことができる。その前提に立

って、学校における質問にならって、その回答を求めた。

農 3 学校外における多忙鳳・退屈脇および指実度

(%) 

一三

男 子 女 乎-

充 実 よい つまらない 書十 充実 よい つまらない 骨「

多 忙 (20. 6) 06.1) ( 9.2) 45.9 (25.2) 【14.0) ( 4.7) 43.9 

種々 ( 6.9) (21. 6) 00.6) 39.0 02.1) (24.3) 00.3) 

選問 ( 1. 8) ( 3.2) 01. 0) 15.1 ( 0.9) ( 2.8) ( 5.6) 

膏『 28.4 40.8 30.8 100.0 38，3 41. 1 20.6 100.0 I 
一一一一一一一一一一 。内の%は男女それぞれの会人数比を示す

多忙感および退囲感にってみると、男子生徒の場合は、 「多忙j とする者46%に対して

「退屈 j とする者が 15%となった。自由時聞に多忙感を抱く者が圧倒的に多い。女子生徒

の場合も、 「多忙j とする者44%に対して「退回j とする者 9%と、男子とほぼ同様な結

果となった。またその充実度は、男子において「充実していた j と感じる者 28%に対して、

fつまらなかった j とする者30%と、ほぽ同率であった。女子の場合は、前者が 38%であ

り、後者は 21%で、男子の傾向とは異なった結果となった。

次に両極端を比較してみると、男子では「多忙・充実Jが21%、 「退屈・つまらない j

と回答した者が 11%であった。女子では、前者が 25%、後者が 6%となった。ここでも男
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子とは異なる結果となった。(理由については後述する)

5.考察

前述の結果と自由記述にみられる理由とを総合的に検討した。

1 )回答にみられる結果を総じて全体をイメーヅ化すれば、高校生男女とも「時聞が足り

ない J r忙しい Jと感じながら、 「したいことができない Jという達成感も味わえないま

ま、かっ友人との関係も稀薄な中での生活スタイルをもっているようにみえる。

「時聞が足りない J r忙しい Jと感じることは、高校生の拘束時間週平均 9時間 8分で

あり、学校外での学習時間も週平均 2時間半という NHK生活時間調査(1995)の報告と一

致点がみられる。

2 )学校生活において、男女の差は多少みられるが、 「多忙感」と f退屈感Jが、ほぽ半

数づつに分かれること、および「充実感Jと「つまらなさ感Jは、圧倒的に「つまらない」

とする者が多い。このことは、この結果から単純に考察するのは困難であるが、授業の在

り方や高校生に魅力あるプログラム提供への示唆を与えるものとして注目したい。

3 )学校において「忙しく充実していたJと回答した者は、男女ともそのキ ワードは、

“授業部活" “友人"と表現できる。 r忙しくてつまらないJとする者は、 ・勉強が

たいへんだから" ‘テスト前だから"など積極派と‘いつも同じ生活だから" “むかつく

から"など消極・不満派に分かれる傾向がある。

4 )学校において「退固でつまらないJと感じる者は、男女の数的差は認められるが、そ

の理由は・したいことができないから" “同じことの繰り返しだから" “授業が難しいか

ら" “眠いから" “とくに分からない"など、男女差は見当たらない。その理由の内容は、

何らかの刺激を求める現代高校生の一面を覗かせている。

5 )一方学校外での行動は、拘束から解放された彼らの自由時間であるから、当然のこと

ながら、圧倒的に充実惑を飽く者が多い。その理由は・友人と遊んだから" “したいこと

ができたから" “趣味やバンドの練習" “コンサートに行ったから"など、学校とは異な

った解放感を漂わせている。しかし、こうしたことにも多忙感を抱いていることに対して

は疑問が残る。すなわち“余暇活動を行っている時も、多忙感を抱いてよいものなのか"

という蝿聞である。

6 )学校においても自由時聞においても「退屈でつまらない j と回答した者を抽出してみ

ると、各学年において 2-3人みられた。 “サメているから" “何もすることがない"

.ダラッとした生活だから"など万年無気力のような回答が多かった。何らかの契機が必

要とする層といえよう。

6 .まとめと課題

本研究において当初設定した目的については、現代の高校生についての多忙感や退屈感

の実情とそこにみられた若干の特徴を明らかにすることができた。しかしその理由につい

ての根底に潜む・何ものか"については、把握が困難であった。また本研究は、ごく現実

的な場面における高校生の主観を尊重する意味で「昨日 j という記憶に頼る質問を試みた

が、その信頼性については疑問の残るところである。

今後は本研究を土台として、高校生が将来の生きがいにつながり、かっそれが彼らの問

題行動を未然に防ぐための有効な手段ともなり得る「レクリエーション経験Jの重要性を、

より精密に究明したい。
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I A-8 I 
日常生泊こおけるレジャー樹絞糠ず
-40・50代既婚女性を対象として一

0佐橋 由美(樟蔭女子短期大学)

【目的】

近年、レジャー研究の視点として、レジャー行動や現象を他の生活局面から切り離した形で分析するの

ではなく、日常生活全体を視野に入れ、様々な日常経験との比較を通して、レジャーの意味づけや行動・

経験の特徴を研究しようとする考え方が定着しつつある。同時に、レジャーは客観的に定義されるもので

はなく個人の主観的な経験であるがゆえに、個人の考え方や経験が集団・社会の成員間で共有されるもの

なのかどうか、レジャーの意味や槙念を主観から客観という筋道で再検討することが求められている。

北米でのこのような研究動向は 1970年代後半から顕在化したが、生活時間記録と集中面接を併用し

たShaw(1984)(1985) (1986)の一連の研究を契機として、いわゆる研究スタイルが確立されたように恩われ

る。一方、 Csikszentmihalyiは、各界の傑出した人物、典型事例をもとに、内発的報酬の経験ーフローー

の研究に着手し、この理論をさらに、一般人のごく日常的な生活場面における日常経験にまで敷街し、発

展させてきた。この経験の現象学構築に大きく貢献したのが、氏の研究グループが開発したESMである。

しかし、本来はレジャー研究のために開発されたものではなく、上述の意味でのレジャー研究にESMを

用いた例は多くはない[Samdahl(1988)(1992)(1991);Kleiber et al. (1986); Vannell et al. (1988) ] 0 

わが国では、西野ら(1994)(1996)(1998)が、高校生に対する大規模なESM調査を実施し、大学生や20

代有職青年に対する知見も得ている。しかし、年齢や性、その他社会的属性によってレジャーに対する考

え方や経験の質は異なると考えられる。より多様な集団を対象に、データや知見の蓄積が必要と思われる。

そこで、本研究では、 40・50代既婚女性を対象にESM調査を実施し、以下のようにレジャーの概

念やその経験的特性について検討しようとするものである。まず、活動内容や活動の場所、相互作用の文

脈などのデータによって、対象者の生活構造を僻服するとともに、日常様々な行動局面におけるレジャー

生起の可変性について検討する。第二に、様々な行動局面における感情・気分など心理変数の変動パター

ンを探り、さらに、動機づけや選択・決定の自由など個人の主観的な状況認知が、レジャー/非レジャー

の主観的判断(ラベルづけ)においてどの程度影響力をもつものなのか検討する。

【方法】

1.対象

対象は40歳以上の既婚女性とした。調査参加者32名のうち 30名から有効データを得た。その年齢

構成は40代19名、 50代11名〈平均48. 3歳)となっており、就業状視は7JH仏、ルト州ム就労者、

自営業手伝い、内職従事者、専業主婦と様々であり、専業主婦の割合は 14名、 46. 7%であった。

2.手続き

ESMを適用し、対象者の日常行動や心理状態に関するデータを、 1週間にわたり収集した(平成9年

10-12月)0 E SM調査の実際は、対象者に記録用冊子とポケットベルを常時携帯してもらい、呼び

出しを受けたら、当該時刻の行動や状視、心理状態をできるかぎり速やかに記録するというものである。

当調査では、調査時間帯を午前7時30分から午後11時までとし、 1日9回のデータ採取を計画した。

なお、午後3時30分から 11時までは、前半部分の 1・5倍の頻度で呼び出しを行うこととした。

3.調査内容

調査票はA.受信・記入時刻、 B.場所、 C.相互作用の状況(一緒にいた人)、 D.活動内容、 E.
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考えていたこと、 F.動機づけと選択・決定における自由の知覚度、 G. レジャー性の知覚度、 H.楽し

さと充足感、1.当該活動の閤難さ(挑戦レベル)と自身の能力レベルについての評定、 J.感情・気分、

K.注意の集中などについて情報を得るように構成されている。項目A-Eの回答形式は記述式となって

おり、 Jについては7段階SD尺度、その他は、ほぼすべて 11段階のリカート尺度での評定を求めた。

4.分析データの採択

分析データの採択にあたっては、全63回の呼び出しに対し、調査票への記入が35回以上であること

と定めた。次に、毎回の記録については、回答に不備のあるもの、呼び出し時刻から 3時間以上たって記

入されたものについては分析から除外した。調査参加者のうち 1名が調査を中途棄権し、さらに記録の大

半で回答パターンが著しく偏っており、信頼性が疑われる 1名のデータを除外した。結果、 30名から

1783票の有効回答を得た。個人の有効回答率は68. 3% (43回)-100%であった。

【結果】

1. 日常様々な状況におけるレジャーの生起

表1は、日常経験データを曜日や時間帯、活動場所・内容、相互作用の状況などの分析枠によって分類

し、各カテゴリー毎にレジャーの生起率、レジャー性の知覚度や感情・気分の平均値を求めたものである。

(1)一週間・一日の生活リズムとレジャーの生起

まず、曜日ごとのレジャー状況の生起率(%)をみると、週末、土日において高くなっており、平日の

なかでは金曜が最も高くなっている。また、レジャーラベリング尺度の得点が示す当該行為に対するレジ

ャー性の知覚度も、同様のパターンを示している。週末では、レジャー経験の量的な増加のみならず、質

的にもより一層“レジャー的な"非日常型レジャー活動への切替えが起こるものと推察される。

時刻との関係でみると、午後8時以降でレジャーの生起頻度は高く、これ以降の時間帯では活動の4-

5割がレジャーと認識されている。また、昼間の時間帯01:30-13:29)にもピークが認められた。つまり、

レジャー生起頻度の落ち込みが著しい朝と夕方の時間帯は、主婦にとって家事仕事の時間にあたっており、

本調査対象は、その家事仕事を役割行動、非レジャー的なものと明確に意味づけていることが示された。

(2)活動場所・内容、相互作用の状況とレジャーの生起

まず、呼び出し時刻における活動場所についての回答分布をみると、対象者の行動の大半が自宅と職場

に限られており、これ以外の場所での行動は 15%未満という結果であった。交通機関などによる移動の

機会も少なく、対象者の行動範囲は広いとはいえない。さらに、 「飲食庖および娯楽施設JI教育・文化

・体育施設JI公固など屋外」などレジャー活動のための施設・環境においてレジャーの生起率が高いこ

とはいうまでもないが、これらの場所で過ごす機会は4%と少なく、結果として、自宅外レジャー・アク

ティプレヲャーの低調さが示されることとなった。

次に、活動内容についてみると、最も頻度の高い活動は「家事」であり、全体の 34%を占めている。

これに続き「仕事」が全体の 15. 9%となっている。 I家事Jと「仕事Jによって、日常行動の約半分

が占められていることになる。第3番目には「消極的レジャー活動J (1 5. 1 %)がランクされ、 「食

事jの割合も 10. 2%と比較的大きい。

各活動に対するレジャー性の知覚度はどのようになっているのであろうか。まず、日常行動の大半を占

める「家事」と「仕事jについては、いずれもレヅャーと判断される可能性は1割に満たない。また、レ

ジャー性指標の得点も著しく低い。本調査対象においてレジャー性指標の得点が全体的に著しく低いのは、

仕事や家事時間の多さが影響していると思われる。一方、最もレジャー性指標の得点が高いのは、マスメ

ディア接触を中心とした「消極的レジャー活動Jである。 I消極的レジャー活動jは、レジャー性の知覚

度という観点でみれば、 「積極的レジャー活動J (学習、見物・観賞、外出、芸術文化活動、スポーツな
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火
水
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時間帯
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活動内容

睡眠・休息

食事

身の回りの用事

仕事
家事

移動

社会参加

個人的つきあい

家族との談話

積極的レジャー活動

消極的レジャー活動

相互作用の状況(誰と)
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課業関連 189 (10.6) 15 (7.9) 4.94 [-.55日 4.55 [-.200J 4.47 [一.071]
フォーマル 31 ( 1. 7) 13 (41. 9) 1. 40 [一.023J 4.07 [-.074J 4.49 [.170] 
イン7t-7k (家族間) 649 (36.4) 251 (38.7) 4.94 [.275] 4.68 [.139] 5.14 [.270] 
インフォーマル 55 ( 3.1) 32 (58.1) 6.38 [ . 690J 5.04 [ .655] 4.89 [ .409] 
その他 78 ( 4.4) 31 (39. 7) 5.22 L.311] 4.51 [ .208] 4.69 [ .431] 

※ レジャーの生起頻度……レジャー性尺度 (0-10点)において6点以上を「レジャーJの生起とした。

※※ z-score …・・・個人の平均値と標準偏差をもとに各データを標準化した上で、平均値を算出したもα
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どを含む)よりも一層、レジャー的なものと捉えられている。また、 「個人的つきあいJや「家族との談

話」もかなり重要なレジャーの文脈と考えられる。 r食事」と「睡眠・休息」については、しばしば生活

必需行動とレジャー経験の両義性が指摘されるが、ここでも、レジャー性指標は中程度の値を示していた。

相互作用の状況についての結果をみると、一人の場合と家族といる状況が圧倒的に多くなっているが、

家族がいる状況でのレジャー性指標の得点は高くなく、レジャーの文脈か非レジャーか明確ではなかった。

つまり、この状況が必ずしも家族の団襲、計ュニトションを意味するとは限らないということである。また、

一人の場合も様々な状況が想定されるため、一概にレジャーか非レジャーの文脈かを断定するのは難しい。

2. レジャーの経験ーその心理的な特性一

レジャーの経験は、一般に考えられているように常にポジティプなものなのであろうか。ここでは、レ

ジャー性の知覚度と感情・気分の関連について検討する。表1に示した「感情」と「活動性」の項目は、

因子分析の結果にもとづいて、複数項目を合成したものである。 r感情」因子の得点は、 「幸せな一悲し

いJr愉快な一不愉快なJr晴れ晴れした一ゅううつなJの3項目を、 「活動性Jは「力強い一弱い」

「積極的一消極的Jr活発な一不活発なJr機敏な一ぼんやりした」の4項目を合成したものである。

活動内容の項を中心にみていくと、感情因子の得点が最も高く、ポジティプな体験であるのは「積極的

レジャー活動」であり、次いで「食事J、 「個人的つきあいJ、 「家族との談話」の順となっている。最

もレジャー的な活動と評価された「消極的レジャー活動」は、さほどポジティブな体験とはいえず、順位

を下げた。逆にレジャー牲の知覚度では中間レベルにあった「食事jは、かなり幸せで楽しい体験となっ

ている。ここで注目すべきは、本調査対象にとって「消極的レジャー活動」が最も機会の多い、典型的な

レジャー活動であるにもかかわらず、必ずしもポジティプな体験、内的充足をもたらすものではないとい

う事実である。一方、 「活動性Jの面では、 「積極的レジャー活動」において最も活発で、積極的な心理

状態であることが明らかになったが、これを別にすれば気分の高揚・覚醒は、レジャーの文脈というより

は、 「家事Jや「仕事」など非レジャーの文脈、そして「社会参加J r個人的つきあいjなどの対人接触

場面において促進されるものであることがわかる。

3. レジャーの経験を規定する主観的な要因の検討

これまで、レジャーの経験を規定する鍵概念として、 「自由」や「内発的動機づけ」などがあげられて

きた。ここでは一例として、レジャー性指標の得点に個人が知覚する自由の水準がどの程度影響している

のか、自由の水準ごとにレジャー性得点の比較を行った。 r自由Jと「拘束jという 2つの水準間では、

予想どおり得点に顕著な差が認められたCF=322.46/ra曹 score)。このような絶対的な差は、レジャー/非

レジャーの判断に、選択の自由が決定的な影響力をもって 表2 自由の水準とレジャー性指標の得点

いることを示している。しかし、質問が選択式であったた 一一一一一一一一一一
n レヅャー性

め、<自由一拘束>の次元(軸)から外れた「消極的」条

件が加わったことで、結果は幾分複雑になった。 r他にす

ることがなかった」と回答する場合のレジャー性指標の得

点が、 「自由」条件よりも高いという結果はどう解釈され

るであろうか。このことは「消極的レジャー活動」が、対

象者において最もレヅャ一的な活動と考えられていたこと

と無縁ではないであろうo 人がテレビを見たり、ぼんやり

と考えごとをするのに、明確な理由のないことは少なくな

い。 r他にすることがなかった」は、 「消極的レジャー活

動」に特有の回答傾向といえるのではないだろうか。
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ra胃 scorez-score 

(a)拘束 911 1. 93 (-0. 539) 

(b)自由 740 5. 96 (0. 558) 

(c)消極的 97 6.51 (0.696) 

(d)拘束一自由 33 4. 88 (0. 229) 

1781 (-0.001) 

※「なぜ、その活動をしていたのてすか?Jの質問に、
(a)しなければならなかったから (b)したかったから
(c)他にすることカ吐かったからの3つの選択肢から
回答する.(d)のカテゴリーは (a)と(b)の複数回答。
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高校生の fゆとり J経験について(1 ) 

どんな場面で『ゆとり j を感じ、その時の気分はどうか一

西野仁{東海大学}

I、はじめに

1992年に、ゆとりある教育をめざして導入された学校週 5日制は、 1995年 4月より、

月2回へと拡大された。この教育制度の改革によって、児童・生徒の週間リズムは、従来

の r6 and 1 (6日登校 1日休み) j から、 r 5 and 2 (5日登校 2日休み) Jとの併用

へと大転換することになった。このリズムの変化は、果たして高校生の日常生活にどのよ

うな変化をもたらしているのであろうか。とくに、高校生の一週間の生活行動やゆとり感

は、週 5日制の導入でどう変わるのか。これらを明らかにすることを自的に、 1996年 1

月から 6月にかけて、首都圏の高校生を対象に、一週間にわたる ESM (経験標本抽出法)

調査を実施した。この調査で 445名の高校生 2年生から、総計 18、641件の高校生の日常

生活経験のサンプノレが収集できた。これらのデータを使って、高校生の「ゆとり J経験に

つい℃明らかにしたい。そのためにまず、日常経験における「ゆとり J経験の記述から分

析を開始することとした。

E 、研究の目的k方法

1、研究の目的

本研究は、高校生の一週間の日常生活において、 Eのような場面で「ゆとり j を感じて

いるかを明らかにすることにある。具体的にそれは、生徒が「いつJ rなにをJ rどこでJ

「だれと Jしている時にどの程度の「ゆとり j を感じているのか、また、 「ゆとり Jを感

じている時の「気分Jはどうかについて、記述することである。

2、研究の方法

本研究では、 ExperienceSampling Method (E SM)を用いて、データを収集したo

Experience Sampling Methodは、われわれの就寝から起床までを除く「日常生活経験j

を母集団と考え、そこから「経験の標本Jをランダムに取り出し、そのサンプルデータか

ら、人の日常経験のパターンやスタイルを推測しようとする調査方法である。 (ESMの

方法論的特徴と有効性については、西野らの発表 (1998)を参考にされたい。)

調査は、首都圏の高等学校から 12校を選出した。 12校の内半数の 6校は、土日連休の

週に、残りの 6校は日曜のみ休日の週に調査を実施すること ξ し、各校の 2年生の男女計

35名程度の調査協力者を、計 455名選出した。(調査の準備段階では 2年生であったが、

調査実施時に 3年生に進級したケースが一校あった。)

調査は、 1996年 1月から 6月に行った。ポケットベルの呼び出しは、あらかじめ決め

られた時間帯毎に無作為に時刻を抽出し自動ダイヤルするコンピュータプログラムを開発

し、それを用い午前 7: 0'0から午後 10: 59までの聞に、 2時間毎にランダムに 1回、一

日計 8回対象者を呼び出すことを、木曜日から翌週水曜日までの一週間連続して行った。

ポケットベルの受信可能地域は、 NTTが広域エリアと呼ぶ、東京、神奈川、千葉、埼玉

をほぼカバーする地域である。

回収したデータは、あらかじめ設定した基準に照らしてスクリーニングを行い、 455人
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のESM調査参加者から、 124人のデータを除外し、残った 331人 (72、7%)の 12、064

(64、7%) 場面での経験の標本を分析の対象とした。 331人は、男子 126名 (38、1%) 、

女子 205名 (61、9%)であり、また、やや学業成績が上位の者が多い傾向にあった。

調査票回収後、活動内容については、 NHKの生活時間調査と余暇開発センターの余暇

活動調査の分類を参考に作成したコード表に従ってコード化した。コーダ}間のずれを防

ぐため、複数のコ}ダ}によるチェックを行った。また、 7段階尺度のデ}タはそのまま

数値を入力した。 rムードスコア~ mood scoreJ は、 ESFの 7段階のリッカ}ト尺度

のムード質問項目で f安定J rわくわく r自由Jなどのいわゆるポジティプ方向の「ま

さにそのとおり j と答えた回答を 7点、 「いらいらたいくつJ そくばく j などのネ

ガティプ方向の「まさにそのとおり Jと答えた回答を 1点どした。

ゆとり感の指標とした「ゆとり気分スコアー yutorifeeling scoreJ は、 ESF中

の 7段階のリッカート尺度の質問項目「あなたは、どの種度ゆとりを感じていましたか?J 

に「まさにそう感じていた」との回答を 7点、逆に f全くそうは感じていなかったJ を一

点とした。ムードスコアーなどの計算と分析は、統計プログラム SASを用いた。

盟、結果および考察

1、回答記入の状況

前述のように本ESM調査では、 1日8団連続 7日間のポケットベルの呼び出しを行っ

た。全ての呼び出しが正常に行われたと仮定すると、 ESFへの回答記入回数は一人につ

き最大 56回、 331人で計 18、536となるが、実際には 12、064サンプルの経験が報告され、

記入率は 65、1%だった。また、ポケットベノレの呼び出し後、 5分以内に 51、8%が、 30分

以内に 75、91%が、一時間以内に 89、4%の回答が記入されていた。

回答記入ができなかった理由について、 理由の半数の 50、3%は fポケットベルは鳴っ

たが、記入できる状況ではなかったJとし、具体的に「混雑したパスや電車の中にいた (16、

2%)J 、 「授業中だった (15、1%)J、 「入浴あるいはシャワーを浴びていた (12、8%)J 、

「スポーツをしていた (11、9%)j が主な状況であり、 「面倒だったJは 7、4%であった。

2、高校生のゆとり感

1 )、ゆとり感の日内変動と週間変動

高校生のゆとり感を一日 8回、一週間連続して調査した結果のゆとり気分スコアーの平

均は、図 1のようであった。注 1 土、日曜のいわゆる週末と、それ以外の平日とでは明ら

かにパターンが異なる。休日は一日の変化の範囲が、平日よりも小さい。平日は、ゆとり

感の低い朝からスタートし、登校時に最も低くなり、しだいにゆとり感が高まりだし、放

課後から夜にかけてそのカーブは急上昇し、就寝前に最も高くなる。特に、金曜日の夜は、

予想どおり、一週間中で、最もゆとりを感じていることが確認された。

2) 、活動kゆkり感

表 1で明らかなように高校生のゆとり気分スコアーが最も高かった、つまりゆとり感を

感じていた活動は、テレビやラジオを視聴している時やスポーツをしている時に代表され

る「レジャー活動時j と、うたた寝や食事をしている生活維持活動時である。逆に、アル

バイト時や授業や塾での学習活動時は、ゆとり感が低い。最も低かった活動は、週末の塾・

予備校であった。多くの活動において、週末の方がゆとり感が高い傾向にあった。
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3) 、場所とゆとり感

活動場所別のゆとり気分スコアーは表 2のようであった。高校生が、日常の生活場面で

ゆとり感を感じる場所は、他人の家(親類や友人宅)とレジャー・運動・レクリエーショ

ン施設、そして自宅であった。とくに、親類やカラオケボックス・ゲームセンタ}・遊園

地などは、代表的な息抜きの場所であるようだ。自宅では、浴室がゆとりを感ずる最適な

場所である。逆にゆとり感が低かった場所は、アルバイト先、学校・塾などであった。

4)、同伴者}:ゆとり感

高校生は誰といる時にゆとりを感じているのであろうか。同伴者別のゆとり気分スコア

ーは表 3のようであった。最もゆとりを感じるのは、「家族といる時jである。次いで「一

人でいる時Jであり、 「友人といる時Jは、低かった。

5) 、ゆとり感の高い時と低い時の気分の違い

ゆとり感の高い時と低い時とでは、高校生の気分はどのように異なるのであろうか。図

2で明らかなように、ゆとり感が高い時は、 f安定J r自由J rリラックス J rやすらぎ」

なrの気分が強く、いわゆるポジティプな気分であった。逆にゆとり感の低い時は、 fた

いくつ fv、ゃな fそくばく J fふまんぞく J fおもくるしいJなどのネガティプな気

分であった。

N、まとめ

データの分析結果から、とくに次のような点は注目されよう。

1、ゆとり感には、週間リズムが存在するとともに、日変動のパターンが存在する。そ

のパタ}ンは、平日と休日とでは明らかに異なる。

2、ゆとりを感じやすい活動、場所、同伴者は特定できる。

3、ゆとりを感じている時は、ポジティプなムードが目立ち、感じていない時は、ネガ

ティプなムードが目立つ。

本研究は、高校生の「ゆとり J経験を明らかにするために、その第一段階として、

それらを大まかに記述したものである。今後は、高校生の日常生活経験における「ゆとり j

をさまざまな方向から分析していく予定である。たとえば、性差やクラブ活動の参加の有

無、通学形態による違い、卒業後の進路希望との関係、日ごろ感じているタイムプレッシ

ャーの強さやレジャー享受能力との関係などの他、 「ゆとり j 感を構成する心的な要素の

特定などについて、できるだけ早く続報として報告したい。

注 1 ゆとり感の週間パタ}ンについては、西野らがレジャー・レクリエーション研究第

38号(1998) で、 ESMの時系列分析の可能性を例示するために用いた図を再掲した。

参考文献
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表1高校生の活動別ゆとり気分スコアー

平日 週末
活動 N 平均値 標準偏差 N 平均値 標準偏差

ア...，...ル目バ，白イ劃ト』
13563 3、9546 1、66 526 3、651、6996 

79 2、 1、75 57 3、681、*
生活維持活動 1414 4、931、79 7凶 5、381、58*** 社会的活動 1717 4、531、72 564 4、791、611* 

屋内レジャー活動 1793 5、541、39 1093 5、67 1、671* 
屋外レジャー活動 149 5、501、38 135 5、391、44

その他 170 4.33 1.61 96 4.97 1.31 

合計 8885 4、41 1、83 3179 5、051、67*** 
ふしあわせ

いやな

そくぼく

きんちょう

いそがしい

おもくるしい

ふまんぞく

ふあん

同 国.p<.05.輔 p<∞1

表2高校生の活動場所思jゆとり気分スコアー

平日 週末
活動場所 N 平均値 標準偏彊 N 平均値 様車匹偏差

字校自・整宅など 4329 3、891、75 421 3、901、72
3124 5、151、69 2062 5、37 1、52*牢本

他人の家 59 5、541、55 82 5、601、39

レジアャ公ルー共バ・の運イ場動ト先施器
1021 4、141、75 315 4、551、66牢事事

256 5、331、56 220 S、21 1、61
80 2、981、74 57 3、61 1、911* 

その他 314.33 1.61 914.97 1. 31 

合計 8885 4、41 1、83 3179 5、051、67本章本
H ・D<∞l

園2 ゆとり感の高い時と低い時の気分

note 割前 p<.05 本..p<.OOl 

表3高校生の同伴者別ゆとり気分スコアー

平日 週末

同伴者 N 平均値 領準偏差 N 平均値4標準偏差

ひ家と族り 2247 4、781、81 1377 5、181、61 **ホ
1460 5、21 1、64 929 5、401、44*本

友人 4817 4、031、78 778 4、551、79**本

その他 361 3. 76 1. 77 95 3.60 1.89 

合計 888514、41 1、83 3179 5、051、67*** 

nペ
U

に

υ

note:柿p(.Ol.輔 p<∞1
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スポーツ応援行動に関する社会学的研究

-Jリーグにおけるアピスパサボーターを中心に一

O立木宏樹〈福岡大学)

大谷善博 松尾哲矢(福岡大学〉 三本松正敏(福間教育大学〉

1・はじめに

1998年6月、 Wカップフランス大会が開催され、世界中の人々に大きな感動や興奮を与えた。スタ

ジアムには多くのサポーターが押し掛け、顔にぺインテイングをし、派手なパフォーマンスで、熱心

に自国の応援をする姿はまだ記憶に新しい。日本人も同様に、代表のユニフォームに身を包み、ネイ

ティブアイデンティティのもと声援を送る姿が見られた。圏内でも、スタジアムにおいて、ひいきチー

ムを応援するサポーターの姿を見てとることができる。-般に見るスポーツの応援行動パターンとし

てはスポーツにおけるゲーム観戦や、テレビ、ラジオなどのメディアを通してのスポーツ視聴など、

その関わり方の没入レベル、あるいは、ある特定の選手やチームへの好意度に基づく応援レベルによっ

て様々なノぞターンが想定される。なかでも、没入レベルが高く、好意度に基づく応援レベルが高い行

動パターンとしてゲーム時の直接的応援行動があげられる。

プロスポーツにおいては経済的成立要件、あるいは、みせるスポーツと、してのプロスポーツという

意味においてスペクテーターの存在が必要不可欠であり、プロスポーツは、パフォーマーとスペクテー

ターの相互関係性において成立しているといっても過言ではあるまい。換言すれば、スペクテーター

が感動し、興奮するいわば、スペクテーターの求めるパフォーマンスができるかどうかが、プロスポー

ツの成否の鍵を握っているとも言えよう。その意味で、スペクテータ一、中でも最もゲームに影響を

与える、直接的に応援行動を行うサポーターやファンの行動やその在り方に注目することによって、

プロスポーツの成立過程やそのありょうを採ることが可能となろう。そこで、本研究ではスポーツ応

援行動の基礎研究として、サポーターやファンのゲームにおける直接的応援行動に着目し、その応援

行動の規定要因について検討しようとするものである。

2・先行研究の検討

「みるスポーツJに関する研究はこれまで数多く行われている O まず、スポーツ観戦者の概念につ

いて高橋1)は、ケニヨンのスポーツ役割のモデルからスポーツ観戦者を享受的な参与者いわゆる消費

者と位置づけ、さらに実際に観戦する観戦者を直接的消費者、マスメディアを媒介とした消費者を間

接的消費者として定義づけた。斉藤2)は、観戦行動の分類と要因をスポーツイベン卜経営の視点から

報告し、 「ゲーム観戦能力」、 「選手との社会的関係」が選手応援動機に影響していることを明らか

にしている O また、原田、藤本3) らはスポーツ観戦行動の過去の研究をレビューし、女子大生を対象

にカレッジ・スポーツの観戦者の特性を分析し、観戦行動に影響を及ぼす要因として、 「ポジティブ

なライフスタイルJ、 「スポーツ情報の多さ」、 「準拠集団所属の有無」などの影響を指摘している。

さらに、宮田4) らは、 「準拠集団所属の有無」がスポーツ観戦頻度に影響している点を明らかにして

いる。

一方、丸山勾は、スペクテータースポーツの機能として、プレーヤ一、チームと自己の同一化、ギャ

ンブノレにおいて顕著である常軌性からの逸脱と主体性の回復、逆機能としての観客の暴動における娯

楽としての機能と、人々が感情的昂揚と集団との一体感の中で人間実在の根源に触れるものとしての

儀礼の機能、といった2つの機能を持っていると説明している O これらの研究からもわかるように、
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従来の研究は経営学的な祝点から応援行動を規定する要因を探ったもの、あるいは、 「みるスポーツJ

と「するスポーツJの関係性を通して、 「みるスポーツJの持つスポーツ的、社会的、宗教的機能的

に注目しているものが多い。本研究は、前者に関わる研究であるが、これら経営学的な視点による規

定要因分析に加え、さらなる詳細な分析が求められていると言えよう O

3・研究の目的

本研究では、 「みるスポーツ」の中でもサポーターやファンがある特定の選手、チームに対して行

う直接的応援行動に着目し、スポーツ応援行動を規定する要因を分析、検討する。

4・分析の枠組み

本研究では、スポーツにおいて直接的応援行動を行っている人を対象に、応援行動の没入レベルを、

組織された応援団やサポータークラブの入会の有無やスタジアムでの観戦経験度やその熱中度によっ

て分類する。そして、これら没入レベルを従属変数とする O そして、そのスポーツ応援行動の没入レ

ベルを規定する要因を社会化論に依拠し、個人的属性、重要な他者、社会的状況から独立変数を設定

し、多変量解析を用いて分析を行う。

独立変数

個人的属性

↑↓  

重要なる他者

↑↓  

社会的状況

従属変数

スポーツ応援行動

鯛暢静静

における没入レベル

図 分析の枠組み

重量考・引用文献
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区玉
ウt ーキングイベン Fにお 11-5中高年男佐の単独参加者に !JO9-5研究

ー な ぜ 一 人で歩ぐのか一

O赤堀 方哉(神戸大学大学院)

山口 泰雄(神戸大学発達科学部)

1 .緒言

21世紀 の 幕 開 けを間近に迎え、わが国においては高齢化社会への対応が大きな課題とな

ってきて い る 。 国連統計によれば、全人口における 65歳以上の高齢者の占める割合が 7% 

以 上になるとその国 は高 齢化 社会 に入 った と言われる。また、 14%を超えると高齢社会と

いう。 1994年において、わが国の高齢化率は 14.0%にのぼり、 2025年には高齢化率が約 25

%にものぼること が 予 測 さ れ て お り 、 ス ウェーデンを抜いて世界ーの超高齢社会に突入す

ることが確実であ る 1V特に深刻なのは医療費の問題である。 1994年のわが国の国民医療

費は 26兆円で、圏 内 総 生 産 の 約 5%と推計されるが、 2030年には 27-43%にものぼると予

測されている。 このような状況において、国民の健康っくりに対する関心が高まってき

ている。そして、年齢や性別にとらわれず、誰にでも参加できる生涯スポーツが普及して

きたのである。その中でも、手軽に誰でも実施できるスポーツとしてのウォーキングに注

目が集まっている。ウオーキングは身近であるというだけでなく、いつでもどこでも一人

でもでき る と い う点で継続しやすい身体活動といえる刊。

ウォーカーの増加に伴って、各地でウォーキングのイベントも開催され、多くのウォー

カ ーを集めている 。 平 成 6年のウォーキングイベントの総参加者数は 55万 6千人であり、

この 10年間で 10倍になったと言われている 3)。このようなウォーキングイベントの隆盛を

背 景に、ウォーキングイベントに関する研究 も 盛 ん に な っ て き て い る 。 山 口 ら (1992)の研

究引 によると、リピーターは中高年の男性が 多 く 、 県 外 参 加 者 で は リ ピ ー タ ー が 初 参 加 者

を 上回っており、 また、リピーター単独参加 者 が 3分の 1を占め、距離が長くなるほどリピ

ータ比率は高まるとしている。神吉ら(1993)5)は、参加者は 40歳代・ 50歳代が多く、中高

年中心であり、市内参加者は短距離が多く、県外参加者は長距離が多い。また、参加形態

は「単独で Jr友人と Jr家族で」がそれぞれ 3分の lを占め、女性に「友人と」が多く、男性に「司

独で」が 多い としている。ウォーカーの期待と満足に注目した土肥ら (1994)の研究.)では、

県外参加者は健康や 自 然 に 対 す る 期 待 も 満足度も高く、中長距離参加者は自然に対する期

待が高いなど、参加コースによって期待と満足が異なることを明らかにしている。 さらぶ

高峰ら(1995)7)はリピータと初参加者は参加 動機やイベント評価によって判別されるとし

ている。海老原ら(1997)の一連の研究では、参加者の年齢や参加形態、イベント評価など

はイベントごとに差はあるものの、全体としては性別では男性が 60%女 性 40%、参加形態

では「一人で」が最も多いとしている。

これらの先行研究から¥中高年男性が一人でウォーキングイベントに参加している状況

が 浮かび上がって く る 。 し か し 、 こ れ ま での研究では質問紙を用いた量的な研究が主流を

占めており、イベン ト 参 加 者 の 全 体 と し ての像を明らかにしてきたものの、参加者一人一

人の 事情 は等 閑視されてきている。そこで、本研究では中高年男性が会社に没頭するあま
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り、家庭や 地域 社会 では居場所がないと言われるような社会的背景を考慮して、中高年男

性の単独参加者が、なぜ 1人でイベントに参加するのかを、イベント当日の配偶者との関

係という視点から明らかにしていくことを目的としている。

2 .研究の方法

1997年 11月 8 日 9 日に 実施 され た「 第 8回 加 古川ツーデーマーチ J の参加者のなかで、

8日の 15krnコースに参加している中高年男性の単独参加者 20人 を 対 象 に 数 分 の イ ン タ ビ ュ

ーを実施した。 15krnコースを選択した理由は、地元からの参加者が多く、日頃からのワォ

}キングの習慣 がな くても、比較的気軽に参加できるからである。インタビューの内容は、

「家族の参加の有無 J 、 「その理由 J 、 「過去の参加経験 J ，今後の参加意欲 J の 4点、

である。

3. 結果及び考察

インタビュー調査を行い、表 1に示したような結果を得た。調査対象者は全員が地元か

らの参加者であって、いわゆるベテランウォーカーで は な い 。 r配偶者がこの大会に参加

しているか」という問いに対して、 3人(⑥.⑭.⑬)が参加していると回答した。配偶者が

参加していないと回答した 17人に対しては、 「配偶者はどうしているか」という質問を行

っ た。その 結 果 は 8人(①.⑤.⑬.⑫.⑬.⑪.⑬.⑫)が家にいると答え、 4人(④.⑦.⑪.⑮)

は貿い物に出かけた又は 友 人 た ち と 出 か け た と し ている。 1人(⑨)は仕事に出かけたとし

ている。残りの 4人(②.③.@.⑬)はわからないもしくは普通の休日と同様としている。こ

れらの結果から、配偶者に関してはツーデーマーチというイベントの開催とは無関係な、

日常的な休日を過ごしている様子が伺える。また、一緒に参加しない理由として、趣味の

違いを挙げる人(②.④ .⑦⑮)も多くいた。以上のことから、中高年男性の単独参加者は、

当日の配偶者との関係から 3つのグループに分類されることがわかる。すなわち、 「配偶

者 参加型 j 、 「異趣味型 j 、 「無関心型」である。

く配偶者> <不参加の理由>

/参加

/ ./趣味の相違

中 高 年男性の単独参加者ム 一 一 不 参 加 く

¥無関心

図1.中高年男性単独参加者のグループ分類

<グループ>

配偶者参加型

異 趣 味 型

無関心型

配偶者参 加型 に含 まれた 3人には、 「何故、一緒に参加しないのか J という質問をした。

それに対して は歩 くべ }スの相違を理由に挙げている 。 そ の う ち 一 人 ( ⑥ ) は 、 待 ち 合 わ せ

の場所を決めて一緒に食 事 を す る 予 定 で あ っ た 。 また、 「一緒に参加したいか」という質

問に対しては、それが理想だが仕方がないとしている(⑬)。全員が過去の参加経験を持っ

ており、再来志向も強いのがこのグループの特徴である。このグループは、夫婦!ともにウ

ォーキングという趣味を 持ちつつ、互いを尊重し合っているようにも見えるが、たかが 15
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kmの距離を歩くのに、お互いのペースに固執することが必要なのかという疑問もある。コ

ミュニケ ーシ ョンよりも自分のベースを優先させているのであり、日頃からのコミュニケ

ーションの少なさが暗示されているように思われる。

次に異趣味型である。配偶者と参加しない理由として趣味の相違を挙げているグループ

で あるが、互いの趣味に干渉し合わない個人 主義的な風潮が感じられ、肯定的にも評価す

ることが可能であろう e しかし、各地で開催されているウォーキングイベントに参加する

スポーツツ}リスト の よ う な ウ ォ ー カ } と 異なり、地元のウォーカーで年に 1回の大きな

イ ベ ン トとして参加するツ}デ}マーチの当日にも趣味の相遣を主張する ζ とに意味があ

るのだろうか。また、ウォーキングを趣味であるとするならば、年に 1回の大イベントの

当日に 趣 味 を 共 有できる友人は、彼らにはいないのであろうか。上述したような、家庭や

地域社会での中高年男性の居場所のなさが伺 え る よ う で あ る 。

最後に無関心型であるが、このグループは当日の配偶者の行動に関心を払わず、何をし

ている かよくわからないが、自分だけで参加 し た と い う グ ル ー プ で あ る 。 自 分 が 参 加 す る

にあたっ て 配 偶 者に声をかけずに参加し、おそらく、配偶者にしても、当日の彼らの行動

を知らな いのではなかろうか。家庭内でのコミュニケーションの不足が見て取れる。また、

このグル ープの特徴は他のグループと比べて、過去の参加経験も再来志向も弱い点があり、

計画的に参加したと言うよりもむしろ、当日が近づいてきて急逮思い立って参加した話す

者もお り 、 そ の 日 限りのワォーカーも多いであろう。

4. 結語及び研究の限界

本研 究を通して次のような結果が明らかにな っ た 。 男 性 単 独 参 加 者 の 傾 向 に は 次 の よ う

にまとめられる。

1 )配偶者が参加し て い る 男 性 の 単 独 参 加 者は、配偶者と一緒に歩かない理由を歩くべー

スの違いに起因させている。

2 ) 男 性 単 独 参 加者は、配偶者と共に参加したいと恩っているものも多いが、趣味のちが

いとしてあきらめている者も多い。

3)男性単独参加者の中には、当日の配偶者の行動に関心を払っていない者もいる。

中高年男性の単独参加者が、 1 人で参加している理由には、当初推察したとおり家庭や

地域社会 での 居場所のなさが一つの理由となりうるということが明らかになった。これは、

非常に悲観すべきことのようであるが、中高年男性の単独参加者は、 15kmコースの参加者

にはそ れ ほ ど 多 くなく、大半は家族や友人と参加しているようであり、このウォーキング

イベン トの参加者を 見 る 限 り は 、 世 間 で 言 われているほど、中高年男性の居場所が家庭や

地域にないということはなさそうである。先行研究で明らかにされている、中高年男性が

1人で参加していると いう のは 長距 離コ ースに多く、その大部分は「アル中」とも言われ、

各地のウ ォー キングイベントを渡り歩いている人たちのようである。

主にインタビュー f去を用いて研究を進めて きたが、ウォーキングイベントの当日にあっ

た見知 らぬ 若輩 者にどれだけ本心を語ってもらえたかは非常に疑問であり、本研究のよう
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なインタビュー法の限界であろう。本心を引き出すためには、 l回きりのインタビューで

はなく、継続的に行って調 査 者 と 被 調 査 者 と の 信 頼関係を築くことが大切であろう。

表 1.中 高年男性の単独参加者へのインタビューの結果

sす 晶~~者 主!f8の 6i!B軍者の仔 lIJli.ぴ参加 Lて 11L-いかどラか 参加経験 再来志向

① × 家 で ゴ ロ ゴ ロ し ているだろう。 O × 

② × 普通の日曜日。趣味が遣うので仕方ない。 × O 

③ × わからない。出 来れば一緒に歩いてほしいが。 O O 

④ × 買い物に出かけていると思う。趨時事が追うので仕方 な い × O 

⑤ × 家 で ゴ ロ ゴ ロ し ているのでは。 × × 

⑥ O 歩〈ベースが追うから。一緒に食事をする予定。 O O 

⑦ × 友人と出かけていると思う。鰹蝶が遣うので仕方ない。 O O 

⑧ × わからない。普通の休日と一緒では。 × O 

⑨ × 仕事にいっている。 × O 

⑪ × 家にいると思う。 O × 

⑪ × わからない。買い物にでも行っていると思う。 × × 

⑫ × 家で家事をしていると思う。 × × 

⑬ × わからない。出来れば一緒に歩きたい。 O O 

⑭ O 歩〈ベースが違うから。配偶者は友人と。 O O 

⑮ × 家にいる o i!!味が遣うので仕方ない。 O O 

⑩ × 友人と出かけた。今年は日程が合わなかった。 O O 

⑪ × 家でゴロゴロしているのでは。 × × 

⑩ O 歩くベースが遣うから。出来れほ一緒に歩きたい。 O O 

⑩ × 家にいると思う。 × × 

⑫ × ~にいると思う。 O × 
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区三回
スクーパ・ダイパーの活動継続要因に関する研究

ーダイビングに関するアンケート調査よりー

O千足耕一(十文字学園女子短期大学) 永嶋秀敏(国士舘大学体育研究所研究員)

はじめに

スクーパダイビングは 1980年代から急速に普及し，現在のダイパ一人口は約82万人と予

測されている.そのような中で， ここ 5年間では毎年 8万人から 9万人がエントリー(入

門〉レベルの講習を修了して Cカードを取得し，ダイパーとしての登録を行っている.そ

の一方では，活動を停止したりやめてしまう人々も存在することが報告されている. スポ

ーツの継続という観点からの最近の研究では， 山内ら(1996)のパラグライダー参加者の

活動継続要因に関する研究 10) 園 本 ら (1996)のトライアスロン参加者のイベント評価と

参加継続意欲についての研究 2に植松ら(1996)のスポーツキャリアとスポーツ継続に関

する研究))久保ら(1996)の一流高校生競技者の集団競技種目継続に関する研究 3)田

中，佐藤ら(1996)のスポーツ教室の継続と離脱に関する研究 6) 4¥ 山内ら(1997)の高

齢者におけるグランドベテランソフトテニスの活動継続要因に関する研究 9)などがある.

これらの研究では活動継続・非継続を従属変数としてとらえ， それぞれの研究において性

別・年齢などの属性，活動開始年齢， イベントの評価得点，活動に影響を及ぼす要因，活

動のイメージ，参加動機，過去のスポーツ歴，継続要因，サービスへの期待，サービスの

評価，ベネフィット，活動阻害要因などを独立変数として設定し分析を行っている. これ

ら以前の研究からもスポーツの継続・非継続， あるいは参加・非参加への意思決定には様

々な個人的要因や環境的要因が関わっていることが指摘されている.個人の属性，重要な

他者の存在，動機と満足， コスト，サービスやプログラムに対する評価，参加(継続)阻

害要因などである. スクーパ・ダイパーの活動継続に関しては千足 (1995) 7) の研究があ

り cカ{ド取得者を対象にその後の活動継続状況を尋ねるとともに基礎的要因(性別・

年齢など)，主体的要因(現在のYイt'i?。を行うための条件，重要な他者，身体的要因，

生活意識など)， 7 .ィ t"iクホに対する態度・効果意識・重要な他者の期待に対する信念など

の項目を設定し，活動継続との関連性について考察している.

本研究はスクーパ・ダ，イピングの Cカード取得者に対して行われたダイビングに関する

アンケート調査から活動継続に関連する要因についての考察を行うものである.

研究方法
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本研究では過去 3年間に ス ク ー パ ・ ダ イ ビ ン グの指導団体 5団 体 傘 下 の 指 導 者 に 指 導 を

受け Cカードを取得した者に対して郵送法によるアンケート調査を行った. まず，対象者

(サンプル)の全体的 傾向を把握した。次にダイパーの活動の継続状態を大きく継続と非

継続 に分け、そのなかで継続者を 4タ イ プ ， 非 継続者を 2タイプに分けた。それぞれのア

ンケート項目についてグループ聞の比較を行った。

結果と考察

アンケートは 1061部が配布され有効回答数として 256通(回収率 24.1 % )を分析の対象と

した.本研究の対象者の属性は表 1に示したとおりであった.

表 1 対象者の属性

属性 n=256 (%) 属性 n=256 (%) 属性 n=256 (%) 

1.性別 4職業 5.年収
男性 112 (43.8%) 事務職 52 (20.3%) 100万円未満 39 (15.2%) 

女性 143 (55.9%) 労務職 7 (2.7%) 100万円以上 15 (5.9%) 

無回答 1 (0.4%) 販売.if-ピス職 30 (11.7%) 200万円以上 39 (15.2%) 

専門・技術職 59 (23.0%) 300万円以上 52 (20.3%) 

2年齢 管理職 10 (3.9%) 400万円以上 33 (12.9%) 

10代 9 (3.5%) 自営業 11 (4.3%) 500万円以上 30 (11.7%) 

20代 136 (53.1%) 農・林・漁業 o (0.0%) 700万円以上 24 (9.4%) 

30代 57 (22.3%) 自由業 2 (0.8%) 1000万円以上 15(5.9%) 

4of't 34 (13.3%) 学生 10 (15.6%) 無回答 9 (3.5%) 

50f't 16 (6.3%) lγート・7ルlγイト 9 (3.5%) 

60代 2 (0.8%) 専業主婦 6 (2.3%) 6.休日形態
無回答 2 (0.8%) 無職 5 (2.0%) 週休2日 125 (48.8%) 

そのfi!l 25 (9.8%) 爾週休2日 33 (12.9%) 

3婚姻状況 週休1.5日 4 (1.6%) 

既婚 71 (27.7%) 週休1日 14 (5.5%) 

未婚 184 (71.9%) 不定期 20 (7.8%) 

無回答 1 (0.4%) 学校の休み 30 (11.7%) 

自由に休める 15 (5.9%) 

その他 9 (35%) 

無回答 6 (2.3%) 

ダイビングの活動継続タイプは継続型として，長期継続型 ICカ ー ド 取 得 後 か ら 引 き

続きずっと実施している J.中途継続型 ICカード取得後しばらく実施せず，途中から

開始し て現在も継続してい る J• 中断継続型 ICカード取得後から引き続き実施してい

たが途中で中断した. しかし再開して現在も実施している J.断続的継続型 ICカ ー ド
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取得後，時折思い出したように行う J，非継続型として中途非継続型 rcカード取得後

から引き続き実施していたが中断してしまい， それ以降は実施していない J，長期非継続

型 rcカード取得後，全く実施していない」の 6タイプを設定し回答を求めたところ表

2のようになった.継続型が 69.5%，非継続型が29.3%という結果となった. この結果は

千足が行った研究結果(継続型が64.4%，非継続型が35.6%) と比較して継続型が多く、

非継続型が少ないという結果であった.回収率の違いも関連していると考えられるが， ダ

イパーの意識としては継続していると考えているものが約 6- 7割と考えて良いであろう.

但し，実際に行動として現れているかどうかは推察の域をでないため，今後アンケートを

行う際にはより具体的な行動についての質問を行うようにする必要があろう.

表2 ダイビング活動継続のタイプ (1995年と今回の調査の比較)

区分 タイプ 1995年の研究 今回の研究

継続 長期継続 45 (28.1 %) 107 (41.8%) 

中途継続 7 (4.4%) 14 (5.5%) 

中断継続 9 (5.6%) 8 (3.1 %) 

断続的継続 42 (26.3%) 49 (19.1%) 

継続型小針 103 (64.4%) 178 (69.5%) 

非継続 中途非継続 34 (21.3%) 31 (12.1%) 

長期非継続 23 (14.4%) 44 (17.2%) 

非継続型小計 57 (35.6%) 75 (29.3%) 

無回答 0(0.0%) 3 (1.2%) 

ダイビングを行う目的では r楽しみのため (68.3 %) J. r興味・関心のため(36. 3 

%) J. r気晴らしゃストレス解消のため (28.9%) J といった項目が高い回答率であっ

た. これは，千足ら (1995) 8)がおこなったダイパーの動機に関する研究において r好

奇心を満たす J r新しいものを発見する J rストレスや緊張をやわらげる」といった項目

が高い回答率を示したことと一致する.

「ダイビングを通じて何をしたいと思ったか」という質問項目に対する Cカード取得前

と取得後の意識の変化では，取得前が「海の中をのぞいてみたい(64. 8 %) J. r水中の

自然観察 (32.8%) J. r海洋生物と親しむ (29.3%) Jといった項目が高い回答率を示

したのに対し cカード，取得後では「海洋生物と親しむ (37.9%) J. rダイビング技術

を身につける (37.5%) J. r水中の自然観察 (32.5%)J. r水中写真またはビデオ

(27.8%) Jの順で高い回答率を示した. cカード取得後に技術を身につけることや水中

での映像に意識が移っていることが特徴といえる.
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ダイビングプランの決定要因という項目においては I水中の生物がよい J. I費用が

安くて済むJ. I周辺のガイド，サービスがよい」といった項目が高い数値を示し， これ

らがダイパーの行動に関連しているものと考えられた.

発表当日には補足資料を用いてより詳細な報告を行う
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直E
Camp O-AT-KAにおける伝統性

一指導者としての参加経験をもとに一

O高橋 伸(国際基督教大学)、橋本和秀、贋回治久(余暇問題研究所)

キーワード:少年キャンプ、組織キャンプ、キャンプの伝統性、 CampO-AT-KA 

1. はじめに

本報告は、アメリカ合衆国における夏期少年長期キャンプに着目し、 20世紀初頭に設立

され、現在も運営している歴史のあるキャンプについて、その伝統性の所在を明らかにす

ることを試みたものである。

日本においては、民聞がキャンプ地を固定し、組織キャンプとして、その運営を継続す

ることはきわめて至難である。さらに少年少女を対象とした長期キャンプの運営というこ

とになると、ますます困難となる。もちろんアメリカ合衆固と日本では、政治・経済・文

化などに大きな相違があるのは事実である。しかしながら、経営のノウハウとは別に、こ

うした歴史のあるキャンプには、少年少女や親を引き付けるなにものかが存在し、それが

キャンプ継続の原動力のひとつになっているものと考えられる。キャンプの伝統性を究明

しようとしたのも、このような理由からである。

周知のように、アメリカ合衆国における組織キャンプは、 1861年のガナリー・キャンプ

(Gunnery Camp)と言われているが、現存するこの種のキャンプでもっとも古いキャンプ

は、キャンプ・ダッドレー(CampDudley)の 1885年設立である。 19世紀末から 20世紀初

頭までにはキャンプ運動が台頭した時代であり、その多くがアメリカ東部ニューイングラ

ンド地方に集中している。これはニユ}イングランド地方が、イギリスの植民地として、

アメリカ独立以前から名実ともに政治・経済・教育・文化の中心となっていたからである O

とくに移民の増加とそれに伴う社会事業活動が、さらに拍車をかけたといえよう。

報告者らは、かねてからニユ}イングランド地方のキャンプを視察してきた。とくに高

橋は昨年の夏 (1997年 6月""""8月)メイン州セパ}ゴ湖畔にある“キャンプ・オーアトカ

(Camp 0・AT・KA)"において、シニア・スタップのアシスタントおよびアーチェリー・イ

ンストラクターとして、キャンプ全体の運営に関わることができた。このキャンプの特徴

的なプログラムとして「伝統的プログラムJを揚げていることもあり、その事例を中心と

して、キャンプ k伝統についての検討を実施するに至った。

したがって本報告の目的は、キャンプ・オーアトカの事例にみられる伝統的行事の背景

や意義を考察し、観察によって得られたキャンプ全体の伝統に対する雰囲気づくりおよび

スタッフ・キャンパ}の反応を報告しようとするものである。

2 .キャンプ・オーアトカの概要

設立 1906年、米国聖公会 (ProtestantEpiscopal Church)デネン神父 (Father

Dennen) の創設。メイン州における現存キャンプで第 3番目に古いキャンプ。

名称 Camp0・AT-KAo Carop O-AT-KAは“OurAiro To Keep Achieving" 成し

遂げ続けるこ'とを旨とする)の頭文字をとった。

所在 Rt.114，Box 744， East Sebago， ME， 04029， USA 

運 営 CampO-AT-KA Inc. 法人組織)

面積:約 12万 3千坪、セパーゴ湖畔に面している。

施設: キャンパー用キャビン 20棟、本部棟、食堂、教会、講堂などを含め約 30棟。
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その他スポーツ施設、水上施設、クラフト施設など。

収容 150名

対象:少年 7歳より 16歳まで(年齢層により 3ユニットにしている)。

期間 6月中旬--8月中旬(3週間・ 4週間・ 7週間の 3期に区分)

* 1997年は 6月 22日--8月 10日、 6月 16日.......21日/トレーニング・準備

費用 4週間/$ 2550、 3週間/$2175、 7週間/$ 3750 

CIT (8週間) / $ 1800、 (1997年度)

スタップ: ディレクター以下約 40名(メンテナンスを含む)

6 --10名キャンパーにカウンセラー 1名、 Jr.カウンセラー 1名

特徴:伝統的プログラム、キリスト教的環境、優秀な指導陣

日課: 午前・・・水泳、野球、バスケット、サッカー、ラクロス、アーチェリー、ラ

イフル、ヨット、水上スキーなど。

午後・・・昼寝、各種スポーツ、ステンドグラス、木工、釣生存作り、プラモデ

ル作り、スチールドラム、キャビン対抗試合、自由水泳など

夜・・・旗とり、カウンセラーハント、ロープスコース、ビデオ鑑賞、スタ

ンツ大会、ゲーム大会、テント泊など。

特別行事:儀式プログラム・・・日曜礼拝、戴冠式、裁きの法廷、秘密会議、騎士徹夜の

祈り、晩餐会など。

スポ}ツ大会・・・・・王様の日スポーツ大会、グリーン&グレースポーツ大会

野外旅行・・・・・・・・・自然公園アドベンチャー・ツアー (3泊 4日)、釣り、

ラフティング、登山など。

その他・・・・・・・・・・・遠足、野球観戦、ダンスパーティー、スポーツ対抗試合、

海水浴など。

3. キャンプ理念とその背景

キャンプ・オーアトカは、もともと英国国教会派に属していた米国聖公会系の教会が設

立したキャンプであり、キリスト教としての精神的基盤の上に成り立っている。

さらにもうひとつの精神的基盤がある。それは、彼らがアメリカ人として独立したとは

いえ、ニユ}イングランド地方の祖先はイギリスということになる。したがってその創立

理念は、遠くイギリス中世にさかのぼることになる。少年たちへの創立者の夢は、イギリ

ス中世紀の“騎士道精神"に見出した。そのモデルとなった原点は“アーサー王伝説

(Arthurian Legend) である O

この伝説は、アーサー王 (KingArthur) とその宮廷における円卓の騎士たちの物語を

総称するもので、中世ヨーロッパ文学の最も重要な主題であったといわれている。そして

そのなかに“宮廷風恋愛"や“聖杯伝説"などが加えられ、一代物語群として発展したも

のであった。その発展の理由には、その中に含まれる倫理観、恋愛感や騎士道などが、そ

の時代の文化的・精神風土にマッチしたからといわれている。

中世の騎士 (Knight) は、貴族と異なり叙任によって選ばれる者であった。それゆえ騎

士になり得る者は、精神的には清貧・貞潔・服従・礼儀・公正・寛大・崇敬などの要素を

兼ね備えた軍人でなければならなかった。 “聖杯伝説"にみられるアーサー王宮廷におけ

る円卓において、最も高潔な騎士として座ったギャラハード公 (SirGakahad) のみが、
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聖杯を見つけることができたという物語である。

このキャンプが、少年キャンパ}に求める理念は、この理想の騎士としてのギャラハー

ド公のような騎士道の精神を持ち合わせる人物となるように育てることにある。キャンプ

全体の雰囲気やプログラムも、その理念に集約されている。創立かち 90年以上を経過し、

時代も変化してきたにもかかわらず、伝統とは、昔から引き続いて行われていて、その社

会を特色づける有形・無形の習慣や考え方とするならば、このキャンプ・オーアトカは、

まずその精神的核心としてのキャンプ理念の継承が、このキャンプの伝統を築き揚げてい

ることは明らかである。

4. 伝統を感じさせる諸要素

1 )キャンプのたたずまい

約 12万坪の敷地を有するこのキャンプは全体が松の林に覆われ、その一部は周囲約 40

キロのセパ}ゴ湖に面している。その敷地内に約 90年の面影を残した質素なキャピンが

散在している様子は、外界から絶された空間を作っている。

特に伝統的な雰囲気を残すものとしては、本部棟 (Bungalow) がある。古い別荘風の

建物であり、家具や調度品もアンティークなものが置かれている o 石造りの暖炉や創設者

の肖像画、鹿の壁掛けなどがあり、スタッフやカウンセラ}の憩いや談話の場所となって

いる。また講堂 (GreatHaU)には、ギャラハ}ド公の伝説にまつわる絵がかけられ、食

堂には古体英語でかかれた詩の彫り込んだ板がはめ込まれている。

古い物を大切に保存しながら生活している様子が、キャンパーの視覚にも訴えながら伝

えようとする雰囲気がみられた。

2 )スタップのりクル}ト kトレーニング

キャンプ・スタッフを大別すると、シニア・スタップ、カウンセラ}、プログラム・ス

タップとなる。シニア・スタップとプログラム・スタップは教師が多い。かつ毎年参加し

ているので、全体の運営方法を熟知している。カウンセラ}は、ほとんどがキャンパ一時

代から参加し、 C 1 T (Counselor 1n Training) を経た大学生である。

このようなスタップの状況の中でのトレーニングは、キャンプ開始前 1週間が当てられ、

キャンプ場内の整備やプログラムの準備などを行いながら進められ、とくに 1から 10ま

でを教育しなくても、その機能が十分果たされている。

したがってディレクターをはじめスタッフは、このキャンプに再び帰ってきたという雰

囲気であり、すでにキャンプ開始前には、そのチームワークが出来上がっている。

3 )キャンパ}の募集

スタッフ左同様な傾向がキャンパーにもみられる。キャンパーのほとん Eがリピータ}

で占められる。もちろん競争の激しい世界であり、毎年の PRは欠かせないことではある

が、このようなリピーターによっても、キャンパーのリクルートが行われている O 彼らは、

スタップと同様に“夏の家に帰ってきた"という感覚であり、カウンセラーも知っており、

友人も多く、毎年同様な'プログラムでありながら、それをエンジョイする居心地のよさを

感じている。これらもまた伝統を築き上げる大きな要因になっていることは明らかであろ

フ。

4) 朝の集い k礼拝

朝の集いの形式や礼拝については、とくにキャンプ・オーアトカに限ったことではない
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が、アメリカにおけるキャンプの伝統でもある。朝の集いは国旗掲揚と誓いが、必ず行わ

れる。これはアメリカが合衆国として、各国の移民によって成立した過程において、いか

にひとつの国の市民としての意識づけをするかという建国時代からの努力のあらわれが習

慣化したものと考えられる。またアメリカはキリスト教国といわれるが、他の宗派・宗教

に対しでも寛容である。毎日曜日には礼拝が行われるが、カトリック信者やユダヤ教徒に

対しては近くの教会に出席させる。市民意識や宗教的感覚も、このような形式を継続しな

がら受け継がれている。

5 )インセンティプ

最も伝統的で、キャンプ理念を具体化するプログラムとしてギャラハード・プログラム

がある。キャンパーは騎士になる事を望み、ギャラハ}ド公のようになることを目指すの

である。最終的にはカウンセラーの中から選ばれるアーサー王である。アーサー王はキャ

ンプの象徴であり、憧れの的となる。この目標意識や憧れがインセンティブとしてキャン

ノ《ーの自主性や自立心を促進させる c さらにキャンパーはキャンプ生活の中で、騎士とし

ての素行や態度を身につけてゆく。

6 )特別行事

行事で最も象徴的なのは、戴冠式、裁きの法廷、秘密会議、騎士徹夜の祈りなどである。

これらはア}サー王をはじめ、スタップやカウンセラーが扮した大司教、司祭、騎士、十

字架持ち、盾持ちが衣装をまとい、教会などで行われる。

法廷では、年齢の低いキャンパーが王や司祭の待つ暗い部屋につれていかれ、王は学校

や家など普段のふるまいや行動を問い、騎士としてのこころがまえを諭す。また、徹夜の

祈りでは、騎士見習いは儀式のあと深夜まで教会堂に残って祈る。参加者は緊張感ともに

真剣に取り組み、伝統を肌でかんじてゆく。

5. まとめ

以上キャンプ・オーアトカの伝統性を考察してきたが、創設から 90余年経過した現在

においても、営々と受け継がれている現状を次のようにまとめられよう。

1 )理念・テーマ・プログラムの統一性

この統一された伝統の継承が、キャンプ全体の基本となっている。これはキャンプの目

標を明らかにするとともに、人間性、人生観、行動規範などの全人格的に関わる事柄が明

示されているのである。

2 )スタッフ・キャンパーの継続性

毎年参加するスタップ・キャンパーにとっては年間を通しての年中行事となっており、

彼らの生活のひとつの基盤となっているのである。事務局では、毎年キャンプのイヤーブ

ックや機関紙、インターネットのホームページを発行し、年間を通してコミュニケ}ショ

ンをはかる努力がなされている。さらに同窓会も組織されていて、多方面からキャンプ運

営をサポートしている。

3 )温故知新の思想

新しいこと、プログラムの多様化もキャンプの楽しさを高める要素ではあるが、キャン

プが子どもの成長を促す具体的な活動である以上、古くても良いことは大切に受け継ぎ、

継続してゆく価値観もわれわれには必要ではないだろうか。したがってオーアトカの伝統

性から得られる示唆も少なくないと考える。
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! A-14! 
ワォーキングイベント県外参加者の特性 ーリピーターと初参加者

西村久美子(神戸大学大学院)、服部可奈子(神戸大学)、山口泰雄(神戸大学)、神吉賢一(神戸大学)

1 はじめに

近年は科学技術の進歩や交通網の発達により、行動範囲は拡大され、我々は日常生活に多いに利益

を 被 っている。しかしその代償として慢性的な運動不足が問題となり、人々の健康や生涯スポーツに

対する関心が高まっている。あらゆるライフステージにおける活動的な生活は人々の希望であり、安

全で手軽にできる「ウォーキング」は活動的な生活の基礎となる。またウォーキングは日常的な運動

としてだけではなく、 生 涯 ス ポ ー ツ と し て 維 に で も手帳に参加できるウオ}キングイベントとして注

目されている。本年 3月 21 日、 22 日には明石海峡大橋が開通し、それを記念したブリッジ・ウォー

キングが企画されたが、このイベントには定員 16万人に対し、 2倍以上の 35万人が応募し、ウォー

キングイベントへの関心の高さが窺える。

r 200 k mを 4 日で歩く J を目標に 1987年にオランダのナイメーへン市ではじまったフォーデーマ

ーチ を参考に、日本では 1978 年に歩く大会として第 1回スリ}デーマーチが群馬県の新町で、そし

て 加古川では市制 40 年を記念し、 1990年から r2 日にわたって歩くイベント」として加古川ツーデ

ーマーチが開催され、 毎 年 多 く の 参 加 者 を 集 め 、 本年で 9回 目 を む か え る 。 加 古 川 ツ } デ ー マ ー チ に

関して は、天野ら(1993)、神吉ら(1993)、 土肥 ら(1994)、岡田ら(1994)、山口ら(1992、 1994)

が継続的な鯛査研究を進めている。

県外参加者についての先行研究では、県内参加者との比較から、県外参加者はウォーキングや登山

関 係 のクラブ所属事が高く、日常歩行時間も長い。また高齢で単独参加が多く、スポーツツ}リスト

といえる。遠方からの参加者ほど長い距離に参加し、日常的な歩行習慣も長く、健康や自然に対する

期待ならびに満足度も高い、との報告がなされてい る。また、県外参加のリピーター(継続参加者)

は規則的ウォーカーで 、 全 国 を 渡 り 歩 き 、 ス ポ 」 ツ ツーリスト(野川、 1992 山口、 1992) である場

合が多い。その為イベントの比較検討も十分で、それぞれのイベントに対する評価も厳しく、目の肥

え た ウォーカーであると も い え る 。

さて、イベントの成功要因はそうしたリピーターの確保が大きく影響してくるといわれるが、リピ

ーターの確保においてすぐれた例が日本におけるテーマパークの発祥の東京ディズニーランド(以下

T D L) である。 1997年度は来園者数が創業以来初めて下降したとはいえ、これまで驚異的なのびを

示してきた。 TDLはその来園者の 75%がリピーターでしめられているが、常に来園者を飽きさせず、

そこに行けばそれだけの楽しみが必ず味わえるという期待を与え続ける TDLの 方 針 は 、 イ ベ ン ト へ

の参加者や固定層を増やし、イベントを活性化させていく上で非常に大切な要点であると考えられる。

加古川ツーデーマーチの参加者数は、発足当初の 7，733人から昨年度の 21，859人と連続的に右上が

りで、成功しているイベントのーっと評価できるで あろう。この加古川ツーデーマーチをリピーター

比率から みると、例えば第 2回加古川lツーデーマーチ(山口ら、 1992) と第 2凹富士五湖ラベンダーマ

ーチ(高峰ら、 1993) の比較では、富士五湖 15%、加古川 43%と、加古川が高率で、こうしたリピー

ターの 参 加 率 の 高 さが加古川ツーデ}マーチの参加者 数 の の び を 反 映 し て い る と 考 え ら れ る の で は な

いだろうか。

-68-



山口ら(1992) の研究ではウォーキングイベントのリ ピー ター の特 性は 、 1)リピータ}は男性が

多く、中 高 年 が 中 心 で 、県外参加者はリピーターが初参加者を上回っている。 2)リピ}ターは単独男

性の参加者が 113を占め、種目の距離が長くなるほど、リピーター比率が高まる。 3)リピーターは日

常的な歩行時聞が長く、自己の体力に自信を持ち、他のイベント参加経験も多い。 4)リ ピ } タ ー は 初

参加に比べ、自然志向が強く、コースに対して厳しい評価をし、次回のイベントへの再来志向も強

い、と報告されている。この様なリピーターの特性は県外参加者とも共通項が多いが、これまでの

リピータ ー の 研 究 で は県外参加者に焦点を絞ったものは少なく、本研究ではそうした県外参加者に

焦点を絞り、リピーターと初参加者の対比により、両者の特性を明らかにすることを目的とした。

2. 研究方法

1)調査対象:第 8回加古川ツーデーマーチ参加者の県外参加者 (N=ll1)

2)調査場所:ゴール地点 である加古川市役所内

3)調査期日・ 1997年 11月 8 日

4)調査方法:完走者の中か ら 県 外 参 加 者 を 選 別 し 、 質 問紙を調査員が配布・回収した。

5)調査内容:参加者の性別・年齢・居住地などの個人的属性、参加のコース (km)、大会についての

満足度、ウォーキングイベントに対する関心・参加状況

6)分析方法:収集したデータは、有効な回答を単純集計の後、参加回数別にクロス集計および χ2検

定により分析した。大 会に つい ての 満足 度は 4段階評 価 (1 満足した、 2 ま あ 満 足 し た 、 3

あまり満足しなかった、 4 満 足 し な か っ た ) の 平 均値を t検定。

3 結 果および考察

今回の第 8回加古川ツ ー デ ー マ ー チ に お け る 県 外 参加者を対象とした質問紙調査により以下の

ことが明らかになった。

県外参加者の居住地は近畿が最も多く、次いで関東、中国、四国、東北と続く。近畿圏が多い

のは交通の便を考えれば当然のことといえるが、関東からの参加者数は関東閣におけるウォーキ

ングイベン ト の 知 名 度とそれに対する関心の高さが原因と推察できる(近畿 38.7%n=43、 関 東

29.7%n=33、中国 12.9%n=14、中部 11.7%n=13、九州 3.6%n=4、四国1.8%n=2、東北 O.9%n=1、

外国 O.9%n=1)。また、本大会では県外からの初参加者は 5 2 %で、男女による違いはなく、リピ

ーターは近 畿と中園地方からの参加が多かった。参加コースについては第 1日目、第 2日目両日

とも初参加者、リピーターのどちらも 25km が大半をしめる。大会への評価ではトイレの数・場

所についての満足度がやや低いが、総じて満足している様子が窺え、さらにイベントへの関心度

は 、 宿 泊を伴う日本各地の大小様々な大会への参加をはじめとし、過去における海外イベント参

加率(リピ}ターが 26.4%) を み て も 、 ウ ォ ー キ ン グ イベントに対する関心の高さが表われている。

県外者のみを対象にした本研究においては、先行研 究(山口ら、 1992) とは異なり、リピータ

}と初参加者との聞において有意な差は見られなかったが、これについては 2つの理由が考えら

れる。まず 1つ目には、 県 外 参 加 者 で あ る た め 、 初 参加者自体がこの大会への参加は初めてであ

っ て も 、ウォーキング(イベント)経験者で、その評価水準やパックグランドに共通伎があった

のではな い か と い う 可 能性である。 2つ自には、この加古川ツーデーマーチ自体が開催 8回目を

迎えており、なおかつ先行研究からみてもリピーターの参加が多いという事実から考察して、こ
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の大会自体が初参加者からもリピーターからもともに一定条件を満たす内容となっていたという

可能性が考えられる。

今回の調査は、ツーデーマーチの第 1 日目という条件下においての調査であり、非常に限定され

たものであるが、ツ】デーマーチに対する両者の満足度は高いと思われ、このことはこの大会の

参加者数の右上がり現象をよりよく脱明していると考えられる。強いていえば初参加者、リピ日

ター とも「トイレの 場 所 と 数 JIe:対する満足度が他と比ベるとやや低く、初参加者の「参加者左

の交流 J 満足度が多少低かったが、こうした点は改良の余地が見られるという理解ともに、初参

加者の f参 加 者 と の交流 Jに対 す る 期 待 度 の 高 さ をも示していると考えるべきではないだろうか。

表 1.初参加者とリピーターの特性

初参加者数(%) リピ ター数(%)
個 性別

人 男 3 7 ( 6 4. 9 %) 3 4 ( 6 9. 4 %) 
的 女 2 0 ( 3 5. 1 %) 1 5 ( 3 O. 6 %) χ2  =2.41 
属 計 5 7 ( 1 0 0 %) 4 9 ( 1 0 0 %) ns 
性

年齢

3 0才以下 3 ( 5. 4 %) 2 (4. 3 %) 
4 0 代 3 ( 5. 4 %) 2 (4. 3 %) 
5 0代 1 9 ( 3 3. 9 %) 1 7 ( 3 6. 1 %) 
6 0 代 2 9 ( 5 1. 8 %) 2 0 ( 4 2. 5 %) 

7 0才以上 2 ( 3. 6 %) 6 (1 2.8%) 
χ2  =2.74 

計 5 6 ( 1 0 0 %) 4 7 ( 1 0 0 %) 
ns 

参 第 1日目

力日 1 5 K 1 0 ( 1 7. 2 %) 5 ( 1 O. 2 %) 
の 2 5 K 2 6 ( 4 4. 9 %) 2 5 ( 5 1. 0 %) 
コ 3 0 K 1 2 ( 2 O. 7 %) 1 2 ( 2 4. 5 %) 

4 0 K 1 0 ( 1 7. 2 %) 7 ( 1 4. 3 %) χ2  =1.00 

ス 言十 5 8 ( 1 0 0 %) 4 9 ( 1 0 0 %) ns 

第 2日目

1 0 K 5 ( 9. 6 %) O 
1 5 K 2 ( 3. 8 %) 3 ( 7. 1 %) 

2 5 K 3 8 ( 7 3. 1 %) 3 2 ( 7 6. 2 %) 
4 0 K 7 ( 1 3. 5 %) 7 ( 1 6. 7 %) 

言十 5 2 ( 1 0 0 %) 4 2 ( 1 0 0 %) 

大 コ ス 1. 4 1 1. 4 7 ns 
会 給水・給食 1. 5 3 1. 4 4 ns 

トイレの数・場所 2. 0 9 1. 9 2 ns 

対 開催日 1. 3 5 1. 5 0 ns 

す 大会の運営 1. 4 4 1. 4 2 ns 

る 参加者との交流 1. 8 0 1. 5 4 ns 

満 車ぜランティ7の対応 1. 3 1 1. 3 5 
ns 

足 参加賞 1. 5 7 1. 5 1 
ns 
ns 

度 全体的な満足 1. 5 6 1. 6 0 ns 
イ 今後の園内での宿 有 4 9 ( 8 7. 5 %) 有 4 2 ( 8 5. 7 %) 
J¥  e 泊を{半うウォーキ 無 7 ( 1 2. 5 %) 無 6 ( 1 4. 3 %) χ2  =0.00 

ン ングイベント参加 言十 5 6 ( 1 0 0 %) 言十 4 8 ( 1 0 0 %) ns 

ト 予定
へ 過去における海外 有 9 ( 1 5. 5 %) 有 1 4 ( 2 6. 4 %) 
の ウォーキングイベ 無 4 9 ( 8 4. 5 %) 無 3 9 ( 7 3. 6 %) χ2  =1.39 
関 ント参加の有無 言十 5 8 ( 1 0 0 %) 計 5 3 ( 1 0 0 %) ns 
，む

nu 
nt 
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図 1.大会に対する満足度 (e=初参加者、・=リピーター)

4. まとめ

本研究の目的はウォーキングイベントにおける県外参加者を対象に、リピーターと初参加者を

比較・対照することにより両者の特性を明らかにすることであった。その結果、県外参加者の場

合に は、リピータ}と初参加者の簡には際だった差はなく高い等質性がみられた。

1)両者とも 5 0代、 6 0代の中高年者の参加が多く、 性 差 に よ る 違 い は な い 。

2)両 者とも参加コースは 25kmが大半をしめている。

3)大会へ の 評 価 は 、 「 参加者との交流」に対し若手の違いがあるが、両者とも総じて満足度が高い。

4)両者ともウォーキングイベントへの参加が積極的である。

5)両者と も海外イベントを含みウォーキングイベントに対する関心が高い。

イベ ントについては、その参加人員に物理的な制約等があることは見逃せない事実ではあるが、

イベント を 継 続 的 に 成功に導くための重要な要因はリピーターの確保である。主催者サイドが常に

参加 者の意見をイベントに反映させ、惜しまず改善の努力をすることが、ウォーキングのファンを

増やし、またそのことが開催地の活性化にも大きな役割を果たせるものと考える。
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庄三回
中年者の職務満足と生活満足の関係

0八木良紀、赤猪方哉(神戸大学総合人間科学研究科大学院)
山口泰雄(神戸大学総合人間科学研究科)

緒言

「仕事jと「余暇」というテーマは、現在企業に勤める従業員にとっては仕事と家庭、または仕事と社会との関わりと言った意味で大切

なテーマで、ある。また経営者側にとっても、長引く不況の中厳しい経営環境を乗り越えるためにも、 f個人」と「組織Jの新しい関係、の構

築を大切なテーマとして位置つけられている。年々減りつづけてきている日本の総実労働時間は、ここにきてやや上昇傾向にあるが

(レジャー白書 9Sr労働省:毎月勤労統計調査J)他の欧州主要国との比較においては、依然として労働時間は長い。(平成 9年版労

働白書)ただ単に労働時間が短くなり、余暇時間が長くなることで社会にとって、企業にとって、個人にとってふさわしい社会なのであ

ろうか。望ましい生活の空間なのであろうか。また、一般的に仕事が美徳、余暇が悪徳といった具合に対極として語られている双方を、

今後もそのように位置づけていいのか疑問もある。生活全体の質の向上を考えたとき、やはり仕事だけ、あるいは余暇だ、けといったど

ちらか片方の質を向上させるのではなく、仕事にも、余暇にも満足感を抱くことが大切ではないかと予想される。これらの2つは、それ

ぞれを独立させて考えることは適当でない。戦後世界が注目するほどの経済成長をとげてきている今の日本にとって、どうしても「労

働」を中心として捉えがちであるが、ひとりの人間の人生として考えた場合、労働だけが人生ではないし、労働以外の部分だけが生活

でもない。双方の質的、量的なバランスがあり、個々人の価値判断の中でベストな選択がなされているはずである。労働だけを対象と

した研究よりは、双方を並行して考えてして必要がある。人間の行動を中心に考え、人間としての生活全体を考えてみた場合、労働時

間の満足感だけ、または余暇時間の満足感だけを考えるのではなく、それぞれの領域が密接に関係を保ちながら、生活全体を判断

するほうが妥当である。

従業員との雇用の関係が年俸制・裁量労働制を中心とする雇用形態(能力主義・成果主義を中心とする雇用形態)に変化していくと

き也、一人ひとりの個性と能力に合った仕事を通じ、自分自身の能力向上・能力発揮が実感できるような雇用関係を確保することが大

切になってくると恩われる。これにより、会社としては高い生産性が確保され、かっそこに従事する従業員自身も高い職務満足を感じ

ることにより、個人の成長が実感でき、ひいては生活全体の満足度を高めることができる。そこで本研究では、民間企業に勤める中年

者の従業員を対象に生活の満足を高める要因を、職務満足、会社に対する志向、余暇に対する志向との関係から明らかにする事を

目的とする。また本研究により、企業内での人事制度や組織改革の際に、このように経営者側も、従業員仮!Jも双方にメリットがあるような

関係を目指すことで新しい、会社と個人の関係、住事と個人の関係、を構築する際の手がかりとなり、それらを考慮した人事制度・教育

制度などを目指すことが本研究で示唆できればと考える。

先行研究及び仮説の股定

一般的に労働(Iabor，work)を定義つけると、「人聞が自らの生存を維持し豊富化させていくために、意識的に自然界に働きかけて有

用な価値を形成する基本的な営為J1)と定義されている。さらに「労働には生きるために必要と言う面での労働(労苦)と、肉体と頭脳を

使って何かを創造する活動(作業)とがあって、前者を labor、後者を workとも説明されている。 J1)また人間工学、経営学、経済学、生

理学、組織学、心理学などさまざまな分野でこの「労働」の研究がなされている。

一方余暇の定義に関して客観的なアプローチが非常に難しく、労働と比較し余暇がどうあるべきかとし、った考え方は人それぞれで、

見解が分かれがちである。非常に主観的に余暇が判断されがちで、そのような部分が定義付けをより困難にさせている。しかし、大ま

かに分けて「時間Jを主においた分類方法と「活動」やその際の存在の「質」によって分類する方法や、その中間的なもので、分類されて

いる。スタンリー・パーカー(S.R.Parker)はそれら3つのタイプをそれぞれ「剰余タイプJr規範的タイプJr中間タイプJとして位置つけて

いる。 2)また社会学小事典1)では、余暇Oeisure)を、 f生活時聞から労働時間と生理的必需時間を差し引いた時間」として、パーカーの

分類する剰余的分類の考え方で定義'されている。

そこで、双方の関係に関してどのような研究がなされているかに関して検討してみる。 Wilensky(1960)は労働と余暇の関係をデトロイ

トの自動車工を取り上げながら、工場での労働における生活のリス事ムを破壊するための「補償(compensatory)余暇仮説Jと、労働での

態度がそのまま仕事以外の生活にまで及んでしまう「流出 (spil!over)余暇仮説」で説明している。また、 Wilenskyの仮説に加え

B.S.Romzek は上記の2つの説に加え双方は関連性がないとして「分離(segregation)余暇仮説」の 3つで、説明している。 3)また、先述

のパーカーは、それらの関係を「時間(労働特非労働)Jと「活動(拘束された活動特自由な活動)Jの 2つの軸で説明し、中でも「もっと
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も自由な活動としての労働時間Jを『労働としての余暇』として位置つけ、アマチュア登山家の例で説明している。 3)また、労働と余暇の

関係が「融合」するのか「対立Jするかの立場に立ち図lのようにまとめている。労働と余暇の活動内容が類似し明確な区別がないケー

スの参考として成功したビ、ジネスマンや医師など、をこの個人的レベルの拡張パターンに該当する職業群としてパーカーはあげている。

西)114
)は先述の B.S.Romzekの掲げた 3つの余暇仮説を振り返った文献研究の中で、流出余暇仮説の優位性を示し、「仕事が生活

の重要な構成要素であり、仕事生活の向上は生活全体の改善の中で強力なウエイトをしめている」としている。また、極めて自我関与

が困難な作業環境においてのケースなど、では、補償余暇仮説が成立すると説明している。また、小野も5)生活満足と職務満足は関係、

を持ち、流出余暇仮説を指示する場合が多いが、性差が大きく、対象者の属性や価値観によって他のモテツレを指示することがあると

説明している。高尾5)は経営者側も組合側も労働者を職場以外の生活をもっトータルな「生活人jとして強く意識し、そのキャリア形成

と組織のニーズを最適化させることを考えてし、くことが重要としている。

以上の先行研究をふまえて以下の仮説を設定する。

仮説1:会社志向が高い人は余暇志向が低い。

仮説2:会社志向が高い人は、職務満足度が高い。

仮説3:職務満足度が高い人は、生活満足度が高い。

仮説4:会社志向が高い人は、生活満足度が高いe

仮説5:余暇志向が高い人は職務満足度が高い。

一般的な特徴
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図 1労働/余暇関係のタイプ

研究方法

1. 調査方法

今回の研究は上記仮説を検証するために、 1997年 11月に実施された財団法人健康・体力つくり事業財団の「中年期における運動・

スポーツの阻害要因に関する調査報告J7)(1998.3，山口)で、のデータをもとに分析した。対象は関西の企業に勤める 30 歳代~59歳

の従業員 600名を対象とし配票留置法にて実施した。サンプル数は486名、有効回収率は 81.0%である。全体の 61.7%を男性が占

めており、職種的には 26.5%の事務系職員が一番多く、続いて 22.8%のパートが続いている。また男性では、事務職に占める割合が

最も多く 33.7%、女性では 57.5%がパートとして勤務している。年齢的には、男女あわせて 40代が 47.2%と最も多く、以下 30代

(Parker，S， 1971 "The future of work and leisureづ

34.5%、50代 18.3%と続いている。

2. 調査内容

本研究で用いる調査項目および、その操作定義に関しては表11こ示した通りである。

表 1 変数と操作定義

変数名

会社志向

余限志向

職務満足

生活満足

操作定義

会社志向に関する 2項目の得点の総和

仕事と余暇のどちらを重視するかとし、う設

問に対して 5つの中から選択

24項目からなる仕事に関する満足度の

総和

7項目の設聞から生活に関する満足度の

総和

尺度

2点、 3点、 4点…問淵(1994)8)が用いた 2者択一方式を参考回、

1 仕事に生きがい 2 時には余暇も 3 閉じくらい 4.できるだけ余暇

5. 仕事よりも余暇

1 いつも感じる 2.時々感じる 3.あまり感じない

4 まったく感じない

1.満足していない 2 あまり満足していない

3どちらともいえない 4 まあ満足している 5 満足している

3.分析方法

それぞれ設問項目に関してそれぞれ評定順に得点を与え、等間隔尺度を構成するものと仮定し数量化した。仮説の検証に関しては

ピアソンの相関積率係数、 t検定を活用し、仮説モデルの妥当性の検証を試みた。また本研究におけるデータ加工、および統計処理

は、統計パッケージ(SPSS/PC)を使用した。

結果考察
職務満足度と生活満足度に関する分析結果をそれぞれ男女別にし、図2・図3'こ示している。それぞれに関して男性に比較して女性

の満足度が高い傾向にあり、 t検定の結果、男性と女性の満足度に関して性差があることが確認できた。(職務満足度に関しては 24

項目中 17項目、生活満足度に関しては 7項目中 4項目で1%以下の有意差が確認できた。)男性で職務満足に関しては、賃金に

対する満足度が低し、ことに加え、組織経営や環境の変化などへの対応など「経営Jに対する男性の満足，度が低し、ことが注目できる。ま

た生活満足に関しては経済的側面での満足度が低いことが確認できる。一方女性の職務満足における項目では、従業員に意向を十
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η
l
 



が最も低い結果となった。

分に取り入れていないがもっとも満足度が低いことが確認で、きた。生活満足度に関しては、男性同様に経済的側面に対する満足度

作業仮説のもとに「会社志向Jr余暇志向Jr職務満足Jr生活満足Jの各変数を用いて仮説モデルを設定し、図4にその関係を示した。

「会社志向」と「生活満足」の変数開に相関は確認できなかったが、「会社志向Jr余暇志向j、「会社志向Jr職務満足J、f職務満足j

f生活満足」聞でのヒ。アソンの相関積率係数をとった結果、仮説1，2， 3は指示された。(有意水準それぞれ、 pく.001、p<.05、p<.ooll

これは、会社志向であればあるほど余暇よりも仕事を優先し、し;右も特に不満を感じることなく生活していることが想像できる。一方会社

志向が高い人ほど生活満足度が高いとし、仕事と非仕事の関係において流出(Spillover)余暇仮説の関係にあるとして予想した仮説4

は棄却された。これは会社志向が強い傾向にあったとしても、職場や仕事に満足していなければ生活満足は得られないとし、った媒介

変数としての「職務満足Jの大切さが確認でき、職務設計の際の大切な要因であることが推測できる。また、本研究の対象者において、

流出の関係よりはむしろ、仕事以外への生活に生活の中心的関心をおき、仕事の補償行為として意識していることが予想される。この

事は、仮説5が棄却され、むしろ5%ではあるが余暇志向が高い人と、職務満足が高い人が負の棺関関係にあることでもより確認でき

る。
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図4 仮説モデルおよび各変数聞の相関

上段。男性(N=300) 中段女性(N=186)下段.全体(N=486)

結語

今回の研究では、中生存者の生活満足の特徴を職務満足や余暇志向、仕事志向との関連から明らかにした。具体的には、「会社志

向Jr余暇志向Jr職務満足Jr生活満足jの 4変数による仮説モデルを設定し相関分析によりモデルの妥当性を検証した。それらの中

でわかったことは、

1，職務満足や生活満足に関して性差が認められる。

2. 会社志向の高い人は、職務満足度が高く、生活に対する満足度が高い。

3. 会社志向の低い人は、余暇への志向が高く、職務満足度が低い。

4. 会社志向と生活満足とは相関が認められず、職務満足が重要である。

今回の調査結果により、中年者の生活満足を高めるためには、職務満足が重要であることがわかった。具体的には、会社志向の強

い傾向にある中年者にとって、賃金の点や、柔軟な組織経営といった部分を中心とする職務満足感を高めることが、彼らの生活満足

を高めることを示唆している。 しかし今回の研究では、具体的な職務満足の内容に関して仕事内容なのか、仕事の進め方なのか、人

間関係なのか、福利厚生を含めた条件面なのか…といった部分で、の職務満足の「質J的な分析に関しては深く追求しておらず、それ

らに関してさらに絞った設問方法を試み分析する必要を感じている。またある程度の性差が確認できたが、年齢や職種、また日頃の

非仕事時間の活動内容や意識に関しても調査し、それらと職務満足の関係などに関しても比較検討してみる必要がある。

またこれまでレジャー・レクリエーションの分野においては「楽しいJといったキーワードで、自由時間、余暇時間、非仕事での領域に

関して誇られ、研究されるケースが多い印象を受ける。しかし、生活全体の質を高める事が仕事で、も可能なので、あれば、職場や仕事

においても、この「楽しい」を追求してみる必要があり今後の研究課題としたい。

注1社会経済生産性本部・1993，3 r年俸制に関する調査Jより・調査対象企業・357社(一部上場企業)

年俸制導入企業・10.4%，、導入予定企業:29.7%、強い関心がある:67.8%

注2問i胤(1994):設問I・e・「会社のためなら家庭や友達を犠牲J・(2点)、「家庭や友達は犠牲にしたくないJ:(l点)

設問2…「仕事や会社に生きがいJ:(2点)、「仕事や会社以外の生活に生きがいJ:(1点)
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IB-ll 
」一一一一」 スペシャルオリンピックス会員におけるボランティアのイメージについて

O厳 謙f.!!(東海大学大学院) 大場 孝雄(東海大学) 新出 自明(東海大学)

キーワード : スペシヤノレオリンピックス、ボランティア、知的障害者スポーツ

1 .調査目的

日本における障害者スポーツは 1964年の東京パラリンピック大会、さらには、 1982年間

Jiliで採択された「障害者a に関する世界行動計両Jを契機として一般の人々に知られるように

なった。 1998年2月に開催されたパラリンピック長野大会は国民の注目を裕びた。

一方、知的障害者の自立と社会参加の促進を目指すスペシャノレオリンピックスも国際的な

規模で世界各国に広がっている。スペシャルオリンピックス日 本は、 1994年 11月に設立し

、国際本部に加盟した。 1997年現在 11地区組織(都府県)が設立され、日常活動としてス

ポーツトレーニングプログラムなどを実施している。

日本では 1995年 1月の阪神大震災以降、社会全般にわたりボランティア活動の重要性に

対する認識と関心が高まってきている。障害者スポーツ分野も含め多様な分野でボランテイ

ア活動をしている人は日本国民30人に 1人に及んでいる。 1) 

本研究は、長野オリンピックにおけるボランティア調査に使用された24項目のイメージ測

定尺度法(1997.12調査、新出)を用い、スペシャルオリンピックスのボランティア会員

を対象として、会員制ボランティアの参与形態及びファミリー・非ファミリー会員によるボ

ランティアのイメージについて検討することを目的とする。

2. 調査方法

(1)対象

全国(熊本、東京、大阪、佐賀、神奈川|、宮城、大分、福岡、石川|、京都、福島) 1 1 

地区におけるスペシヤルオリンピックスのボランティア会員(法人、団体を除く)の名簿

からを無作為抽出法で選んだ980名。

( 2)期間

1998年 6 月 22 日~ 1998年7月6日

( 3 )方法

郵送による質問紙法(5段階評定法24項目)

( 4)回収数(回収率)

回収数980、宛名不明 21 (回収率39.2%) 、有効回収率38.6%

( 5)集計処理

各項目毎に単純集計( rまったくそう思うややそう思うどちらともいえない「

あまりそう思わないまったくそう思わない J)を行うとともに参与形態別、アスリー

トのファミリー会員・非ファミリー会員別にクロス集計を行なった。さらに、各項目の f

まったくそう思う J、 「ややそう思う Jに回答した数を加算して肯定度、 「まったくそう

思わない j 、 「あまりそう恩わない j に回答した数を加算して否定度とし、それぞれの上

位 3つの項目を比較した。

3. 対象者の属性

表 1は、アスリートのファミリー会員・非ファミリー会員別属性に関する集計の結果を示

している。アスリートのファミリー会員 (90人、 23.8%) 、アスリートの非ファミリー
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会員 (288人、 76.2%) で非ファミリー会員

が約8割である。

4. 結果

(1)全体のボランテイアのイメージ

表 2は、質問 24項目に対して単純集計を

行い、その回答数と割合を各項目ごとに示

したものである O

全体の集計の結果、肯定度の上位 3項目

を挙げると「自発的なものである (328、

89.6%) J 視野が広がるものである

(324、 88.5%) J 根気強さが必要なも

のである (321、87.7%) J の順であった

否定度の t位 3項目としては「偽善的なも

のである (261、71.3%) J 自己満足 j

のために行うものである(194、53.0%)

「感謝されるものである(171、46.7%)J

の順であった。

( 2 )参与形態によるボランティアのイメージ

表 3は、参与形態別の肯定度の上位 3項

目と否定度上位 3項目の結果を示したもの

である。

①参与形態別に見ると肯定度項目で 5つの

グル}プに共通している項目は f自発的なも

のである j の項目が挙げられた。否定度項目

で 5つのグループに共通している項目は「偽

善的なものである自己満足のために行う

ものである Jの 2項目が挙げられた。

②会費会員の肯定度の上位 3項目は全体の

イメージの上位 3項目である f自発的なもの

表 1アスリートのファミリー会員・非ファミリー会員別属性(度数、%)

| ファミチ会員 | 非ファミリー会員

産塾 2宣 車塾 旦
16 17. 8 59 20. 5 

11 12.2 28 9.7 

所属地区

熊本

東京

入予yi

fd己資
村蜘11

'j:¥万A
人分

相|柿l
干リ11 

J;¥r.11 

性5)IJ
労相:

T.tl: 

生-一瞥
1O~19 歳

?0~?9 歳

:幻ベN歳

10叶 9歳

奴)~9 歳

60吋 i9歳

70歳以上

職業

1:1営業

I'JJIt業
会社、団1材議員
ノ午 4 ト、ノtイト

生徒

学't
無明続

会員歴

8 干l~

7 {Tミ

6付1

fi{ド

11，1' 

である視野が広がるものである根気 I? {f 

強さが必要なものである J と同じ項目である|品川j 幽

'参与形態

③全体と会費会員を除く 4つのグノレープの

肯定度上位 3項目で共通する項目以外の項目

は、理事・役員では、 f社会のためになるも

ので ある喜 びを分かち合うものである j

f責任が必要なものである J 3項目であるが、コ}チ責任者は「責任が必要なものであ

るj 、コーチ補助は「喜びを分かち合うものである j 、サポーターでは「感動が得られるも

のである j 各 1項目のみであった。

④全体と 5つのグループの否定度上位 3項目と比較すると、会費会員、コーチ補助、サ

が順位に違いが見られた。 会費会員

JlI!事・役員

コーチ間':E者
コ』ヲー布陣tJl

サオ~-ーター
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ボーターは順位も割合もほぼ閉じ傾向であった。全体と異なる項目を挙げたグノレープは理事

・役員 r(困っている人を)助けるものである (50.0%、3位) J、コーチ責任者 r(困っ

ている人を)助けるものである (47.8%、2位) Jであった。

表 2 ボラン子ィ7のイメージ(主体} N=366 

ー一ー『ー司-ー『ー『匂司 同署 Wt段、%) まったくそう ややそう思う どちらルも あまりそう まったくそう

質問明日 思う 書えない 恩わない 恩わない

1. 11会のためになるものである， 155 .12.3 1 1 2 30.6 6 7 18.3 26 7.1 6 ¥.6 

2. ，~領酬でn うものである内 1 25 34.2 92 25.1 1 24 33.9 18 -1.9 7 1.9 

:1. ¥11-:支えるものである， 95 26.0 89 2.1.:3 1 2 1 33.1 4 5 12，3 1 s .1.1 

1. 1111けるものごある， 58 15，8 91 21.9 9 :J 25.1 8 a 22.7 4 1 11.2 

5， rt !t(t'J1Cものごある" 2 3 8 /i目。 90 21，n 12 8，7 /)円 3 08 

“ !品凋1.、れるもの fある. 15 -1.l ~l :1 11.7 I :J 7 ;)7，4 1 c) 3 28.1 r， R IA.n 

7， IJl'f.j旬、がるものである， 1 6 7 "5.H I 5 I 12.9 34 f)，:1 R 2，2 。 O，[} 

8 感動がl!fられるものである. 1 7 /) 16.1 14月 :lD.9 39 10.7 8 2.2 3 0，8 

19 光:tp曹が何られるも円である、 I 37 :37.1 1 57 12.9 58 15，8 14 ;)，8 。 0.0 

I曹がl!fられるものぜある。 93 25.，t 1 53 H，8 99 27，0 16 1.1 5 l.1 

11. I凋足IXが何られるものである， 93 25.1 1 .18 10.1 1 () 2 27.9 20 5.5 3 0.8 

再び今分かち合うものである。 205 56，0 1 () 9 2!)，8 34 9.3 1 2 3，:1 6 [，6 

1 ;) 臼己満足のために行うものである. 1 6 1.1 33 9.0 1 23 3:1，6 87 23.8 107 29.2 

14. 上金を変えていくものである。 73 19.9 1 1 7 32.0 1 24 33，9 35 9，6 1 7 4円

1 5.偽善的なものである， 13 3，6 8 2.2 日4 23.0 84 z:J.0 1 7 7 48.1 

1 6 縦続的なものである， 1 74 47，5 1 19 32.5 50 16.1 10 2，7 3 0，8 

1 7 自分自身のために行うものであるe 77 21.0 1 54 12.1 100 27.3 24 日目 11 3.0 

1 8 楽しむことができるものである， 93 25.1 1 46 39，9 98 26，8 21 5，7 8 2.2 

1 9.体力が必要なものである。 1 1 7 32，0 1 56 12，6 62 16.9 24 6.6 7 ¥.9 
2 o.責任が必要なものである。 1 6 7 15.6 149 10.7 39 10.7 10 2，7 1 0，3 

2 1. 1且気強さが必要なものである。 1 7 1 46，7 150 41.0 35 9.6 日 2.2 2 0.5 

2 2 人生の生きがいになるものである. 70 19.1 1 56 42，6 105 28.7 30 8.2 5 u 
23. 有意識な余暇の過ごし方になるものである。 57 15，6 130 36.5 129 35，2 33 9.0 1 i 4.6 

24 チVレンジ明神ル活かせる場となるものである。 69 18.9 143 39.1 1 1 7 L堅.0 26 1.1 11 3，0 

表 3 ポラン子ィア会員の参与形 g~tlポラン子ィアのイメージ.よ位 3 項目
・童貴金量 133 名 (3・ 7..) 、理事・役員 30 名 (8.3~人コーチ責宝害 23 名 (64%人ヨーチ補助 90 名 {2' 91!o叫.サボータ-58名(23a..) 

ミζ
まっ之くそう患うーややそう豆 ま つれそう患叫 あれそう|
う(首定度) 思わない(否定度)

安#: % 

会費全員 工ヨ発的なら力である 86 64. 7 '1: 偽善的なものである 93 69.9 

z湿気強さが必要なものである i! 53.4 ~自己満足のために符うものである 69 O 1. 9 

~，昆野が広がるものである 68 48. 1 ~t感謝されるものである 66 49. 6 

理事・役員 a::侵気強さが必要なものである 2S 93. 3 くE偽善的なものである 25 83.3 

~室発釣なものである 27 90.0 ~皇己満足のために行うものである 19 63.3 

~モ士会のためになるものである 26 86.7 (t(困っている人を)動:ずるもので 15 50.0 

~喜びを分かち合うものである 26 86.7 ある
き責任が必要なものである 26 86. 7 

コチ くF怪気強さが必要なものである 22 95.6 てE偽善的なものである 17 73.9 
責任者 ~自発的なものである 21 91. 3 ②(I!lっている人を)勤;ずるもので 11 47.8 

J;責告が必要なものである 21 91. 3 ある

②感謝されるものである 11 <7.8 

②自己満足のために行うものである 11 41.8 

=チ a、自発的なものである 84 93. 3 a;偽響的なものである 61 67.8 

情動 工事びを分かち合うものである 8~ 93， J ~自己湖底のため同行うものである 46 51. 1 

~lA野が広がるものである 81 90.0 ③感謝されるものである 41 45.6 

ザポタ エ視野が広がるものである 80 93.0 @偽善的なものである 62 72..1 

%自発的なものである 76 88.4 ②自己満足のために符うものである 47 54.6 

L一一
~ 感動が得られるものである 76 88.4 ③感謝されるものである 39 45.3 

( 3 )アスリートのファミリ一会員・非ファミリー会員によるボランティアのイメージ

表 4は、アスリートのファミリー会員・非ファミリー会員別の肯定度の上位 3項目と

否定度上位 3項目の結果を示したものである。

アスリートのファミリー会員・非ファミリー会員別で共通して挙げられた項目は肯定

度項目順で f自 発的 なも ので ある 根気 強さが必要なものである」の 2項目、否定度項

目順には上位 3項目は閉じ項目であり、割合もほぼ同様の傾向を示した。

。。
η
i
 



表 4 アスリートのファミリー・非ファミリー会員別のボランティアのイメージ、上位 3項目

ホアスリートのファミリー会員 89名(24.3%)、アスリートの非ファミリー会員 277名(75.7%)

ミ之
まったくそう思う+ややそう思 まったくそう恩わない+あまりそう

う(肯定度) 思わない(否定度)

度数 % 

アスリート ①視野が広がるものである 83 93. 3 ①偽善的なものである

のファミリ ②根気強さが必要なものである 82 92.1 ②自己満足のために行うものである

③自発的なものである 81 91. 0 ③感謝されるものである
会員

非アスリー ①自発的なものである 257 92.8 ①{為替的なものである
トL乃ファミ ②責任が必要なものである 242 87.4 ②自己満足のために行うものである
リー会員 ③感動が得られるものである 239 86. 3 ③感謝されるものである

③彼気強さが必要なものである 239 86. 3 

4. 考察

(1)全体のイメージ

度数 9も

60 67.4 

43 48. 3 

31 34. 8 

201 72. 6 

151 54. .'i 

140 50.5 

「まったくそう思う j と「ややそう思う j を合わせた肯定度の上位3項目は(自発的なも

のである、視野が広がるものである、根気強さが必要なものである)であった。しかし fま

ったくそう思う Jの上位 3項目を見ると 1位は「自発的なものである (65.0%) J、 2位

は f喜びを分かち合うものである (56.0%) J、 3位は「継続的なものである (47.5%)

Jであることを考えると、参与形態は異なるがスペシャルオリンピックスのボランティア会

員全体は主体性、継続性、学習性、連帯・共有性のイメージを有していることが伺われた o

一方、否定度の上位 3項目は「まったくそう思わない J と「あまりそう思わな

いJ を合わせた結果と「まったくそう思わない j の結果は同ーであり、偽善性、自己本位性

、打算性を否定したイメージを有していると考えられた。

( 2)参与形態によるイメージ

肯定度上位 3項目に限定した結果をみると、会費会員と他の 4つのグループとは項目の

内容が異なった。このことは、会費会員の大部分は資金協賛のみによる参与であり、スポー

ツトレ)ニングプログラムや行事等には参加しないことが要因と推察される。

理事・役員、コーチ責任者、コーチ補助、サポーターの肯定度及び否定度の項目の内容

に違いがあることは、参与の度合いが異なることから当然の結果と推察された。

( 3)アスリトのファミリー・非ファミリーによるイメージ

肯定度の項目でファミリーと非ファミリーが異なる項目はファミリーの「視野が広がる

も の である(1位)、非ファミリーは「責任が必要なものである(2位)の 1項目であ

り、他の 4項目は共通している。これは、ファミリーはスペシヤノレオリンピックスの会員ボ

ランティアであると同時に非ファミリー会員のボランテイアによるサービスを受ける立場に

あることが反映した結果であると考えられた。

5.まとめ

今回のイメージの調査内容 24項目は、ボランティアまたはボランタリズムの明確な概

念のもとに作成したものではない。新出らと異なる対象を調査し、スポーツボランティアま

たはボランティアのイメージを探索することであった。今後は、ボランティア・スポーツボ

ランティアのイメージの構造化が研究の課題である。

1 ) イエローリポーツ編:ボランティアを始めよう.p 17実務教育出版.1995 
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匡ヨ
日本の医療・福祉の現場で実践されるレクリエーションの

アセスメントと評価の視点に関する研究
~日本の実態に合わせたアセスメントと評価の槙索~

<1.日本における医療・福祉領域の

レクリエーションの現状>

①概略

日本の医療・福祉の現場にレクリエーションが導

入され、今日ようやく定着しつつある。これほどま

でに医療・福祉の現場でレクリエーションが注目さ

れたことはかつて無いことである。日本には医療・

福祉領域のレクリエーションを呼称する統一的な

概念が未だ存在していない。現実には、 「セラヒ。ユ

ーティックレクリエーションJr福祉レクリエーシ

ョンJ rアクティピティサービスJ rリハビリテー

ション体育J r医療体育J r遊びテーション」とい

った名称が見られる。また、領域としては、介護福

祉、デイケア、デイサービス、障害者(児)、理学

療法、作業療法、精神科等実に多様な領域で実施さ

れている。しかし、日本ではこれらを統一する共通

理解はまだ見られていない。また、医療・福祉現場

でのレクリエーションに関する全国的な実施基準

や実施マニュアルといったものも、まだ普及してい

ない。日本の現状については現場担当者のインタピ

ューをまとめた筆者の資料では、次のように整理さ

れた。

1)レクリエーションが医療・福祉の現場で必要不

可欠のものとして認識された段階

2)活動内容の質に関してはかなり開発が進むが、

量的には甚だ不足

3) レクリエーションを医療・福祉の場で運用する

システムに関しては甚だ未整備 (特にアセス

メントと評価) • 

また、現実の問題点としては下記のような点が挙げ

られた。

総合的な問題点

1)時聞が無い

2)入手が無い

3) レクの方法をどうしたら良いか悩んでいる。

a)原理・哲学的考察の欠如

b)実践理論の欠如

c)レクを実践することによって得られる効果につ

いて明確な説明ができない

O 芳賀健j台東京家政学院大学

「なんとなく良いj、 「レクの良さをうまく表現で

きなし、j

4) 医療・福祉にまたがる情報ネットワークの不在

具体的問題点

5)短期的に見ると負担が増える

a)介護者の負担が増える

b)レクを実践することにより若干の費用負担増が

ある

6)レク活動のやりようによっては事故や骨折等の

危険性が増す

a)レク担当者のより高度な医学的知識の向上が課

題
7)レクを用いたQOLを高める活動に対しては公

的支出が確立されていない

a)医療保険の適用を受ける際に困難がある

b)政治・行政の場で障害者・高齢者に対するレクサ

ービスが議論されていない

8)福祉レクに対して理解のある周囲の人が少ない

a)こどもじみたものへの反発

b)レクをはじめる以前に施設内で「生活を楽しむj

余裕が無い

9) レク実践の場での諸問題

a)痴呆性老人の場合、レクの効果を理論的に証明し

にくい

b)レクにレク本来の機能以上に過大な期待をかけ

る人が一部にいる

c)介護スタップの男性・女性の意識の差、世代聞の

考え方のギャップがある

d)デイサーピスセンタ一等の通所施設では継続的

なレクをやりにくい

e)レクプログラムのマンネリ化

今後、日本で医療・福祉の現場でレクリエーショ

ンを取りいれ、発展させて行く上で、特に重要な課

題は、 2点あるように思われる。

1) 医療・福祉領域のレクリエーションに関する

明確な理念の確立

2) 医療・福祉現場でのレクリエーションのマネ

ジメント、システムの確立

この 2つの大きな課題を解決する道が何である

かを検討した時、まず何よりも日本において痛切に
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必要性を感じるのはレクリエーションに関わるア

セスメントと評価の記録化、文書化である。

< 2.記録化の重要性>

日本では、「楽しめればそれで良し」どする傾向

が少なからずある。日本の現場では、対象者を何と

か元気づけようとする目的で、治療目標を二の次に

して、 「楽しむことJを最優先に考える傾向が強い

ことが、各種のレポートから伺われる。これは、楽

しむことで自然治癒力・免疫力が高まる、 「病は気

から」といった考え方がスムーズに受け入れられる

土壌が日本にあるからこそ生じてくる特徴である

と思われる。この点はレクリエーションの実践に際

して、日本の風土は追い風になっている言える。

今後日本の現場に真にレクリエーションを定着

させ、医療保険や介護保険の適用対象となるために

は、すべての現場でレクリエーションの効果を明確

に記録化し、社会に訴えて行く必要がある。

「何となく良いようだJi効果があるように思わ

れる」といった表現では、現実として、来たるべき

介護保険の適用や、将来的に期待されるレクリエー

ション活動に対する医療保険の支払いは困難であ

る。

上記のような情勢を踏まえると、日本の現場へレ

クリエーションを定着させる最も大きな力は、各現

場担当者が、アセスメントと評価を確実に行い、記

録化することであると言える。

との記録化の過程の中で、レクリェーションに関

わる日本独自の問題点や長所、地域の特性に対応し

たプログラムの方向性等多くの収穫が見いだせる

のではないかと期待される。特に、高齢者を対象と

したレクリエーションは、過去の生活歴が色濃く反

映されるため、なおさら日本独自の理念や方法が必

要となってくると思われる。

<3.アセスメントと評価>

①日本におけるアセスメントと評価の現状

さて、医療・福祉現場でのレクリエーション実践

の際、日本の現場では一般的に、各専門職の視点か

らアセスメント項目が作成されることが多い。たと

えば、 PT(理学療法士)は、身体機能の改善に主

眼を置いたアセスメントと評価が実施される。福祉

の領域でも、数多くのアセスメントやケーススタデ

イの記述法が紹介されている。福祉の領域では、身

体や精神の機能よりも「生活」をいかに自立させた

り、援助するかということがその焦点となる。

すなわち、同じレクリエーションプログラムを計

画し、実施しでも、職種によってアセスメントや評

価の視点が大き丈異なっていると推察される。

現実的に見て、多様な専門職がレクリエーション

を担当している日本の現場では、各自の専門領域の

アセスメントと評価に加えて、レクリエーション活

動独自の書類を作成するととは、非常に困難である

と推察できる。
OT， PT，看護婦、介護福祉土等各専門職がレ

クリエーシヨンの効果や各対象者の評価方法につ

いて共通の認識を持ち、できる限り共通の視点から

実践して行こうとする態勢づくりが必要であろう。

現在のところ、レクリエーションを「だれがJ、「ど

のように」、 「どのくらしリ、 「どこでJ、 「何を

目標にして」実施しているかという全国的な調査は

行われていない。
レクリヱーションの効果については、専門職の多

くが、 「何どなく良し、」とは感じているものの、明

確にその効果をうまく表現できないと訴えている。

これは、どこに第一の目標を置いてレクリエーショ

ンが実践されるべきかという基本理念や目標が明

確でないことや、各専門職によってアセスメントや

評価の視点が異なるためだと思われる。作業療法で

は一部にレクリェーションに関わる評定尺度が作

成されるようになってきた。

③アセスメントの調査項目

日本では、各種医療専門職や福祉関係専門職がす

でに自分達の領域としてアセスメントを実施して

いる。このような点を配慮して、各専門領域のアセ

スメントや報告書の記録を元にして、さらにレクリ

エーションに関わる追加・補足的なアセスメント調

査項目が見出せないかどうかについて検討した。

アセスメント調査票の項目に関しては、医療でも

福祉でもその基本的項目は、ほぽ同じである。むし

ろ、日本の現場への応用を考える場合には、 「いか

に重複を避けJ、 「いかにレクリエーション担当者

に使いやすいか」を考慮した方が好ましいように思

われる。

③目標と活動内容の設定

「なぜアセスメントが必要なのかJと関われれば、

その答えは「与えられた環境と資源を元にして、目

標と活動内容を設定するため」だと言える。目標と

活動内容の設定は、要は問題点を明らかにし、それ

唱

E
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を解決するための基本的方策を示すことにある。

目標とレクリエーション活動をどのように噛み

合わせるかが、レクリエーション担当者の最も重要

な役目である。オモローは、この目標と活動の組み

合わせについて次のように述べている。

我々は、障害を持つ人達が活動の中に自分の成功

を見い出し、さらにその成功が次の成功を導くとい

うことを望んでいます。つまり、最終的にこの成功

の連続ということこそが、行動の変容をもたらして

くれるのです。(下線筆者記入)

オモローが述べている、レクリェーションを媒

体・手段とした「成功の連続」が行動の変容をもた

らすという視点は極めて重要である。障害者(児)、

高齢者にとってレクリエーションの場面は、「成功

の連続jを意図的、計画的に提供できる数少ない選

択肢の一つなのである。

「成功の連続jを意図的、計画的に提供するとい

う視点から、アセスメントを行い、目標を設定し、

活動を選択し、評価して行くという基本原則が確立

されることが重要であると思われる。

知的障害に加え、言語障害のある児童を対象とし

た水泳指導を例としてこの点について述べておき

たい。筆者は、 「水泳指導を通して、いかにして言

語障害の改善に役立てるのか」に焦点を絞り、 5週

間の水泳指導を実施した。ここでは、最初の目標と

して「ゃった!J rできた!Jという達成J惑をもた

らすことに重点を置いた。ここでは、達成感や成功

感をもたらすことによって、「言語障害児が誰かに

話したい!Jという素材をつくることに重点を置い
たのである。

レクリエーションは生活全体に関わるアプロー

チから対象者に働きかけて、個々のニーズに応え、

改善を促すものである。レクリエーションによるア

プローチは、 「ことばJを生活全体の中でとらえ、

「話したくなること jを水泳を媒体として生み出す

やり方である。このケースでの最初の目標は、 「話

すこと」そのものの訓練ではなく、言語障害児に対

して「うれししリ、 「ゃった!Jといった達成感を

感じるような活動を提供し、 「話す材料Jを作り出
すことにあった。

水泳での成功は、 「誰かに身振り手振りを使って

でも相手に自分のうれしいことを表現するJという

次の成功につながっている。専門家サイドとしては、

さらに次の「仲間と積極的につきあうJという目標

も踏まえて水泳指導を計画している。このような全

体構造を理解した上でアセスメントと評価が実施
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されることが望ましいであろう O

< 3.結語-
fできないJが「できるJに変わる視点の重要性>

レクリエーションという非日常的な時間・空間

の中で障害者(児)や高齢者がどのような反応を示

したかという点は極めて重要な報告事項である。な

ぜなら、周囲も本人も「思いこみJによって、 「で

きないに決まっている」と思っていたととが環境キ

条件が変わることによって「できる」ことに変わる

ことが、レクリエーションやスポーツの場面ではよ

く起こるからである。多くの介護福祉担当者が、「傾

きかけが少なし、から何もできないように見えるの

だ」という指摘をしている。三好春樹も、 「関係障

害jという表現で、痴呆性老人を生み出す問題点だ

と指摘している。

医療・福祉領域のレクリエーションの本質的部分

は、「できないと思っていたことJが「できること」

に変わるという場面設定を意図的、計画的に、レク

リエーションを媒体(手段)として生み出すことに

ある。

たとえ「楽しむこと J r生活の快Jが最優先され

ているとしても、そとには何らかの意図的・計画的

な「働きかけJが存在するのである。 r参加できな

いJr楽しめないJが、 「参加できるJr楽しめるj

「他人と関われるようになるJに変わるのである。

医療・福祉領域のレクリエーションに見られるこ

のような変化の構造は、オモローの言う「成功の連

続Jであり、この「成功の連続Jから行動の変容や

機能の改善を促す自信、やる気(意欲)、生きがい

楽しみ、機能の向上といった様々な要素が引き出さ

れるのである。

レクリエーションという人工的、意図的、計画的

な環境は、障害者(児)、精神疾患者、高齢者に対

して非日常的な空間と時聞を提供するものである。

レクリエーションは、日常生活において見えなかっ

た長所や残存能力が見えてくる環境を提供してい

丞ιレクリエーションには、非日常的空間の中で、

他のアプローチからは見えなかったことが見えて

来るというきわめて大きな意義がある。こうした点

を踏まえた上で、 νクリエーションに関わるアセス

メントと評価は実施されなければならない。



表アセスメントの調査項目一覧

その職業の身体運動や手先の動き、

‘精神的・知的な特徴
職場での人間関係はどうであったか?
どのような態度で仕事に携わっていたか?余暇の過ごし方の袈勢はどうであったか

仕事と余暇の配分の比率 l多鍾昧の人か仕容人間であったか

新しい余隈活動の妓街を身につける
? 

η
J
 

no 
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U土一二jスペシヤルオリンピックス会員のボランティア活動に対する意識について

~ 参与形態によるボランティア活動と組織の機能の評価~

O 鈴木英悟(東海大学大学院) 大堀孝雄(東海大学) 西野仁(東海大学)

キーワード:スペシヤノレオリンピックス、ボランテイア、知的障害者スポーツ

I 砂f兜 IJ的

近年わが国におけるボランティア活動への関心や認知は高まっており、多くの国民が機会と条件が満

たされるならば、ボランティア活動への参加を積極的に求めるようになってきている。注1)注2)スペシ

ヤノレオリンピックス(以下 80とする)日本は、 1994年 11月に 80熊本が設立され 1997年 12月現在 11

地区の設立となったが、この間 80日本としての総括は一度もされなかった。注 3) 

そこで、本研究は、 80会員のボランティア活動に対する評価と 80地区・ 80日本の機能に対する評

価を参与形態別に検討することを目的とする。

II 80日本の概要

① 80の目的と活動

知的ハンディを持つ人たちに、彼らの自立と社会参加の促進を目指した日常活動であるスポーツト

レーニングプログラムとその成果の発表の場である競技会を提供することを目的としている。活動に

おいてはボウリング、陸上競技、パスケットボール、水泳などのスポーツトレーニングプログラムを

週 1回実施している。

② 80日本の歴史

1993年 3月に 80熊本が設立。 1994年 11月に 80日本が設立され、国際本部(ワシントン DC)に

加盟した。 1997年 12月現在日地区の組織が活動している o 1998年 (8月現在)に 4地区(鹿児島、

広島、長野、北海道)で設立準備委員会が発足し、長野を除く 3地区が設立された。 1997年 3月現在

の会員構成:一般ボランティア (2，974人)、学生ボランテイア (526人)、団体ボランティア (259

人)、アスリート(男 591人、女 260人、計 851人)注4)

③各地区の設立年

表 1)地区別股立年
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国 研究方法

1 .調査対象 S011地区のボランティア名簿から無作為抽出した

ボランティア会員(法人、団体を除く)980名。

郵送法による無記名のアンケート調査。2. 調査方法

3. 回収率 980枚郵送し、回収数は 384枚、宛名不明 21枚。

有効回収率 38.6%

表 2) 地区別会員 数 と 間 査 用 紙 の 配 布 ・ 回 収 数

¥¥¥  間ホ: 東京 大阪 佐R 神舟川 宮械 大分 楠岡 石川 京都 徳島

ポヲ会員数 542 266 204 69 569 818 306 319 55 26 82 

胞内I数 175 93 56 18 159 2GG 74 92 20 6 21 

llG布串(%) 30.1 30.5 27.5 26.0 28.0 32.5 24.1 28.8 30.3 23.0 25.6 

有効回収数 75 39 11 11 49 104 24 37 10 5 13 
..ー・ -・・ ...~.ー咽咽6 ・ ー....... .... ......，... 

回収"'(略} 42.8 11.1 19.6 61.1 30.8 40.3 32.4 40.2 50.0 83.3 61.9 

4. 調査期間 1 998年 6月 13 日 ~1998年 7 月 6 臼

5. 調査内容の構成

合計

3256 

980 

30.0 

378 
....・・.......

39.2 

質問項目は、 SO日本の助言およびso会員延べ 25名による予備調査、 「全国ボランテイ

ア活動者実態調査報告書Jを参考に作成した。

属性、会員加入の動機、今後の soのボランティア活動への態度、ボランテイア活動の評

価、 rso地区Jと rso日本j の機能の評価、 so運動の認識、等から成る。

6. 集計方法

(1)単純集計の結果を、参与形態別にクロス集計をし、表を作成した。

( 2)参与形態:活動頻度(活動時間量一予測)を基準として役務別に 5つに分類した。 2つ以

上の役務を担当している会員は活動頻度の多い役務に集約して集計をした。

IV 属性

#l3)サンプルの属性

項 目 。N 怖) 項 目 :¥ (%) 項 目 N 同)

生.JL 入会年 色一室
男性 132 (34.9) 1993 24 ( 6.4) 自営業 44 (11.6) 

女性 246 (65.1) 1994 31 ( 8.2) 自由業 23 ( 6.0 

1995 74 (19.6) 会社員・公務

年齢 1996 101 (26.7) 員・団体職員 123 (32.5) 

10-19歳 25 ( 6.6) 1997 124 (32.8) パート・アル

20-29歳 45 (11.9) 1998 24 ( 6.3) パイト 37 ( 9.8) 

30-39歳 40 (10.6) 書与形態 中学高校生 16 ( 4.2) 

40-49歳 94 (24.9) 会費会員 138 (37.1) 電車内・短大・

50-59鍛 118 (31.2) 役員・理事 30 ( 8.1) 大学生 28 ( 7.4) 

60-69歳 46 (12.2) コーチ責任者 23 ( 6.1) 無職 107 (28.3) 

70歳以上 10 ( 2.6) コーチ補助 92 (24.7) 

サボーター 89 (23.9) 
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V 結果

1 参与形態によるボランティア活動の評価

表 4は、これまでの soボランティア活動を通して「良かったj と実感した項目を集計し、結果を示

した。

l) r良かったj 評価

① 全体の上位 3項目は、 1位「新たな友人づくり(56.4%)J 、2位 f陣容者問題の視野拡

大 (46.1%)J、3位 rso運動に共感 (43.9%) j であった。②「その他j の回答肢を除

く下位項目で最下位は「アスリートとの信頼関係 (16.8%)J、次いで少ない割合は「自

分自身の役割達成(17.1%)Jであった。

2) r困ったj 評価

① 全体の上位 3項目は、 1位「活動と仕事、家事、学業等の時間的調整が困難 (47.4%)J、

2位「活動に必

要な情報伝達の

不足(18.4%)

j 、3位 f活動

中の事故が心配

(15.4%) Jであ

った。② 5つの

グループに共通

して 1イ立は 「

活動と仕事、家

事、学業等の時

間的調整が困難

Jで、割合も 4

割強から 6割弱

であるが、最も

高い数値を示し

たのはコ}チ責

任者の 56.5%で

あった。

表4)参与形態別ボランティア活動の評価(上位3項目)

明 I1 f良かったj 経験 盟之主斗盟
#'-i 

形陣、¥ 項 11 実数同 項 n i 実数同

尽り理動が円附 1'\，の仁 J~'" した 01 相 21情動止 fl:.1I・軍司阪・'''f.薫湾町時1m"'，: r.丸 i開 7

会1t

会n
N"138 

四世が探Lい

F聖書S開l哩11と対 fるIV.'fがIi、が':''1.(';-，・3 明 、 1~.. Q..1.:tの他

新たなIf.人がUI来た 44 :32.6 I活動中町事徴が心配である

2.ri ..;..J 9.~ 

20 1-1.6 

C 2) 11判理酌がH閉すもの仁共感Lfr: : 22 : 73.3 I情動と fl事・軍事・乍1陸軍町時間的 16 明河

役員 l 、 調整が熊Lい

Ði t." な在人が1I1 :l~ Iト Z九 7r. 7 I sn (1)IJf作 fをなどで I~ われている川

i'l! 'Ir .: ...... I.lfiがtスかり 1:互い

7 スリ}トが '''Ct ・署~j聖 f' ~ J : 15 : 50.0 I地1;(の世n町楠将JJ.栂肋が不足

N :10 明而仁川士 ..)t.-.

C 3) 新止な友人が111"<1:-. 21J :'7.0 11，'，軸1:f1市 京・布・乍軍司即時1111的 13 

『‘ f' I ... I調幣が障Lい

l'l任者 |アスリ}トが f聖(t・曙i章fる 1. :78.3 荷動Ic必要な情僚がきちんと依i望

場而I.C.III会匁た

N"2九

(4 ) l IJi t.ll If. A~' 1II 
コーヲ

補助

間耐白々が携しか .，t:.

N"'" !J2 

新たな主人が111来t

( 5) 

り ;I!~ タ 情動向身が事Lかった

ア実リートが I~'(じ.~冷 J' ，61

N，'89 場而に川会った

※ %:各参与1杉憾の人数に対する骨I{干
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地区町世Rの附導力 援助が不足 7 

情動とfI事・寧*・孝婁場町時間的 41 

間鴨が媛しい

アスりートI:m朝間保守事〈のが 21 

揮しい
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四世が蝿しい

前聞に必慢な情鰍がきちんと(，:ii型 24 

されない

f，~動 l あれこれの喰柄 ~.t\ザる

間会がない



2 参与形態による so地区と so日本の機能の評価

soのボランティアの組織と活動を発展させていくうえでsoの機能として重要と考える項目

を3つ以内で選ばせ、集計した結果の主な内容を示す。

1) SO地区がカを注ぐべき事項

① 全体の t位3項目は、 1位「新しいボランティア会員加入の活動機会提供 (47.8%)J、

2位 fコ)チボランティアと支援ボランティアの意志疎通の円滑化 (36.0%)J、3位

「新しいアスリートの加入 (23.6%)Jであった。

② 5つのグループに共通する項目は、 「新しいボランティア会員の加入のための活動機会

の提供Jで、コーチ責任者が 2位 (47.8%)であるが、他の 4つのグル}プは 1位であ

った

2) SO日本が力を注ぐべき事項

① 全体の上位 3項目は、 1位 rso日本と SO地区の情報交換の円滑化 (40.4%)J、2位

rso会員の研修機会の提供 (36.5%)J 、3位 rso地区の組織的運営の効率化 (30.5%)J 

であった。

⑨ r80目本と SO地区の情報提換の円滑化Jを1位にあげたのは役員・理事 (60.0%)、

コーチ責任者 (47.8%)、コーチ補助 (50.0%)、サポーター (36.8%)であり、会費

会員は、 2位 (30.6%)であった。

VI まとめ

1)ボランティア活動の評価

全体の結果と参与形態による結果に共通する項目と異なる項目があるのは、 soに対する

かかわり方ー活動内容と活動頻度の実体の差異によると推察された。

2) 80地区 .80目本の組織の機能の牌価-80地区の蝶掴どしては、ボランティア会員と

アスリ}ト会員の拡大、ボランティア会員同士のコミュニケーションがあげられたが、

実践的立場からの要望と考えられた。 so日本では、 so地区との情報交換不足が最大の

課題としてあげられた。これは、 so日本および so地区の歴史が浅いこと、組織力が弱

いことから相互の組織的機能の未成熟によるものと、考えられた。

注l) r月刊世論調査J (1993) 総理府広報室 p30 注2) r全国ボランティア活動者実態調査報告

書J (1996)全国社会福祉協議会 注3)SO日本専務理事・菅 正康氏(1998，5，25) 注4) r1998 

年第 1回・地区連絡協議会資料スペシヤノレオリンピックス日本、 ( 1998，3，29) 
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Eヨ
都市における自然観察会について

一京都御苑での事例ー

はじめに

北海学園北見大学塚本珪ー

都市とその周辺における自然教室、自然観察会、バードウオッチング、アニマルトラッ

キングなどは最近頻繁に行われている。その対象は中高年を始めとしてさまざまである

が、京都市中には比較的自然観察会などに適した自然地があるため l年を通じて各種開催

されている。京都御苑は旧市街の中心部にあるが、周囲約4kmと広く、観察会に適して

いるため多くの類似イベントが行われている。その中で環境庁・御苑管理事務所、 (敗)

国民公園保存協会京都御苑保存会、京都自然観察学習会の共催する「京都御苑自然教室j

は1984年に始められ現在に至って、 15年間続いている。
この自然教室は春、夏、秋、冬の年4回開催され、午前9時から 12時までの約3時間

である。インタープリターは植物、野鳥、昆虫、菌類の専門家が各分野 1~2名と環境庁
職員及び保存会職員があたっている。

演者もインタープリ夕日として参加し、さらに御苑昆虫類の現況調査を継続している立

場から、この自然教室の入手可能な記録(t993~1997) により都市部の自然観察会につい
ての現況と問題点についてのまとめを試みた。

1.京都御苑の自然環境
環境庁京都御苑管理事務所の管理する御苑は、総面積 650、000平米、苑地 390、000

平米、苑路 165、000平米、その他 95、000平米の広さがある。宮内庁管轄の京都御所

及び大宮・仙洞御所、宮内庁関係施設用地等は現況調査外である。御苑南東部にトンボ

池、池面積270平米、総面積2000平米、自然観察路136m、解説板 l基が1993に造られた。

2.御苑の自然利用の現況

「自然教室j参加者数については雨天時は少ないのは当然である。また、最近の傾向と

しては男性よりも女性参加者が多い。年齢相についても最近の傾向としては中高年層が多

い。集客範囲は御苑周辺の居住者が多い。自然教室への参加回数は初めての者が多いが、

毎回の固定参加者もある。開催情報については季刊の『御苑ニュース』と友人などからの

口こみが続く。自然教室の内容、講師、その他については特に問題はない。自然教室の参

加者の状況、内容と評価は天候、参加者数によって大きく変動していることも明らかであ

る。悪天のときには室内での学習を主に行い、参加者数が多いときは 2班に分けるなどの
対応をしている。

3. 自然観察会の指導とプログラム

京都御苑の「自然教室jの初期にインタープリターの誰かが次のような指導方針を提案

している。 1)知識より自然の多様性、神秘性。 2)覚える、わかるより、考え方、つき

あい方。 3)教わるのではなく、自然のありのままの姿を感じる。 4) 自然を個別的、断
片的にみるのではなく、総括してとらえる。

これらの内容は現代の学校理科教育ではなく、自然の一員としての人間のあり方とか、

総体的に自然をみることなどをしめしている。この指導方針はジエラルド・ダレル(199

7)の思考の進み方として fなにが、どこで、どうして、なぜjの4段階の「どうして、

なぜjへの領域ヘ入るものであろう。

毎回のテーマは[御苑の春にふれようJ r御苑の夏にふれようJ r御苑の秋にふれよ

うJ r御苑の春にふれようjであるが、毎年コースと内容は変わる。
4.都市における自然観察会の問題点
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京都市における自然観察会の適地は京都御苑、鴨川、下賀茂神社・札の森、植物園、深

泥池、哲学の道、大文字山、鞍馬山、貴船渓谷、比叡山など各所にある。野鳥の観察、特

に水鳥には鴨川、深泥池などで、一般のバードウオッチング、自然観察会が行われてい
る。下賀茂神社・札の森は立体自然博物館としての管理がされ、朽ち木なども放置されて

いる。哲学の道、大文字山などの東山一帯は野鳥、昆虫、アニマルトラッキングの適地

で、法然院を拠点にした f森の教室jもある。
鞍馬山、貴船渓谷は関東の高尾山、大阪府箕面と並んで昔から昆虫類の宝庫である。鞍

馬山の鞍馬寺には博物館相当施設である f霊宝殿jがあって、自然系の資料展示もある。

鞍馬山から貴船渓谷への道に極相林があり野鳥などの観察に適している。

各種観察会などへの若者世代の参加が少ないことは一般的傾向ではあるが、御苑自然教

室とは別に、中・高等学校、大学への呼び掛けなども必要であると考える。御苑自然教室
のインタープリターの会議でも小中学校の生活科や環境学習のプログラムの作成の必要性

が出ている。 1998年度には御苑の自然のガイドブック作成の計画があり、各種プログラム

も作成される予定である。御苑の自然教室の各部門のインタープリターが御苑内の現況調
査を続けていることも自然教室の新鮮さを保持している要素である。
京都御苑を始めとして社寺林はいわゆる聖域ではあるが、聖域は人間の好みに応じて形

成されるのではなく生き物たちの逃避の場であるという認識を持つ必要がある.御苑の母

と子の森の水場でも野鳥への給餌による接近が時に見られるが好ましいことではない。

自然教室や観察会は都市の自然を考えるためにもっとも適切な方法であり、体験的に生

き物や環境問題を学習できる。街の博物学者の増加と行動が都市の自然を各方面にアピー

ルする事によって開発という名の破壊を防ぐことになるだろう。都市づくりのラウンド

テーブルに街の博物学者の席も設けなければならない。

l羊~O
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匡三
地域づくりと農村リゾー卜

一愛媛県上浮穴郡久万町の事例を通して一

小泉勇治郎(松山東雲女子大学)

キーワード:グリーンツーリズム、農村リゾート、クラインガルテン、地域づくり

はじめに:

1 969年に臨議決定された新全国総合開発計画の基本目標は、豊かな環境の創造であ

った。しかし具体的な開発方式は、大規模プロジェクト構想であり、むつ・小河原や苫小

牧東の例にもあるように、課題であった人と自然との調和や自然の恒久的保護、保存など

は達成できずに終わった。また、 19 8 7年から始まった第 4次全国総合開発では多極分

散型国土の僧築を目標とし、交流ネットワーク構想という開発方式をつかって地域特性の

活力化、交通・情報・通信体系の整備、交流機会の形成を図った.この計画の目玉は、 1

987年に施行された「総合保護地域整備法」であった.しかしながら、ますます東京一

極集中は加速され、地方のリゾート開発にはだぶついた民間資本の地方への投資が行われ、

バブルの崩犠とともに開発計画は、縮小・取りやめ・延期などとなった。

5度目の計画である全国総合開発計画は r2 1世紀の国土のグランドデザイン j をメイン

タイトルとし、サブタイトルとして「地域の自立の促進と美しい国土の創造Jを挙げてい

る。しかしながら、この計画も環境に対する認識の改善が課題であるとか、自由時間の活

用に関する視点が欠知しているなどの指摘がある。

そういった国家的計画が進められていく中で、農山村を中心としたリゾー卜事業、ツーリ

ズムが農山村活性化のひとつとして全国的に台頭してきている.

2 1世紀の国土のグランドデザイン(5全総)においても農村との関わりに言及している

が、そこでは現在の農業改善と農村リゾートとのギャップがあるように思える.

本研究では愛媛県上浮穴郡久万町で実施されている「農村リゾート地づくり Jを事例とし

て取り上げ、自然への回帰と環境保全志向の中での本来あるべきリゾー卜開発なのかを探

ってみることとした.

2. 研究の目的

愛媛県の中南部、上浮穴郡の北西に位置する久万町は、四国山地に固まれた東経 13 2度

5 5分、北緯 33度 41分にあり、標高 400m-800mの高原の町である。

この久万町は「自然と共生する高原文化のまちづくり」をキャッチフレーズに、自然と共

生する農林業に支えられた美しい環境の農山村づくりを基本に、都市と経済、文化交流の

ある農村リゾート地として町づくりを行っている。本研究では、 1972年(昭和 4 7年)

から始まったこの f農村リゾート地Jづくりがどのような発想から誕生し、現在どのよう

なプログラム展開をしているのか、また将来に向かつて何を発信しようとしているのかを

検証してみた.

3、研究の方法
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愛媛県上浮穴郡久万町長との面接インタビューをはじめ、商工観光課・農政課スタッフ

への面接インタビュー、久万町関係資料の分析(分析資料は以下の通りである)を実施し

た。

1 ，久万町誌(増.補改訂版 1989年

2，平成 10年度 久万町教育の現状と重点目標

3 ，久万町のまちづくり 1 995年

4，県政のあゆみ平成 9年度版 愛媛県

久万町

久万町教育委員会

久万町

5，生活文化県政新プラン 2 1一一豊かな暮らし、ゆとりの社会、たくましい郷土の実

現一一 愛媛県

6，久万町勢要覧 19 9 8 1 9 9 8年 1月 久万町役場

そして、現地へのフィールドワークを行った。

4，結果、考察

久万町の主産業は農林業であるが、ここ 30年来全国共通である若年者層の都市への転

出による過疎化、高齢化があり、人口動態は表ー 1のごとくである。

表-1 久万町人口

人口 i 戸数

1・959年(昭和 34年 14 9 7 9人 3 2 6 0戸

1 965年(昭和 40年 12 5 6 8人 335 6戸

1 987年(昭和 62年 8493人 301 6戸

199月空(!jL 1ち 2~干:!__J・・・・__ ~_ _ ~_ ~_ _ ~_!-:-_ __ __l_ ___ー・.?.1R1竺--
1 995年(平成 7年 78 9 6人 304 6戸

199 7年(平成 9年 7780人 3 0 7 8戸

また、農業人口も年々減少し、 1970年(昭和 45年) 7 0 9 6人であったが、 19 9 

5年(平成 7年)には 3486人に減少している。また高齢化率も 1995年には 65歳

以上の高齢者が 28%になっている。

久万町は、そういった状況のなか、むしろ不振の農林業を起爆剤として町づくりを始めた。

それは、久万町第 3次総合振興計画であり、そのメインテーマは「自然と共生する高原文

化のまちづくり」である。計画策定にあたって、それらがプロのコンサルタントによって

作られたのではなく、町民の参加と協力によって策定されたものであることを強調してお

きたい。

そして、次のようなまちづ〈りの具体的な事業が開始された.

1 ，稲作省力化による高原野菜栽t音.トマト・大根・ピーマン等の生産団地化・銘

柄確保化(トマトは約 10億円産業に発展)

2 ，観光農業やクラインガルテン(市民農園)の推進、消費者ニーズに対応する流

通情報調査活動の実施

3，第 3セクタ一方式による若手林業家の育成と、木造建築文化の再生
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4，農山村の自然と生活文化を体感できる「ふるさと旅行村Jを拠点とする観光農

業・民宿・国民宿舎・物産館の開設

5，スポーツ合宿村構想の一環としてのラグビ一場や、スポーツリゾート地として

の運動公園・ゴルフ場・スキー場・屋内クロッケ一場，の開設

7，質の高い文化の拠点としての全国初の木造美術館の開設および都市生活者のた

めの「ふるさとの森J事業

その結果、久万町への入込観光者数及び宿泊数は

表-2 入込観光者数・宿泊数 (単位:人)

年間合計 月平均|

199 5年 入込観光者数 470，882 39，2401 
ーー圃ーーーーーーー町--揖抽・ーー・・ーーーーーーーー四回ーーーーーー・・ーー ーーーー・曲・圃・ー・ーー

(平成 7年) 入込宿泊者数 53，543 4，461 

1 996年 入込観光者数 538，370 44，864 
ー・ーーーーー・明・ー圃ーー・ーーーーー・・ーー田ーーーーーー・・ー骨ーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー

(平成 8年) 入込宿泊者数 48，250 4，020 

表-2のごとくになり、滞在型リゾート客が増加し、かつて、農林業の過疎の町、四国霊

場の門前町、土佐街道の宿場町と言われたイメージから農村リゾートへの脱皮を開始した。

観光による売り上げも約 20億になっている。

特に、都市生活者との交流を生むプログラム展開、例えば「ふるさとの蘇事蝶 J(町有林

文収育林制度)は 1983年(昭和 58年)から実施されており、都市住民から 1口30 

万円で会員になってもらい、 20年後に町が育てた立木の収益を出資額に応じて返金する

システムのものであるが、全国から 830人の会員が集まり、ふるさとを持たない都会の

人たちの憩いの場となり、町からは季節の農産物の贈り物をしたり、町のリゾート施設の

割引利用の案内があったりする。

また、町の林業祭り、納涼祭り、リンゴ狩り、栗拾いなどへの案内、機関誌の作成や町の

話題を載せた広報紙の送付など都会と町との交流、結びつきを深める配慮がある。

199 9年 4月にはクラインガルテン(市民農園)を久万農業公圏構想の中で実現させよ

うしている。これは 1988年より松山在住の人たちにテスト的に導入し、ある程度の手

応えのもとに本格導入するものである。

表-3 クラインガルテン補想

区画数

8 

1 4 

40* 

* 1 0年前より実施

松山市民対象

このクラインガルテン構想の中には若者の都市部への流出、農家の担い手不足が深刻な問

水田の大きさ

2 0坪

1 0坪

1 0坪

ー
一
制
一
制
一
札
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題となってきている中で、今後の農地保全や農業生産を確保する目的も含まれている。そ

こで、農業を志す若者や lターン uターン希望者を町内外から募集し、一定期間の農業

研修の場を提供することによって農業の担い手育成を行いつつ、地場資源、生産基盤を生

かした新たな農村型アグリビジネスの展開により農村定住人，口の確保を目指して

久万農業公園の整備を行う計画である。

まとめ:

人口 8千人弱の農林業の町、久万町が大規模リゾー卜開発(えひめ瀬戸内リゾート開発

構想)構想の中に位置付けられず、あるがままの自然、農村の文化、地場の人々の温かい

もてなし、都市と農村の交流などを中心とした「グリーン・ツーリズム」を住民の総意の

もとに進めてきたことが、ここに大きな成果を出しているといってもよい。

このグリーンツーリズムの実践によって、都会に住む人たちにとっては、自然を感じなが

ら、のどかな時聞を過ごしてもらう.農村で、ゆとりある暮らしの中から「心の豊かさ」

を実感してもらう.土を耕したり、人々とのふれあいを楽しんでもらう.一方、農山村民

にとっては、交流を通じて農村の良さを確認してもらう。地域への誇りを再確認してもら

う。地域の資源を生かした新たな産業の創出、新しいビジネス・チャンスを求めてもらう。

などの目的があろう。

自由時間の拡大とともに余暇の使い方が本当に問われている中で、従来のリゾート法華や

かなときの金銭消費型余暇活動が、バブル崩壊とともにもろくも崩れ去り、それらに代わ

って「グリーン・ツーリズム J、「農村リゾート J、「アグリツーリズム j といった言葉が

聞かれるようになった。特に環境破壊が進む現代、自然との共生、環境にやさしいと言っ

たキーワードがそれらの言葉によって表現されている。つまり、通常の商業主義的な観光

・リゾートではなく「もう一つのツーリズムJと言い表すことができる.

こういうリゾートづくりはスローテンポであり、その原点は四国 88カ所霊場巡りのお遍

路さんに辿り着くのではないだろうか。

参考文献:

佐藤 誠「リゾート列島J 岩波新書， 990年 4月

佐藤 誠「阿蘇グリーンストック」 石風社， 9 9 3年 9月

リゾート・ゴルフ場問題全国連絡会「検証・リゾー卜開発」 緑風出版

， 998年 2月
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キーワード エコキャンプ・自然・自然保護・野外活動

1、はじめに

文部省生涯学習局より平成 8年 7月に出された「青少年の野外教育の充実について」の

報告によると、中央教育審議会答申で指摘している青少年の『生きる力』の育成を図る上

で、自然体験活動を捉える野外教育の充実は重要であるとしている。

自然体験活動は自然の中で、感性や知性を研き、自然、への理解を深め、創造性や向上心

を育み、自主性と協調性・社会性を育てる教育的手段としての直接体験学習を通じて、余

暇活動の楽しみ方を学び、心身を回復し自己を発見する知識をもたらし、啓発から自己実

現へと寄与するものと確信する。 そのためにも野外教育プログラム(プログラム開発・

実施期間の長期化や自然環境問題等)の充実と安全衛生管理の確率及びと自然、と人との関

わりからキャンプを通じての環境教育のあり方を図る必要がある。

2、研究目的

そこで本研究はテーマを「自然と人間」と題しエコロジーキャンプを通じて自然体験活

動を通じて、人々が自然と共に生き、自然を守り、自然を残していく為には自然の成り立

ちを理解していく必要がある。

特に生物環境のサイクルは山の生物から海の生物へと密接に関わっており、このサイク

ルを壊すことはできないし、この様な状況を総合的に原体験することによって、自然環境

への理解を深め、自然環境への配膚(野外活動におけるローインパクトの精神)を学習す

ることができるものと仮定し、キャンプを通じて環境に関わる知識及び態度の変容につい

て調べるごとを目的とした。

3、調査方法

本研究は、 rN体育大学社会体育体育学科野外集中実技・キャンプ」を履修したキャン

パーを対象に独自の質問紙を作成し、キャンパーに記述方式でキャンプ前、キャンプ後、

3か月後と 3回に渡って記述させた。

調査期間は 1997年 9月 1日から 1997年12月10日であった。キャンプ期聞は 9月 1日から

9月10日までであったが、その内 9月 1日から 9月 3日までは学内事前研修が実施され

た。

尚、参加キャンパーは男子 4名、女子19名、山のスタッフ 4名、海のスタッフ 6名であっ

た。
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4、キャンプの概要・プログラム

本キャンプは自然環境の中で幅広い自然体験活動として、山のプログラムと海のプログ

ラムを設定し、 トータル的な野外活動体験を通じて自然環境との関わりを体験できる場所

として沖縄県八重山郡竹富町西表島で実施した。尚、今回実施したプログラムは別紙の通

りである。

5、結果及び考察

①自然観について

キャンパーの自然観についての結果を見ると事前調査では「山は緑に固まれ、草木が多

く、蒸し暑い感じでシャングルの様である J r海は青くきれいで透き通っている」という

ように、初めて行く沖縄・西表という場所から神秘的なイメージを持っているようであっ

た。また、 「山には見たごとのない虫やハブが沢山いそう J r海はサンゴや色とりどりの

魚が多く見られそう Jと個々に於けるテレビ番組などの情報収集によって様々なイメージ

を形成しているようであった。

自然に対して「自然は偉大で人聞はその中で試されている様な気がする J r自然は何が

起ごるか分からないので、臨機応変に対応する J r自然は魅力あるが時には危険である J

というように自然と人との関わりについて何らかの意識を持っているようであった。

事後調査では「山も海も想像していたよりもすごくきれいで感動したJ r日本にもとの

様にきれいな場所があることを実感した」というような自然観に対する回答が得られた。

また、 「見たことのない動植物がいっぱい」というように多くの生物の存在を再認識し

たようであった。

キャンプの目標である山と海との関係をトータル的に見ると云うことから「山があって

海があると云うように山と海は別のものではないごとが分かった J r山と海は一体であ

り、地球上の基本を造っている」というように、自然環境は一連のものとして、とらえよ

うとしていることが伺えた。それは「全ての自然は本当に無駄がなく、人聞は逆に無駄を

持っていると痛感したJという自然に対する回答をみるととができた。

今回のキャンプではあまり天候に恵まれず、山のプログラムに於ては強風・集中豪雨・

落雷などに見舞われたり、仲間が埋我をしてしまうというハプニングから「自然は非常に

厳しいものであったJ r自然は怖いJという別の自然に対する回答が寄せられた。

この回答は 3か月後の調査にも表われ「自然は甘くない、厳しいものだと実感した」

「天候は変わりやすい、しっかりとした知識をもって接することであるJと印象が残って

いるごとが伺えた。同様に、自然観としては「山には野生生物がいっぱい、海は青く透き

通つるイメージが残っている J rきれいな山や海・動植物をみて感動したごとを覚えてい

る」というように印象ははっきりしているようであった。

所が、これらの印象とは別に「共存できるようなきれいな環境として大切にしたい」

「他の人達が、野生生物を傷付けないかと心配である J rエコキャンプの大切さを知っ

た」というように自然に対する保護の意識面が出てきていることに興味付けられた。

②自然保護について

自然保護の項目について事前調査を見ると「自然保護のためにはゴミを捨てない、ゴミ
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は持って帰る J r自然保護のためには木を切ったり、海には汚水や重油などを垂れ流して

はいけない」という多くの回答が得られ、基本的な環境に対するルールを認識しているよ

うであった。中には「自然は人聞によって壊されている J r自然を目的もなく壊してはい

けないJ r自然保護することはすごく大切なことである」という様に、自然保護の観点か

ら自然に対する取り組のあり方についての考えをもった回答も見られた。

直後調査では西表の自然の美しさについて①の自然観からも分かるように「ゴミを捨て

るという行為が恥ずかしいJ rゴミが落ちていたら拾い持ち帰る Jという意識行動に変わ

ってきたごとが伺えた。また、自然に対しては「人間ひとり一人の努力の積み重ねが自然

を守ることにつながると思ったJ r自然は壊れるのは早いけど、復帰するのは遅いからも

っと大切にすべきだ」という自然への対応姿勢が見受けられるとともに、野生生物に対し

ては「山も海もそごにいる生物が主役である J r実際に山や海を見て野生生物の生活の仕

組みを大切にし、壊してはいけないことが良く理解できたJ rサンゴが傷ついていて心が

痛んだ」という回答から見受けられるように、キャンパーは自然環境のについて体験を通

して良く観察している姿勢が伺えた。

このごとは 3か月後の調査結果から「自然が色濃く残る山や海を見るごとによって、今

迄以上に環境問題などに関心を持てる様になったと思う J r山や海が在って初めて人聞が

生きられるということを感じた。自然は人間にとって大切なものである J r工夫をすれば

沢山の自然保護活動ができるというごとが分かった。ごれからの自然を守っていかなくて

はならないことを強く感じたJという回答に見られる様に、自然保護への強い意識として

はっきりと印象づけられているごとが伺えた。

また、野外活動と自然保護の関わりから「自然にはルールがあり、ルールを守らないも

のは罰が与えられる。人聞はそのことを早く理解しなくてはならないと思う J r自然に対

しでも計画・運営・管理法を確り身に付け実行するようにしなければならないと考える」

と、野外活動のコンセプトに関わる定義を含んだ回答も伺えた。

③安全衛生管理について

安全衛生管理(リスクマネージメント)についての事前調査においては「生水や食料に

注意したいJ r山でのトイレが心配」という野外生活に関わる基本的な項目に関する不安

や「危険な動植物に対する対処はどうするのかJ r緊急時に於ける安全対策はj などと野

外活動に関する不安感を訴えているキャンパーも見受けられた。中には「自然は何時どの

様に変化するか分からない、常に最悪の事態を想定し、臨機応変に対処する J r自然のた

めに管理することは人聞を安全に配慮し守る ζ とである」と自然に対するリスク認識を持

っている回答も見られた。

直後の調査では、前述したように山のプログラムで強風・集中豪雨・落雷・仲間の負傷

といったアクシデントに見舞われたため、 「テントは場所と張り方で雨漏りと浸水が全く

違うというように、テンティングについて学べ勉強になったJ r晴天だけだったならば正

しいテントの張り方が分からないで終っていた」と野外生活技術(テンティング)に関す

る技術の向上が見られたようであった。全体のプログラムを通して「山や海は常に危険に

満ちている、気の緩みが事故を招くので、慎重に行動しなくてはならないJ r一人の怪我

や病気が全体に大きな影響を与えることを学んだ j という対自然への対処法と健康への自
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己管理について改めて認識を示した回答が得られた。

3か月後の調査では、精神的・身体的体験リスクがインパクトとして大きく残っている

ようで「自然を甘く見ないで、いつも緊張観をもち状況を理解した行動をしなければいけ

ないと思ったJ r救急処置の方法と未然に防ぐ対処法を身につけておくべきである J r自
然は必ず危険がつきまとう、そのことを何時も踏まえて行動すべきであると考えるように

なった」というような回答が得られた。また、自然現象だけではなく、危険な動植物に対

しでも配慮すべきであるという回答が得られ、これからの野外活動に於てのリスクに対す

る考え方に影響を及ぼしていることが伺えた。

④仲間について

仲間関係について事前調査では「お互いに協力し助げあっていきたいJ rあまり交流が

ないので、ごの機会に仲良くなりたい」などと漠然とした仲間意識しかない集まりである

ことが見られた。

直後調査では「仲間意識を感じ、信頼が生れた J r相互援助の重要さと力の大きさを感

じたJというように、初めはあまり話もしなかった仲間が同じ食事やプログラムで生活を

共にすることによって、協力の大切さを理解しお互いに注意や助言をするようになり、仲

間のつながりを示しているようであった。

3か月後の調査では「仲間がいたから楽しかったし、助け合うごとのできる大切さを知

ったJ r友達との紳がより深まった」という回答から、普段の生活では協力とか思いやり

に対する意識が希薄になりがちであるが、今回のキャンプ活動を通して仲間としてのつな

がりがますます深くなり、協力したり、相談しあったりして相互の信頼が深まったもので

あると見ることができた。

6、結論

今回のエコキャンプを通じて得られた結果をまとめると、次のように結論づけられた。

1)未知での体験刺激は後々まで継続的にかつ鮮明に残る。

2)良い環境の中で培った学習体験はごれからの自然に対し積極的に守りたい、残したい

という自然観と意識変化を持つようになる。

3)自然に対して一人一人が変われば自然は守れる。延ては自然保護につながる。

4)山の自然を守るごとは海の健農を守るごとであり、山と海の自然環境を一体的にとら

える教育的プログラムを組む必要がある。

5)野外生活・活動に於ける諸技術・知識は最低限修得しておく必要ががある。それは自

己防衛(精神的・身体的リスクの軽減)という観点からも重要である。

6)ストレス体験を克服した集団はより強い仲間意識と価値観を持つようになる。

野外活動は自然環境の中で自然の素晴らしさと人として生きる歓びを肌で感じ、人間性

の回復を求めようとする活動で、それは自然環境との関わりの中で営まれるものである。

エコキャンプは自然環境へのあり方と接し方を野外活動を通じて学習することにあり、

その教育的効果は有意義なものがある。また、自然環境をとらえる手法として野外活動を

スポットからラインへと拡大するごとによって、その学習効果は一層の深まりを見ること

ができると結論づけられる。
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I B -7 I 
グリーン・ツーリズムの振興に関する一考察

ー バイエルン州における現状と課題 一

笠木 秀樹(美作女子大学}

1 . 目的

自由時間の増大に伴うライフスタイルの変化は、リゾート開発に対しでも大きな影響を

与えたのバブル崩壊後は環境保護の高まりもあり、各地でリゾート開発の見直しゃ中止が

相次ぎ、 1980年代後半のリゾート開発ブームはさまざまな問題点を抱え挫折し、それらへ

の批判からもグリーン・ツーリズムへの関心が高まってきた。

グリーン・ツーリズムは、もともと西ヨーロッパ諸国ではじまり、今日では多くの人々

に余暇活動の一つの形態として受け入れられている。しかし、これは経済的に豊かになっ

た人々の生活価値観が、資源の有限性を認識したことと相まって、自然をコントロールす

るという発想から、自然への回婦、自然との共生という発想の変化に伴うものであり、そ

れは国際的な課題である環境問題とあわせた国民のライフスタイルの確立と農山村におけ

る持続性のある地域開発の手法と大きな関連性を持っているといわれている。

しかし、わが国におけるグリーン・ツーリズムの展開は、外来型開発 1)の域をでず、農

村への都市施設の導入としてのリゾート開発があとをたたず、必ずしも農村の活性化と結

びっく必然性がないことも少なくなかった。 2)

そこで、本研究ではグリーン・ツーリズムの先進地である西ヨーロッパ、特にドイツの

バイエノレン州の事例を研究することによりグリーン・ツーリズムの概念の再考とグリー

ン・ツーリズムによる余暇活動の可能性を明らかにしていきたい。

ll. 対象および方法

グリーン・ツーリズムを対象とした著書や研究は、啓蒙書や調査報告書の類を含めると

著作も多く、農林水産省をはじめとする行政関係団体の視察や日本地理学会リゾート開発

と地域整備研究グループによる研究もすすんでいる。

ヨーロッパにおけるグリーン・ツーリズムは、イギ

リスをはじめドイツ、フランス、オーストリアなどで

広く普及している。特にドイツでグリーン・ツーリズ

ムが始まったバイエルン州は、地理的にアルプスを擁

する比較的農業色の濃い州であり、農業の規模、山地

が多いなどわが固と類似している点も多く、比較対照

して意味がある地方の 1つである o

そとで本研究では、パイエルン州の事例を取り上げ、

DLGのガイドブック 3) をもとに分析を行った。

現地における調査は、平成 9年 7月 24 日から 3 1 

日までの 8日間にわたって現地調査(第 1図)および

現地における経営者や利用者への面接による聞き取り

。。
Q
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タースポーツ、冬は背後の山岳地帯でのスキーと一大レジャーゾーンと化している。

①都市部から近く交通のアクセスがよく、インターチェンジがすぐ近くにある。

②湖があり、ウォータースポーツや日光浴ができる。

③正陵地であり夏はパックパッキング、冬はスキー、スケート多くのスポーツ・フィ

ーノレドがある。

④自然が豊富で自然を利用したスポーツが年聞を通して行われている。

(2) Oberstdorf地区(山岳レクリエーション地区)

アルプスの山並みを目前に美しい緑の牧場に固まれた落ち着いたペンション街が特徴

の町。ワールドカップや国際大会が聞かれるスポーツのメッカであり、 3つのスキー場

をはじめ、スケート場やカーリング場などを有し、年間 250万人の観光客が訪れている。

①交通の便がよい。パークアンドライドシステムにより郊外に駐車場が完備して、

電気自動車で町の中心部を結んでいる。

②ワールドカップが開催されたスポーツのメッカであり、多様なプログラムが準備さ

れており、夏は 200km、冬は 150kmの山歩きノレートが整備されている。

③大規模開発を規制しすべてが地元資本であり、自然保護に重点がおかれている。

④ 100年の歴史があるにもかかわらず、自然景観や環境、町の美しさがそこなわれて

いない。

⑤平均 10泊する滞在型保養地であり、約 60%がリピーターである。

@r村と呼ばれたい。 Jという村当局の施策により、環境や地域農業の保全に取り組み、

厳しい規制がある。特に、苦手jり石による舗装や道路の湾曲、道幅に変化をつけるなど

の整備がゆきとどき、適度な緑木、ポイントに噴水やベンチなどが整備がされ、中高

層建築の規制が徹底されている。

(3) Oy・Mittelberg地区 (小規模レクリエーション地区)

ヨーロッパで有名な避暑地のボーデン湖やスキーのメッカオーパーストドルフが比

較的至近距離にあるものの観光地的にはその恩恵を受けていないが、豊かな自然と美

しい農村風景がある。

①美しい農村風景が楽しめ、自然が豊富で美しい小さな湖が多数ある。

②農業体験が手軽にできる。

③ウォータースポーツやサイクリング、テニス、乗馬などができる。

④丘陵地に立地しており、夏はパックパッキング、冬はスキー、スケートとスポー

ツ・フィーノレドが豊富にあり自然を利用したスポーツができる O

⑤プールや温泉利用のクアハウスなどが完備している。

@地域の伝統的なイベントが存在しており、ビジターも参加できる。

2， D L Gガイドブックによる余暇行動の分類

DLGガイドブックの記載の余暇施設を分類した結果および現地調査によれば、乗馬、

自転車、テニス、フィッシング、ウォータースポーツ、ウインタースポーツを挙げること

ができる。

余暇行動の特徴としては、農家の近くでの農村の特色を生かした山歩きや野歩きなどの
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調査を実施した。

ID. 結果と考察

1 ，パイエルン州における農家民宿の撮要

バイエルン州は、 1964年に始まった運動である f農村で休暇を j をはじめ、ドイツの農

業政策をリードしてきた。特にドイツ全体の農村セカンドハワス経営農家の約 50%が集中

し、 DL G (ドイツ農業協会)推薦農家 1，732戸の 33%にあたる 565戸が、ガイドブッ

クに登録されている。

(1) 農家民宿の形態

農家民宿の形態としては 2つの形態がある。

1つは、 Gastezimmer と呼ばれる「貸部屋 J(以下貸部屋型と称す)であり、ベッ

ドと朝食を用意する形態。かつてはシャワーやトイレは共用だったが、近年は自室に備

え付けた形態が主流になってきた。

そして、次が Ferenwohnungと呼ばれる「休暇用アパート J(以下アパート型と称

す)であり、キッチンやサニタリーを備えた 2DK程度で自炊を主とする形態である。

(2)経営管理

農家民宿の平均稼動日数は DLGの調査によると年間 200日前後であり、形態別では

貸部屋型が 125日、アパート型で 168日であり、約 60%がリピーターである。年聞を通

しては、 7・8月の夏期と 12月のクリスマス前後と 1月の冬期に集中しており、 10・11

月はほとんどビジターがいないのが現状である。

平均滞在日数は、概ね 10日前後である。形態別にみると貸部屋型が 7.1目、アパー

ト型で 10.5日である。平均宿泊料は前者が 25DM (約￥ 1，800)、後者が 50""80D M (約

約￥ 4，000""5，500)程度である。

DLGによけば 1997年度では、延べ 1，350万人が農家民宿を利用し、圏内バカンス

人口 4.6億人の 3%にあたるといわれ、収入は平均して農業収入の 3分の 1を占めてい

る。

(3)旅行の動機

農家民宿を希望して旅行する人々の動機は次の 5点が主なものである。

①静かさの中で何もしないでいることができる。

②光のシャワーを浴びることができる。

③おいしい物が食べられること o

④日常からの脱出できること。

⑤自然を体験することができる。

特に農家民泊をする特徴的なものを指摘すれば、ゆったりとした時聞が過ごすことが

できるの小動物と戯れることができる。自然体験や農業体験ができる。という 3点が挙

げられる。

2 ，農家民宿の事例

(1) Prien地区(湖沼レクリエーション地区)

ミュンヘンから 80kmと都市部から比較的近く、キーム湖付近に立地し、夏のウォー
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ウォーキングやサイクリングが主であり、乗馬、サイクリングなどの野外レクリエーショ

ンや自然学習、文化探求など地域の文化とも深く関連したものが多い。夏・冬の 2シーズ

ンが中心である。

N. まとめとして

グリーン・ツーリズムの条件としては、①農村の機能を備えていること。②農村を中心

としたレクリエーション活動が基本であること。③農業環境や自然環境の保全が伴うもの

であることがいえる。

考察の結果、グリーン・ツーリズムの振興は、結果として農山村に与えた影響は大きい。

第 1に農業外での雇用機会が創出されたこと、第 2にすべての活動や政策の前提が環境保

全であること、第 3としては行政と民間のパートナーシツプが確立され、市場原理が尊重

された地域自治が確立されていることである。

しかし、ツーリズム人口は、園内バカンス人口の 3%にすぎず、いかに農村の魅力を宣

伝し、滞在者を増やすかが課題である。しかし、グリーン・ツーリズムの援輿によってバ

イエルン州の農山村の活力がよみがえり、そこから新たな余暇活動が生まれてきたといえ

る。

参考文献
1 )保母武彦(1997)r中山間地域と内発的発展論j、地域開発、 97.5 Vo1.392、日本地

域開発セ ンタ-

2 )井原満明 (1996)rグリーンツーリズムの潮流と取り組み」、地域開発 96.3Vo1.378 
日本地域開発センター

3) DLG(1997) "Urlaub auf dem Bauernhof Landurlaub"， DLG・Qualitatszeichen

4 )山崎光博ほか(1993)rグリーン・ツーリズム J、家の光協会

5 )依光良三ほか(1996)rグリーン・ツーリズムの可能性J、日本経済評論社

6 )津端修一 (1994)r現代ヨーロッパ農村休暇事情J、はる書房

7 )松村和則ほか(1997)r山村の開発と環境保全J、南窓社
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匡玉
東京湾内における釣り場環境の実態に関する研究

key words :海釣り場，施設，海釣り公園

1 .はじめに

東京農業大学地域環境科学部 O荒井歩

(株)岩崎産業 春日章宏

釣りは老若男女問わずに楽しめるレジャーのひとつで、ある。特に港湾構造物からの海

釣りは、比較的簡単に出来る釣りとしてその愛好者も多い。さらに昨今のアウトドアーブ

ームやルアーブpームと相まって海釣り人口は増加しており、この動きは多様な釣り場への

要求につながると思われる。そこで本研究では、今後の海釣り場整備のためには現在どの

ような環境で海釣りが行われているのかを把握する必要があると考え、主に施設環境の側

面から東京湾内の釣り場の現状を整理し、その問題点を考察した。さらに現在港湾局が推

進している海釣り公園および海釣り施設(以下海釣り公園)が従来の問題点にどのように

対処しながら多様化する釣り場のひとつとして新しいスタイルを確立しえているのかを検

日正した。

2.東京湾内における海釣り場の現場

(1)調査対象地

釣り場とは対象魚のいるポイントがある場所を指し、釣り人は釣り情報誌等から釣り

場の情報を得て釣行へと向かう。そこで釣り情報誌から現在東京湾内(神奈川県横須賀市

観音崎~千葉県富津市富津洲)にある釣り場を検索したところ 139ヶ所の釣り場が確認

できた。 1)加の周辺土地利用の違いによる釣り場環境の相違が想定されたため、さらに情

報誌の区分を参考に東京湾をA地区(横須賀市~横浜市)、 B地区別|崎市~江東区)、 C

地区(江戸川区~千葉市)、 D地区(市原市~富津市)の4地区に分類した。

(2)調査方法

港湾構造物の形態によって潮流、海底等の自然条件が異なり、それに従い対象魚にも

差異が生じる。そこでまず各釣り場の港湾構造物形態を港湾法の施設定義に従って、構造

物のない自然海岸(タイプ 1)、沖堤(タイプ 2)、埠頭や護岸(タイプ 3)、防波堤(タイf4)の

全体

A地区

8創色区

C港区l

D地区l

4タイプに分類した(図-1)。めさらに

施設面から釣り場環境を把握するために

情報誌のデータを用いて、各釣り場にお

ける交通手段、駐車場の有無、港湾施設

を利用する他の活動との関係、危険を伴

う釣りポイントの有無を整理した(図

2、図-3)。最後にマリンレジャーの

活動条件として挙げられている 6項目

(①安全性、②1知直性、③利用性、④安
20も

一 一 定性、⑤経済性、⑥景観性)を活用し

[Hf7"l ーィ?一一口一一一'4 D 'I\-~ー;m~~f7' て、整理結果の分析を行い、釣りの問題

図一1 港湾構造物にの形態による釣り場の分類 点について検討した。。
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(3)港湾構造物の形態による分類

全釣り場の約 60%は埠頭や護岸(タイ7 3)が占めている。河口部や港内、埋立地の釣

り場の多くはタイプ 3となることが比率の高さにつながっている。列7 3におけるポイン

トは自然条件も汽水域、海水域等と多様性に富むためハγやスス可等も釣れ、初心者やノレア

ー使用の釣り人でも楽しめる釣り場である。また各地区毎にタイプの割合は異なり、タイプ1

2，3の釣り場は潮目が望めるため、 Wタアシややクログイ等の格好のポイントとなり、 A、D地

区には釣果狙いの釣り人が遠方から釣りに訪れる可能性が高いといえる。

(4)釣り場の施設状況

1)交通手段と駐車場の有無:交通手段で釣り場を電車型(駅から徒歩 10分圏内に釣り場

がある)、パス型(最寄りの駅からパスで、アプローチする)、車型(交通の便が車しか無

しすの4つに分類した。その結果電車型は 15%程度に過ぎないが、車型、パス型は共

に 40%以上の値を示した。一般的にも釣り場への交通手段に車を利用する人が多いた

め駐車場の有無を調べた。すると駐車場および駐車出来る代替地を釣り場近辺に有して

いる所は全体の 12%にすぎず、多くの釣り人が路上駐車等をしながら釣りをしている

ことが推察された。

2)船貨の積み卸し場との重複:船貨の積み卸し場を釣り場として利用している所は 14.4%

と少なかったが、積み卸し場での釣りを禁止している所も 15.8%あり、実際は積み卸し

場で釣りを行う人がいることが推測された。

3)立入禁止地区の有無:釣り場の中に私企業地等の立入禁止地区があるところは 54.7%と

過半数以上を越えている。ポイント聞の移動で立入禁止地区を通過したり、立入禁止地

区内で釣りを行った結果、敷地管理者とのトラブルを引き起こしていると考えられる。

4)航路との重複、危険地点の有無:海域で、は航路に釣りのポイントがかかっている所が20%

存在し、船のスクリューに釣り糸が絡まる等の事故が危倶される。また足場の悪さや高

波の危険が伴う釣り場も 27.3%確認できた。

(5)海釣り場の問題点

以上の結果をマリンレジャーの活動条件に沿って分析すると、安全性と利用性に特に

問題があることが考えられた。釣り場として活用している港湾施設は港内の静穏確保や積

卸しおよび乗降が本来の目的であるため、釣り人の安全性や利用性に考慮されておらず、
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またその義務もない。基本的に釣り人個人が責任を持ち、マナーある行動すれば現在の釣

り場でも楽しめる。しかし家族連れや女性の釣り人の増加により、手すりや足場の整備と

いった基本的な安全性が確保されている釣り場やトイレ、駐車場、売盾等の施設が設置さ

れた利用性の高い釣り場の需要が高くなっていることも事実である。実際情報誌で「家族

連れ向けの安全な釣り場」として紹介されている、圏内から釣りが可能な公園 19ヶ所(海

釣り公園除く)の釣り場環境は、交通手段で電車型が 47.4%、駐車場設置が 63%、危険

の伴う釣り場 15.8%と安全性、利用性に配慮されている釣り場であった。

3.海釣り公園の釣り場環境

(1)海釣り公園の概要

東京湾の釣り場における問題点として明らかとなった安全性と利用性に考慮しながら、

快適性、景観性、経済性にも配慮した釣り場を目指しているのが現在東京湾内に 7ヶ所存

在する海釣り公園である(表-1)。防波堤や護岸に柵等を設置して改良したり、釣り専

用の桟橋を設ける等安全性に重点をおいている。全ての公園で駐車場を完備しているが、

交通手段としてパスでのアプローチも可能な所が多い。管理人が配置されている所も多く、

人が多い時は入場制限、悪天候の時には入場中止を行う。従来の釣り場にはなかったトイ

レや売居、緑地も設置されている。また陸域の管理と平行して、魚礁の設置や、海底への

砂散布等の海域での管理を行い、釣り場の安定性を心がけている。一部の公園では入場料

を徴収しており収益は釣り場の管理にあてている。管理人を地元雇用している公園も存在

する。

(2)海釣り公園の利用状況調査

次に海釣り公園が概要通りに問題点に対処した釣り場として利用されているのかを利

用実態調査によって確かめた。本牧海釣り施設(タイプ 3+4)、川崎浮き島つり公園(川7
0

3)、若洲海浜公園(タイプ 4) を調査対象として公園利用者にアンケート調査を行った。設

問は、交通手段、来園・帰宅時間、来園者構成、施設に来た理由等から構成した。調査は

1996 年 8 月~1O月にかけて行なった。

1)回答者の概要:回答者は本粉毎釣り施設(以下本牧)41名、川崎浮き島つり公園(以

下川崎)31名、若洲海浜公園(以下若洲)25名の計97名である。各公園とも 10代か

ら60代以上までと幅広い年齢層に利用されていた。

2)交通手段:各公園とも利用者の多くが釣り場の設置された市・区、または隣接する市・

区からの来訪である。本牧では来訪者の 49%が横浜市民、川崎は川崎市民 35%、横浜

市民 23%、若洲は東京 23区民 44%という値となった。近隣からの来園者が多いにも

関わらず、交通手段としては各公聞とも車の利用が約 80%であった。

表-1 海釣り公園の概要

公園名 プロッヲ タイプ 開園時間 料金 駐車場 交通手段 売庖 管理棟 トイレ 緑地 入場制限

横須賀海辺釣り公園 A地区 3 7:00-21:00 無料 O 駅から徒歩5分 O O O O 200人

磯子海釣り場 At也区 3 8:00-18:00 300 0* 駅からパス O O O 
本牧海釣り施設 A地区 3+4 6:00-19:00 900 O 駅からパス O O O O 700人

大黒海釣り公園 At也区 4 6:00-19:00 無料 O lRヵ、ら1¥ス O O O O 300人

川崎浮き島つり公園 B!也区 3 24時間 無料 0* 駅からパス 0* 
若洲海浜公園 Bi也区 4 6:00-21:30 無料 O ~Rヵ、ら 1\ス O O O O 
|市原市海釣り施設 D地区 4 6:00-19:00 820 O 車 O O O O 300人
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3)来園および、帰宅時間:魚の動きが活発になる時間帯と合わせて、通常の釣り場では早朝

から釣りが行われている。海釣り公園では本牧が6時台と 9時台の2回来園者のピーク

があった。若洲では8時台に、川崎は 10時台に来園のピークがあり、本牧を除いては

比較的遅い釣りのスタート時間といえる。海釣り公園では他の釣り場のように真剣に釣

果を狙っているというより、釣りに来ている過程や釣り場の環境を楽しんでいると考え

られる。また、帰宅の時間として各公園とも 14時"-'15時台。11崎は 16時台も含む)

にピークがあり、午後の釣れにくい時間帯になると帰宅する傾向がみえた。

4)来圏構成:各公聞とも 2"-'4人で来園するケースが 70%以上を占めた。逆に一人での

来園は川崎の 26%の他は少ない値となった。誰と来園したかという問いに対しては、

本牧、若洲は 64%が、川崎でも 48%が家族と回答している。家族での来園は、父親と

子供のパターンと両親と子供のパターンが多く、夫婦でという来園者も存在した。友人

との来園者も各公園ともに 20%程度存在した。このことから、釣りを楽しみながら、

コミュニケーションの場としても海釣り公園を活用していることがうかがえる。

5)再来園者率:回答者のうち調査日の来聞が 2回目以上の来訪者は 60""70%存在した。

特に 10回以上の来園に本牧で 49%、若洲では 36%の回答があり、再来園率が高いこ

とが明らかとなった。

5)来園の理由:複数回答で、来園理由についてたずねたところ、各公園とも利用性(近いか

ら、施設が整っているから、駐車場があるから)、安全性(安全だから)、 f対車性(気軽

に釣りが出来るから)に多くの回答が集まった。逆に環境の維持を示す安定性(釣りた

い魚がいる、よく釣れる)に対する回答は極めて少ない結果となったO

これらの結果から、海釣り公園は設置の目的通り安全性、利用性を備えた公園として

認識されていることがわかった。今後は海域の安定性を高めるためにどのような管理・運

営を行っていくべきかを追求する必要があるだろう。また今まで港湾構造物からの海釣り

と経済性との関係については余り検討されてこなかったが、今後検討の余地がある事項と

思われる。

4.むすび

以上東京湾内の釣り場環境の現状を整理し、その問題点を明らかにしてきた。また家

族連れや女性、釣り初心者等が求める安全性、利用性に富んだ釣り場環境が海釣り公園の

設置によって実現していることがわかった。しかし、釣り技術のレベルや同伴者の属性に

よって求められる釣り場環境は異なる。魚影は濃いが他の活動と利用が重なる港内や沿岸

道路等は施設面の整備が困難である。様々な条件下における釣り場に対し、ハード面から

だけではなく管理・運営等ソフト面からの工夫も含めて如何に整備していくかを考えてい

くことが今後の課題といえよう。
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亙ヨ
市民 NPOによる緑地の利用・管理の参加者誘致圏について

一東京都町田市かしの木山自然公園を事例に一

。栗田和弥東京農業大学地域環境科学部

植竹 薫東京農業大学大学院造冨学専攻

1.はじめに ーかしの木山自然公園について一

市民による非営利組織(以下，市民 NPo)はその組織の目的など様々である。特にその中で

も公園緑地などの自然環境の保全活動を行なう団体に公園愛護会がある。市民が主体となって公

園設立から，公園緑地の計画，そして運営(植生管理作業，レクリエーションプログラム実施な

ど)まで手づくりで行なう東京都町田市の「かしの木山自然公園」は，全国的にみて珍しい例で

あるといえよう。このような事例は近年，神奈川県横浜市の「市民の森」などにおいても，自然

環境の管理としてのみならずレジャー・レクリエーション活動としても盛んになってきている。

「かしの木山」は，市有地の「かしの木山自然公園」と，市と土地所有者が借地契約をしてい

る「かしの木山緑地」からなる 4haの都市公園である。かしの木山自然公園は，住宅地に隣接し，

雑木林やスギの植林，谷戸地形と一部湿地が残るなど貴重な緑と認識されていた。 1985年に地

元住民が立ち上がり，署名運動が契機となって市が用地買収をして保全することが決定した。開

園前から有志で手作り作業という活動を展開し， 1988年に開園した公園である。現在は，自然

観察会，自然講座，講演会，工作教室などの活動や定期的な管理活動を展開している。かしの木

山緑地は一般公開されていないが，雑木林保全のための最低限の植生管理を行なっている。

2.目的および方法

近年のアーバン・フリンジ(都市と農村の境界域)における公園や農林地などの空間の管理の

担い手して市民の潜在能力(意識)は高く 1川将来の市民 NPOの活動の展開を進めていく上で，

現状を検証することが重要であると考えられる。そこで，市民 NPOとして愛護会会員の現状を

把握することを目的とする。対象は，東京都町田市の中央に位置する「かしの木山自然公園」お

よび「かしの木山緑地J(図-1斜線部)を事例として，開園した 1988(昭和 63)年度から 1998(平

成 10)年度 6月までの「かしの木山自然公園愛護会会員J(以下，会員)として登録している市民

の誘致圏について分析を行なった。

3.かしの木山自然公園愛護会会員の誘致圏について

会員の誘致圏を 7地域(町田市の 6(旧5村)地域と山崎町地域(旧 3村の境界をまたそ形でつ

くられた町域)，および町田市外)に分け，開園からの年度毎に集計を行ない町田市の地形図に

まとめた(図-1)。一般的な公園利用パターンでもいわれるように，近隣地域からの参加が多い

ことが明らかとなった。一方，遠隔地，特に旧境村(境)地域は，接近性の悪さや，境地域には

雑木林など自然環境が比較的多く存在しているために，敢えてかしの木山の活動には参加しない

ことが考えられる。しかし，近隣であっても町田市外地域においては，市報などによる情報が不

足していること，市外はよそ様の土地であるという意識によることが原因と考えられる。現会員

数は 304名である (1998年6月現在)。
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然公園

町国市以外の地調度
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図・1かしの木山自然公園愛護会会員の誘致圏

(町田市旧村地区単位にみた会員の分布および経年変化，

旧境村は会員なし)

おわりに

さらに今後，かしの木山自然公園の利用状況を把握するために，詳細に町名単位での分析や愛

護会会員のみならず，公園の一般利用者の活動への参加動向を明らかにしていく必要がある。

本研究を進めるにあたりかしの木山自然公園の須崎郁三郎氏の貴重な助言をいただきました。

また，愛護会執行部の皆様の御協力を賜りました。ここに御礼を申し上げます。

文献

1)植竹 薫(1998):自然環境保全市民ボランティア組織の活動実態に関する研究.東京農業大
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2)影沢裕之，栗田和弥，永嶋正信(1997):市民による雑木林における活動に関する研究.

ヤー・レクリエーション研究， 37， 88-89. 

3)かしの木山自然公園愛護会(1988"""'1998):かしの木山自然公園資料.
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子どもスポーツ組織における加盟・継続・脱退を規定す要因論的検討

~スポーツ少年団に着目して~

0安田直由(福岡大学大学院)

大谷善博(福岡大学) 松尾哲矢(福岡大学) 立木宏樹(福岡大学)

はじめに

子どもスポーツ研究において、山本は、子どもスポーツの現状を商業主義と大人文化による囲い込みの問題とし

て捉え、その結果、子どもの主体性の縮少、燃え尽き現象、逸脱現象などの問題が生じていると稔じている。また、

社会化過程のエージェン卜として学校と地域のスポーツ組織の分離状況と、その社会化過程の連続性についても指

摘している。また、犬飼は集団における子ども相互の関係として、集団における子どもの大人からの独立過程、ス

ポーツ集団における社会化の中で「文化としてのからだ‘」の獲得が幼児的心性行動の克服になる、といったことを

あげ‘ている。

このように、特に大人文化と子どもスポーツという視点を中心lこ、集団レベル、組織レベルでの研究が進められ

ている。そのアプローチの仕方は様々であるが、実際に組織化された子どもスポーツの動向とそこに内在する集団

的、組織的問題という点から現代の子どもスポーツをめぐる問題を浮き彫りにすることも可能であろう。組織化さ

れた子どもスポーツ組織としては、スポーツ少年団、競技連盟における少年部などがある。

スポーツ少年団は日本体育協会がその創立50周年の記念事業として11人でも多くの青少年にスポーツの歓びを」

「スポーツを通して青少年のからだとこころを育てる組織を地域の中に」と願い、 1962年に創設したものである。

ある意味で日本体育協会の中核的な組織ということができる。平成8年度現在、約100万人の加盟者がいるが、日

本体育協会としては第6次育成計画(平成7年度から 5ヵ年計画)で200万人というものを打ち出している状況にあ

る。しかし、都市部におけるスポーツ少年団団員数は激減している状況にある。これはどうしてこのような現象が

起こってくるのか、この点については、子どもスポーツ組織のあり方を再検討する上で・非常に重要な論点、だといえ

よう。

そこで本研究では様々な子どもスポーツ批判を視野に入れながら、現在、組織化されている団体の中で、最も中

核的組織であるスポーツ少年団をとりあげ、団員数減少に着目しつつ、加盟・継続・脱退を規定する要因について

明らかにし、子どもスポーツ組織のあり方について検討してみたい。

1 .調査枠組

本研究では次のような分析枠組を設定して分析を行った。

Gii!M.o)P!y 
図1 スポーツ少年団に関する調査枠組

2.方法

調査1

1 )調査時期 平成10 年 4 月 ~6 月

2 )調査方法 郵送法における質問紙調査

。集団レベル

・少年団(単位団)内部における問題

-他のスポーツ少年団との関係の問題

(子ども同士の問題、指導者同士の問題等)

。組織レベル

・スポーツ少年団と競技連盟との関係の問題

・地域社会(社会教育関係団体)との関わりの問題

.学校との関係の問題

3 )調査対象 スポーツ少年団の登録をやめた福岡市在住の指導者

(現在、 スポーツ少年回以外の子どもスポーツ制民草lこ関わってLる人、全く子どもスポーツから離脱した人の双方を含む)
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調査2

1 )調査時期平成10年4月 ~6月

2)調査方法郵送法における質問紙調査

3)調査対象 現在、競技連盟の少年部クラブ

の指導を行っている指導者

3.結果と考察

1 )組織脱退の要因

( 1 )登録状況

調査3

1 )調査時期平成10年4 月 ~6月

2)調査方法郵送法における質問紙調査

3)調査対象現在、スポーツ少年団の指導を

行っている指導者

当時の登録状況については、「スポーツ少年団のみに登録していたJ58.1%、「スポーツ少年団と競技連盟の

少年部に同時に登録していたJ29.0%であった。

また、スポーツ少年団に登録することに「メリットを感じている」と答えた人は54.8%、「感じていない」と

答えた人は45.2%であった。メリッ卜としては「スポーツ少年団としての誇りがもてたJrスポーツ少年団とし

ての自覚が高まったJr他のスポーツ少年団との交流が深められた」というものが上位にあがっていた。また、

デメリットとしては、 「スポーツ少年団としての活動上の規制が多い」が最も多くあげられていた。

(複数回答)

ここでは組織脱退の要因について、登録をやめた理由の第1位であった「スポーツ少年団と競技連盟の少年

部とのこ重登録を避けるため」に着目し組織構造、なかでも体育協会内部におけるスポーツ少年団と競妓連盟の

少年部における関係から検討してみたい。

スポーツ組織の場合、一つの組織に対して一つの登録窓口というのが一般的である。しかしながら体育協会

ではスポーツ少年団と競技連盟の少年部においては、違う登録窓口でありながら、それを統括する団体は日本

体育協会という組織である。つまりここでは一つの組織に対して二つの窓口というような構図になっている。

これは組織の構造的問題として重要であろう。競技連盟の少年部においては各種の大会に出場するのに登録を

しておかなければならないが、スポーツ少年団に登録していることで大会参加が規定されるようなことはほと

んどない。このためスポーツ少年団に登録するメリッ卜が大会参加要件とうい規制によって生み出されていな

い。このことは登録とメリッ卜に関する問題として重要であろう。

4.まとめ

組織脱退の理由として、スポーツ少年団としての活動上の規制があるなどのデメリットやメリット感のなさもさ

ることながら「スポーツ少年団と競技連盟の少年部との二重登録を避けるため」をあげる人が最も多かった。この点

に関しては、特に、組織の構造的な問題、運営的な問題が深く関連しているものと推察された。

以下、調査2、3の結果をふまえて加盟・継続の要因について、より詳細に検討していきたい。
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匡王現代女子学生の健康意識について
一一一一寺金昼三生色 2舌におけるラ乞雪尾 J室長一一一一

。生方盈代(国立音楽大学〉 植田芳子(大手前女子大学) 松木伸子(大手前女子大学)

藤井陽江(立教大学〉 堀 良子(帝塚山学院大学〉

キーワード:女子学生、充実感、余暇能力

1. ~ま Lユ訟う占こ

今日の教育の現状で、特徴的なことの一つをあげるならば教育や子育てが年々難しくなっ

てきたことである。これは年次的に学卒者の比率が高まり、文、あらゆる分野の科学的分

析や学問的領域の細分化にともないさまざまな研究活動の発展がなされてきて、豊富な情

報のもとであたかも親の教育について知識が高まり、学校教師の教育的力量が高まったか

に見えることや、さらにこどもの“からだ"と“こころ"の不均衡からおこる社会問題が

続出している現在、地域や社会からは学校教育に対して多大な期待とその反面に不信をも

抱いている。このような状況を認識せずに今日の教育問題を考えるわけにはいかないから

である。現代のこどもが起こす異常な行為は、本来こどもが身体活動をともなう遊びの中

で心身の発達を遂げていくことが自然であろうが、現実は遊びの場面を持てず、遊びを知

らない状況から生み出されたと考えられる。遊びの衰退は結果としてこどもの成長にマイ

ナスの影響を与えているといえよう。

現在の女子学生においても、多くは遊びの少ない受験期を過ごし、好ましい生活習慣が

身につけられぬまま日々充実感を持てない現実であろうと思われる。日常生活の中で、遊

び、充実感と関係があると考える「感動すること」や、 「ストレス」についての実情や捉

え方、 「レジャー・レクリェーション」に対する認識や活動状況についての調査をおこな

うことで、日常生活活動がより積極的により豊かな生活場面となるような資料提供を目的

とし Tこ。

H. コ守主去

1.調査対象:東京都 2大学.大阪・兵庫県の各 1大学(合計 335人)

2.調査方法:質問紙法によるアンケート調査.回収率100%

3.調査期日:1998年5月18日-25日

4. 質問項目1. ストレスについて 2. コミュニケーションについて

3. レジャー・レクリェーションについて 4.将来問題について

11. 糸吉男毛と呈雪算書E

質問項目 1 ストレスについて

その1. [""あなたは現在何らかのストレスを感じていますか」感じている・・71.9%，感

じていない・・27.2%，無回答・・0.9揮であった。約30%の学生はストレスを感じていない回

答だが、ストレスがあっても上手に対応できているのか、あっても感じないのか、全くな

い状態かの判断は、今回の調査では追求できなかった。しかし 70~以上の多くの学生が、
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学業やクラブ活動、友人関係などの問題でストレスを感じながら生活している様子がうか

がわれる。

その 2. r最近“感動"をすることにであいましたかJ “ある~・65.a、 “ない"・・32.

2lti、無回答・・2.Uであった。感動した内容についての記述をみると映画を見て・4怖がー

番多く、ついで人との直接のかかわりで感動した・・2側、 T Vを見て、 CDを聴いて、ラ

イブにいってが18ltiであった。その他少数だが素晴らしい景色や、爽やかな天候に見回れ

てなどである。この中で人との直接の関わりでの、感動については具体的に、人の優しさ

に触れて、恩師・友人からの励ましの手紙、友人との会話、他人への思いやりなどが挙げ

られている。物や事、人や自然に感動することは極めて人間的であり、より人間らしく豊

かに生きて行く原動力であると考え、感動の価値についτ学習する事は意味があるといえ

よう。又、感動がないと回答した学生は、 35月が感動がないことをつまらない・悲しい・

寂しいことと思い、 14覧が感動するような出会いがしたい、感動してみたいと望んでおり、

16%が別にどうでもいい、なにも思わないと無感動の回答は本研究の課題のーっとなる。

質問その1.の「ストレス」と「感動j の有無の回答をクロス集計してみると、ストレ

スがあり、感動もある・・47.5lti、ストレスはあり、感動がない・・23.3lti，ストレスはなく、

感動がある・・16.4施、ストレスはないが感動もない・'9.8耳、無回答・・3.Oltiであった。この

集計ではストレスがあっても感動できることがあると、ストレスに対応していく意欲があ

るであろうと考え、集計を行ってみた。 その結果としてストレスがあるが、感動するこ

とはないの回答者がどのようにストレスを向き合っているのかは残された問題である。

その 3、 「毎日が楽しいですかJかなり楽しい・・7.2~，まあ楽しい・・ 33. n、普通・・40.

側、あまり楽しくない・・13.側、楽しくない・・4.2%、無回答・・l.5%であった。全体のおよ

そ20ltiの楽しくないという回答は、大学や専攻、進路の違いや友人関係の問題などが多く

の理由で今後の学生生活全体の気にかかる点である。

その 4、 「日頃充実感がありますか」充実感がある・・8.錦、まあ充実感があると思う・・

25. a、普通・・38.側、あまり充実感がないと思う・・18.側、充実感がない・・8.側、無回答・・

O. 6買あった。

その 5、 「日噴憂欝感がありますかj憂欝感はない・・6.6lti、憂欝感はあまりない・・16.4

k 普通・・34.側、わりと憂欝である・・30.7施、かなり憂欝である・・9.側、無回答・・2.aで

ある。全体の約40施憂欝であるという回答は、学校の授業に出たくなかったり、授業中で

あることが新入学生にみられ、学生生活が憂欝であることは、質問その 3で毎日が楽しく

ないの回答と一致する点である。

N. 言ミ之=以う

本研究において、現代女子学生の学生生活における充実度について調査を試みた。 r充
実感」を取り巻く要素となる「ストレス」、 「感動」、 「充実感」、 「日々の楽しさ J、

「憂欝感」等についてみると、日々ストレスを感じていながら、感動することもかなりあ

る。充実感はかなり持ち得ているが、半数が憂欝感を感じている結果で、いかにも現代若

者の複雑多様な有り様を呈している。このような実態を学生も把握し、今後のよりよい学

生生活の設計指導の一助としたい。

参考文献;教育問題の社会学
その他

高浜介二著
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匡ヨ囚
運動によるレクリエーション効果に関する研究

一(1)朝の不定愁訴の解消とレクスコアの変動一

前橋明

(倉敷市立短期大学)

Key words 朝の不定愁訴，運動効果，レクリエーシヨン効果，レクスコア (RS) 

緒言

これまでに各種学術学会に発表されているレクリエーシヨンの定義や特質を調べ，レクリエーションの効
果を分析する「レクリエーシヨン効果チェックリスト」けを作成するとともに，疲労自覚症状調査との関連

性について検討を加えてきた。その結果，レクリエーシヨン効果チェック 1)ストによるレクスコア (RS)は

自覚症状調査による疲労スコアと統計的に有意な相闘が認められ，レクスコアの利用は，疲労回復の側面の
みならず，対象者の状態の変化，特に身体的・精神的・情緒的変化を捉えることの可能性が示唆された。

さて，本研究では，現今のように，受験勉強に加えて，今日の夜型化した社会の中で過ごしている高校生
の朝(登校時)の不定愁訴レベルを，運動によって軽減させるレクリエーション効果の可能性があるかどう

かについて，レクスコアおよび他の生体指標を用いて検討することを目的とした.

方 法

本研究の内容は，高校生の朝(登校時)の不定愁訴を調査すると共に，登校後，第 1校時にバレーボール
のゲームを 2試合行うことにより，朝に抱いた不定愁訴の減少と運動によるレクスコアがどのように変動す
るかを分析しようとした.

研究の対象は，普通科高校3年生の女子生徒68名とし，生体指標には，主観的な疲労自覚症状の訴えとレ
クリエーション効果(レクスコア)を採用し，一方，客観的な指標としては，大脳の機能の程度を示すフリ
ッカー値と，筋力指標としての爆力値を測定した.また，運動時の身体活動量としては，歩数を用いた.

主観的な指標としての自覚症状しらべは，日本産業衛生学会の調査票 2)を用いた.ここでは，各症状の訴
えの強弱を示すことにより，症状の変動量をより的確にとらえ，各症状の発現状況の差異を明らかにしよう
とした.従来の I群「ねむけとだるさ J， II群「注意集中の困難J， JII群「局在した身体違和感」の各10症
状について r症状がない」場合を 0)点 r症状が少しある」を l点 r症状がかなりある」を 2点 r顕
著にみられる」を 3点とした 4段階に分け，全症状の訴えスコアの合計点を疲労スコア 3)として表した.

レクリエーション効果の調査 1)では， 10項目からなるレクリエーシヨンの効果を表す間いに対する回答を

スコアイじし， 5段階の評定とした。具体的には，活動前と比して，変化のない場合を O点，やや悪いを -1
点，大変悪いを -2点，少し良いを+1点，大変良いを +2点という基準にした.

客観的な指標としての筋力は，握力計を用いて左右 1回ずつ測定し，大脳皮質の機能を表すフリッカー値
は，フリッカー値測定器メピカ(ヒロボー製)により下降法にて測定した.歩数は，運動開始から終了まで
の間，万歩計(タニタ製カロリーウオーク)を各生徒の腹部側面につけ，運動量を万歩計の歩数として計測

した.スポーツ種目としては，集団スポーツの中から，ネット型ゲームのバレーボールを実施した.運動実
施にあたっては，ウォーミングアップを 5分間行い，ゲームを40分間(2試合)行った.

得られた資料は，平均値±標準偏差で表し，対応のある場合の平均値の差の検定 4)により，統計処理を行

った.

結 果

1.登校時の不定愁訴と運動後の不定愁訴

高校生が抱く登校時の不定愁訴のうちで平均訴えスコアが0.3以上の症状は r全身がだるい J r足がだる
いJ rあくびがでる J r頭がぼんやりする J rねむいJ r目が疲れる J r動作がぎこちないJ r横になりた

い」であり，主に I群「ねむけとだるさ」の症状と「肩がこる」という JII群「局在した身体違和感」の症状

であった(図 1) . 
また，バレーボール後の訴えの変動をみると， 30症状のうち r手足がふるえる」と「足もとがたよりな

い」という 2項目を除いては，すべての症状の訴えが減少の方向に向かった.特に有意な減少を示した項目
は r頭がおもいJ r全身がだるいJ r足がだるいJ rあくびがでる J r頭がぼんやりする J rねむい」
「目がつかれる J r横になりたいJ r肩がこる J r気分がわるい」の10症状であった.
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朝(登校時)の不定愁訴と運動(バレーポール)後の不定愁訴の変動
(N=68，平均睡眠時間 6.05:t 1.26時間)

運動前の訴えスコアに対する差*p<0.05， * * p<0.01， * * * p<0.001 

l 掛 tおもい
2 全身がだるい
3 足がだるい
4 あくびカやでる
5 頭約まんやりする
6 ねも司、

図 1

2 .朝の運動(バレーボール試合)前後の自覚症状訴えスコアの変動

朝の登校時における I群の訴えスコアは4.0，II群の訴えスコアは0.9，m群の訴えスコアは1.7であり，バ
レーボールを実施した後には 1群は1.1に， II群は0.4に， m群は0.9にそれぞれ低下した(図 2). 
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女子高校生における朝の運動(バレーポール)前後の自覚症状訴えスコアの変動

(運動前値との差** p <0.01， * * * p <0.001) 
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3 .運動(バレーボール)前後のレクスコア，疲労スコアの変動

レクスコアは，体育授業後に 12.0::t6.33と高まった(図 3) .なお，疲労スコアは，運動前6.8::t7.8から
2.4::t4.53へ有意に低下した (p<O.OOl) • 
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4 .運動(バレーボール)後のレクスコア

項 目 。 仏5 1.0 1.5 0;手J

l楽しかったですか

2気分がよくなりましたか

3充実・満足しましたか

4達成感ゐ守専られましたか

5精糊悦疲れがとれましたか

6からだ¢疲れがとれましたか

7からだの調子がよくなりましたか

8肩や首のこりがとれましたか

9今日はぐっすり眠れそうですか

10食事がおいしく食べられそうですか

図 4 運動(バレーポール)後のレクスコア
(運動前値を Oとして表したもの)

N=68 
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レクリエーシヨン効果チェエクリストの各項目において，運動後のレクスコア (RS)カ$1.5以上の得点を得

た項目は r楽しかった (RS=1.62) j であり， 1.0以上では「充実・満足した (RS=1.40) j r気分がよく
なった (RS=1.35)J r達成感が得られた (RS=1.29) J rぐっすり眠れそう (RS=1.22) J r精神的な疲

れがとれた (RS=1.19) J r食事がおいしく食べられそう (RS=1.15).J rからだの調子がよくなった (RS
= 1.04) j の7項目であった(図 4). 

5.運動(バレーボール)前後のフリッカー値と握力値の変動

フリッカー値は，運動前37.59:t3.32c/sから 38.04:t4.44c/sへと高まった.また，握力値は，右手が，
運動前27.53:t5.12kgから運動後27.72:t4.16kgへ，左手が24.46土4.81kgから 24.82:t4.36kgへと高まった
(図 3) . 

考 察

高校生が有する朝の不定愁訴のうちで特に多い症状は rねむいJ r全身がだるいJ r頭がぼんやりする」
「横になりたい」のねむけとだるさ症状と r肩がこる」という身体症状であったことは，前夜からの平均
陵眠時間が 6時間 3分という短時間であったことに由来するとも考えられる.

そして，これらの「ねむけとだるさ」の症状が，運動後に有意な減少を示したことにより，運動は「ねむ
け」の解消に役立つことが示唆された.また，運動により，登校時において，いずれの症状群の訴えスコア

と疲労スコアが低下し，疲労症状の軽減効果を確認することができた.特に， 1群の「ねむけとだるさ」の
症状の解消に 1校時における運動が不定愁訴の低下に有効であった.なお，バレーボールの試合は，運動後
のレクスコアを高めるものであり，高校生にとっては気分転換と疲労回復に寄与した運動種目であると考え
られる.

また，フリッカー値にみられるように，大脳の機能が運動後に向上したこと，レクスコアと筋力値が運動
後に高まったこと等から，レクリエーション効果ならびにウォーミングアップ効果として捉えることもでき
る.

つまり，バレーボールのゲーム実施は，朝の登校時の不定愁訴の解消とレクリエーション効果を同時に期

f寺できるものであった.
今後は，今回得た知見を参考にして，測定値相Eの相関性を比較することにより，運動の効果がより明ら

かにされるであろう.また，高校生の日常生活における覚醒から登校時にみられるねむけとだるさを中心と
した自覚症状の訴えの解消効果とレクリエーション効果を，児童・生徒の実態をも加味し，学校生活の場に
おいて，レクリエーシヨン活動の有効性と活用方法を検討し，時間割の組み方，レクリエーシヨン活動の導

入の設定のための基礎的調査をすすめたい.

結 語

高校生の朝の不定愁訴が，運動実施により，どのように変動するかを検討した.その結果，朝の不定愁訴
は，ねむけとだるさの訴えスコア4.0，注意集中の困難の訴えスコア0.9，局在した身体違和感の訴えスコア

1.7であり，バレーボール(平均歩数2525:t670歩)を実施することにより，それぞれ1.2，0.4， 0.9へと低

下した.
また，運動によりレクリエーシヨン効果がみられ，フリッカー値は高まる傾向にあった.

【本研究は，平成 9年度・平成10年度科学研究費の助成を受けて実施された研究成果報告の一部である】
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E 
女 性 の 遼動・スポーツ行動に対する結果予期について

三島・沼津地域のスポーツ参加者・非参加者の比較 ー

O 小俣里知子、吉本俊明(日本大学)鈴木秀雄(関東学院大学)

くはじめに>

近年、人口の高齢化に伴い、これからの高齢化社会をどのように受け止め、どのように

l健康で活力ある長寿社会を築いていくかは、今や国民的課題となっていることは周知の通

りである。特に女性の平均寿命が延び、女性の生き方の意識や行動も当然ながら大きく変

化してきた。それは生活様式の合理化に伴う余暇時間の増大、さらには少子化、核家族化

などの変容が原因となっていると考えられる。そのような状況下でも、妊娠、出産、子育

て、家事などの役割は女性に委ねられている傾向が強い。それにもかかわらず、ママさん

バレー、レディーステニス、女子マラソン、そしてオリンピックにおける女子選手の活躍

と、女性のスポーツ熱には目をみはるものがある。そして、女性が新しい種目や記録に挑

戦したり、スポーツに参加したりすることに対する社会的な関心が高まってきたことが、

女性のスポーツ参加意識の高揚を支えているといっても過言ではない。

加賀ら 1) によれば、スポーツへの積極的な参加は、スポーツを行うことによって多くの

プラス面の効果が期待できるという結果予期と、自分自身スポーツを継続していけるとい

う強い効力予期が結びっくことによるという。本研究では、実際に現在スポーツ活動を継

続している女性(参加群)と、現在はスポーツ活動を行っていない女性(非参加群)では、

結果予期という観点からみたとき、どのような意識の違いがみられるかを比較検討するこ

とによって、中高年層の女性を生涯スポーツに導くための留意点を明らかにしていく基礎

資料とすることを目的とするものである。

<研究方法>

1 .調査対象:調査対象はいずれも三島市、沼津市およびその近郊に在住の女性で、参加

群 157名、非参加群 110名の計267名である。なお、調査対象の年齢は、 20歳代から 70歳

代までと幅広い年齢層となっている。

2 .調査期間および場所:調査は平成 8年 11月から 12月に掛けて実施した。参加者につい

ては、三島市、沼津市のそれぞれの体育館でのスポーツ活動への参加時に、集合調査の方

法で配布、回収した。また、非参加者については、参加者の近隣に住んでいて調査に協力

してもらえる者に対して、参加者を介して配布、回収する方法をとった。

3. 調査内容:肯定的な結果予期に関する項目 5項目および否定的な結果予期に関する項

目 5項目の計 10項目とし、それぞれ 4段階の評定尺度で回答する方法をとった。

4. 資料の整理方法:処理には sp s s統計ソフトを用い、参加群、非参加群ごとの有効

回答数を基に、 x検定を行った。なお、各項目への回答が極端に少ない場合には複数の項

目をまとめて検定し、自由度 lの検定についてはイエーツの修正を用いて行った。

<結果と考察>

表 lは肯定的な結果予期に関する 5項目についての両群の回答率および x検定結果を示

したものである。表では、評定尺度の 14. よくあてはまる J 1 3 .少しあてはまる Jに

対する回答率が高いほど肯定的な結果予期をプラス志向で受け入れる傾向が強いことを示

している。まず「上手になれると思う j という技術向上に対する予期の回答率についてみ

ると、参加群では「少しあてはまる Jの回答が最も多く、 「よくあてはまる j を加えると
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かなりの者が肯定的な回答をしているのに対し、非参加群では「あまりあてはまらない j

が最も多く、 「全くあてはまらない j を加えるとこの項目に対して否定的な者が多い傾向

がみられた。この傾向について検討した結果、 0.1%水準で有意差が認められた。したが

って、参加群では肯定的な者が多いのに対して、非参加群ではむしろ否定的な者が多いこ

とが明らかになった。このことは、前述した効力予期とも関わる部分であり、非参加群を

スポーツ活動の場に導くという観点からみると厳しい結果といえよう。

つぎに「体力を高めることができると思う」という体力向上の予期に対する回答率につ

いてみると、両群とも「少しあてはまる」という回答が最も多く、 「よくあてはまる」を

加えると参加群の方がより肯定的な傾向がみられるといえる。検定では、 「余りあてはま

らない J I全くあてはまらない」の回答をまとめて行ったが、 5%水準で有意差が認めら

れた。この結果は参加群の方がより肯定的であることを明らかにしているが、 「全くあて

はまらない j の回答が両群とも数名に留まっていることからも明らかなように、前項目と

異なり両群とも肯定的な意識の者が多い結果となったといえよう。

「友達がたくさんできると思う」という友人関係に対する予期の回答率についてみると、

「よくあてはまる J I少しあてはまる」の肯定的な回答が両群とも 90%前後に達しており、

特に参加群では「全くあてはまらない」の回答が l人もみられなかった。検定では「あま

りあてはまらないJ I全くあてはまらないJの回答をまとめて行ったが、有意差は認めら

れなかった。すなわち、この友人関係に関わる項目については両群とも非常に肯定的な意

識をもっていることが明らかになったといえよう。

つぎの「みんなに認められる選手になれると思う」という勝利志向に関わる予期に対す

表1.肯定的結果予期の各項目に対する参加君事・非参加君事別回答率および検定結果

結果予期項目
4 2 

X2検定N 
よ(あてはまる タしあてはまE Mりあてはまらkぃ れあて世まらない

参 加1
20 76 49 5 1 50 

d f = 3 

|司千iこなれると li!!-、う
(1 :L 3) (5 O. 7) (:1 2. 7) (:l. :1) 

X 2= 22.441 

非参加
。 :1 ~l 54 1 4 107 

p く 0.001
(5. 6) (:J O. 8) (5 O. 5) (l a. 1) 

4 7 78 2 :1 2 150 

{本カを高めることが
参加l d [= 2 

(日 J• :3) (52. 0) (15. ;J) (1. :3) 
X 2= 8.68566 

できると思う 1 7 69 2 1 乃 1 1 0 
非参加l P < 0.05 

(1 5. 5) (62. 7) (1 9. 1) (2. 7) 

6 7 68 1 4 。 1 49 
参 加l d f = 2 

友達がたくさんできる (45. 0) (4 5. 6) (9. 4) (0. 0) 
x'= 1.621 

と思う 4 1 55 9 4 1 1 0 
非参加l n'S 

(:l 7. 3) (5 O. 9) (8. 2) (:l. 6) 

7 2 :~ 52 68 1 50 
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みんなに認められる (4. 7) (1 5. a) (:14. 7) (45. 3) 
x2= 15.647 

選手になれると思う 2 6 26 75 1 09 
非参加l l'く 0.001

(1. 8) (5. 5) (23. 9) (68. 8) 
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る回答についてみると、前述の 3項目とは全く異なり、両群とも「全くあてはまらない j

という否定的な回答が最も多く、両群とも否定的な意識の者が多い傾向にあるといえる。

検定 では「よくあてはまる J 1少しあてはま る 」 の 回 答 ま と め て 行 っ た が 、 0.1%水準で

有意 差が認められた。この結果は、必ずし も 参 加 群 が 肯 定 的 で あ る と は い え な い が 、 非 参

加群 が そ れ 以 上 に否定的な意識が強いことを示した結果と受け止められよう。

「健康に役立つと思う j と い う 健 康 志 向に対する予期の回答についてみると、両群とも

「よくあてはまる J 1少しあてはまる j を加えると 90%あるいはそれ以上の高い率で肯定

的な回答をしている。検定では、 「あまりあてはまらない J 1全くあてはまらないJの回

答をまとめて行ったが、 5%水準で有意差が認められた。この結果は、両群ともこの項目

に肯定的な意識の者が多いが、参加群でその傾向が更に強いことを示しているといえる。

表 2は否定的な結果予期に関する 5項目についての両群の回答率および x検定結果を元

したものである。表では、評定尺度の 14. よくあてはまる J 1 3 .少しあてはまる j に

対する回答率が高いほどより否定的な結果予期をしている傾向が強いことを示している。

「体を壊してしまうかも知れない j という障害の不安に対する予期についての回答率を

みる と、両群とも否定的な傾向が強いが、参 加 群 で は 「 全 く あ て は ま ら な い 」 が 最 も 多 く

非参加群では「あまりあてはまらない」が最も多いというように、参加群の方がより否定

的な傾向がみられる。検定では「よくあて はまる J 1少しあてはまる Jの回答をまとめて

行ったが、 0.1%水準で有意差が認められた。このことは、いずれの群も否定的な意識の

者が多いが、参加群の方がその傾向が強いことを示した結果として受け止められよう。

「お金や時間の無駄になる Jという経済面での否定的な予期についての回答率について

表 2.否定的結果予期の各項目に対する参加君事・非参加群別回答率および検定結果

結果予期項目
4 3 2 

X2検定
よ(あて仕まる

N 
告しあてはまる あまりあて仕まらない 全〈あてはまら加、

4 1 5 42 8 9 1 5 0 

休を壊してしまうかも
参加 d f = 2 

(2. 7) (J o. 0) (28. 0) (5 g. :l) 
X 2= 21.405 

しれない 4 1 9 53 :l3 109 
非参加l p く 0.001

(3. 7) (1 7. 4) (48. 6) (30. 3) 

お

1 3 1 7 1 29 150 

イ訟や時間の無駄になる
参加 d f = 2 

(0. 7) (2. 0) (l 1. 3) (86. 0) 
X 2= 39.249 

1 1 5 37 54 107 
非参加1 P < 0.001 

(0. 9) (1 4. 0) (:l 4. 6) (50. 5) 

1 1 5 29 104 1 49 
参加 d f = 2 

ポーツ以外のやりたい (0. 7) (1 O. 1) (1 9. 5) (69. 8) 
X 2= 38.495 

ス

ことができない 6 29 :3 9 a4 1 08 
非参加l ドく 0.001

(5. 6) (26. 9) (36. l) (:1 1. 5) 

4 24 33 89 1 50 
参加 d f = 2 

負けたり失敗して (2. 7) (1 6. 0) (22. 0) (59. :l) 
X 2= 7.323 

いやな思いをする
非参加

5 1 9 38 47 109 
ド <0.05 

(4. 6) (1 7. 4) (34. 9) (43. 1) 

O 3 1 3 1 34 150 
参加 d f = t 

勉学の邪魔になる
(0. 0) (2. 0) (8. 7) (89. 3) 

X'= t1.l531t) 
O 3 27 79 109 

非参加 p く 0.001
(0. 0) (2. 8) (24. 8) (72. 5) 

十:段l土回答数 ( )内l士%

注:イエサの修正による
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みると、両群とも否定的な者が多いが、やはり参加群の方がより否定的な傾向が強く、

「全くあてはまらない j という非常に否定的な意識の者が86%にも達するというように、

より否定的な傾向がみられた。検定では「よくあてはまる J r少しあてはまる j の回答を

まとめて行ったが、 0.1%水準で有意差が認められた。したがって、この項目についても、

いずれの群も否定的ではあるが、その傾向は参加群で特に強いことを示した結果といえる。

「スポーツ以外のやりたいことができない」という他の趣味との関係での予期について

の回答率をみても、やはり両群とも否定的な傾向がみられるが、参加群の方がその傾向が

強い結果となっている。検定は前項目と同様「よくあてはまる J r少しあてはまる Jの回

答をまとめて行ったが、 0.1%水準で有意差が認められた。この結果は、いずれの群も他

の趣味の妨げになるという意識の者がそれほど多いとはいえないが、非参加群の方にその

意識の者がやや多いということを示しているといえる。

「負けたり失敗していやな思いをする Jという失敗不安ともとれる予期の回答率につい

ても同様、両群ともに否定的な傾向が強く、参加群でその傾向が更に強い傾向がみられる。

検定は「よくあてはまる J r少しあてはまる j の回答をまとめて行ったが、 5%水準で有

意差が認められた。この結果は、いずれの群も勝敗や失敗に対する不安という観点での意

識は否定的な傾向が強いが、やはり参加群にその意識が強いことを示した結呆といえる。

最後の「勉学の邪魔になる」に対する予期の回答率についてみると、両群とも邪魔にな

るという意識の者は少なく、特に「よくあてはまる」と回答した者は 1人もみられなかっ

た。その中で、非参加群の方に「あまりあてはまらない j という回答がやや多いのがむし

ろ注目されるところである。検定では、 「全くあてはまらない j という強い否定の回答数

とその他をまとめた回答数との聞について行ったが、 0.1%水準で有意差が認められた。

このことは、対象者が広い年齢層にわたっていることからどのように質問を受け止めたか

は違いが考えられるが、少なくとも参加群の方が邪魔になるということに対して、より強

く否定している結果がみられたといえよう。

くまとめ>

三島市、沼津市およびその近隣の女性を対象として、現在スポーツ活動に参加している

かいなかによって、結果予期に対する意識の違いがみられるかどうかについて比較検討し

た。その結果は、次のようにまとめられる。

1 )友人関係が広がるという点については、参加群、非参加群の聞に意識の違いはみら

れない。また、体力向上、健康志向については、両群とも肯定的であるが、参加群の方が

より肯定的な意識の者が多い。勝利志向に結ぴつく予期に関しては、両群とも否定的な意

識の者が多いが、参加群の方に若干肯定的な意識の者が多くみられる。

2 )肯定的な結果予期の中で、明らかな意識の違いがみられるのが技術向上に関する項

目であったが、非参加群をスポーッ活動の場に導き出すという点では、最も留意しなけれ

ばならない結果といえる。

3 )否定的な結果予期の項目については、いずれの項目についても、その否定的な結果

をむしろ否定する者が多く、その傾向は参加群で特に強い。
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高齢者デイサービスにおけるプログぅ:ングの問題点
ーとくにレクリエーション担当者からみた場合一

O山崎律子、上野 幸(余暇問題研究所)

キーワード: 高齢者、高働者レクリエーション、デイサービス、プログラミング

1.はじめに

昨年度の本学会大会において、シルパーサービスの一環として行われている居住型民間

事業としての「有料老人ホーム Jにおけるレクリエーション活動をとりあげた。(レジャ

ー・レクリエーション研究第37号52-55p，1997)その関連研究として本研究は、遜所型在

宅福祉サービスの一環としての「デイサービスセンタ -J事業におけるプログラミングの

問題をレクリエーションの視点から考察したものである。

そもそも老人福祉対策は、昭和38年(1963)の「老人福祉法」の制定に遜る。デイサー

ビスについては、昭和45年(1970)からの適所サービス、昭和56年(1981)からの訪問サ

ピス、岡和61年(1986)から、この二つの事業を統合して、在宅老人デイサービス事業

として、その内容も改められた。平成元年(1989) には、事業内容を利用対象者に即して

Aから Cの 3種類、平成 4年(1992)から D ・Eを加えた。平成 8年度 (1996)からは、

ホリデイサービスが創設され、現在に至っている。

また、高齢化と福祉ニーズへの専門的対応の必要性の高まりから、昭和62年 (1987) 5 

月初日に「社会福祉士及び介護福祉士法Jが公布され、間和63年 (1988) 4月から全面施

行された。その後平成元年の「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴ ルドプラン) Jの作

成、平成 2年(1990)には社会福祉士及び介護福祉士制度に対する社会的役割が示され、

平成 4年(1992) に「福祉人材確保法Jの制定、平成 5年 (1993) には告示によって、福

祉専門職の中核的役割としての位置付けがなされ、平成 6年(1994)には「新ゴールドプ

ラン」が策定された。このように、老人福祉については、固まぐるしく法制度の制定や改

定が行われてきた。

いっぽう、レクリエーションの視点からみて、これらの法制度の中にレクリエーション

がいかに位置付けられているかについては、千葉 (1991.1992)がレクリエーション指導の

観点からすでに研究を重ねてきた。しかしながら、現状としては理論的背景が潜在してい

ながら、暖昧さを残しつつ展開されているとの指摘がなされている。また、松永(1997) 

は、介護福祉士養成の立場から、現場ではレクリエーション指導の重要性は認識している

が、その指導は職員が交替で担当しているのが80%以上であることを報告している。さら

に日本レクリエーション協会余暇生活開発・レクリエーション総合研究所(1997) におい

ても、デイサービス事業におけるアクティピティ・サービスの在り方についての概念規定

を試みている。

もともとデイサービスそのものが、高齢者の生きがいや生活の質を高めるためのサービ

スであり、そこで展開される個々のプログラムはそれぞれが有機的な関係を保ち、統合化

され、かっ個人のニーズを最大限に満足されるべきものでなければならないと考えられる。

すなわち、高齢者個人にとってのレクリエーションの機会である。したがって、レクリエ
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ションの視点なくして、デイサービスは成り立たないと認識される。

本研究は、以上の問題点と命題を踏まえつつ、現場での担当者の率直な生の声を聞くこ

とによって、将来的にはヂイサービスにおけるレクリエーションの位置付けを明確化し、

その在り方を模索し、さらにその方法を確立していこうとするものである。

2 .目的および方法

本研究の目的は、デイサーピス・センターにおける全体のプログラミングと指導担当者

のレクリエーション観およびその指導方法の概況を把援すること伝ある。

本研究の目的を達成するために、東京都内の 5デイサービス・センターを抽出し、一日

のプログラムの流れと、その指導場面を観察した。続いて担当者に対して、一人当たり平

均 1時閣の面接を上記の目的に従って実施した。調査は、 1998年 6月および 7月、対象施

設の了解のもとに、両者にとって都合のよい臼を設定して実施した。

なお、調査対象としたデイサービス・センターの概要は次のとおりである。

・立地・・・・・・山手および下町地域で商業地か住宅地に隣接している。

・施設規模・・・・プログラム実施場所は平均約 80坪

・対象者・・・・・ Cあるいは D型で、一臼定員 15人までの高齢者。からだが虚弱で家に

閉じこもりがちな高齢者。

3 .結果および考察

1 )プログラミングについて

対象施設は、デイサービス事業の Cおよび D型であり、 C型は“基本事業のうち送迎を

必須とし、他の生活指導、日常勤作訓練、養護、家族介護者教室、健康チェックのうち 3

項目を選択すること"となっている。また D型においては“基本事業として生活指導(レ

クリエーションを含む)、養護、健康チェックを必須とし、適所事業については給食サー

ビスを必須とし、入浴サービスについては選択して実施"とある。

ここで重要な問題点として指摘できることは、 “生活指導(レクリエーションを含む)

という言葉使用上についてである。すなわちこの場合のレクリエーションの意味をどのよ

うにとらえているかということである。

このように、すでにプログラムの大綱が示されている関係で、ほとんどの施設において

は、午前中は 10時の迎えから始まり「健康チェック Jに続いて「午前の活動」となる。昼

食後は、 「午後の活動j に入り、 「お茶の時間」となり、 15時ごろに送り帰すことによっ

て、一日のプログラムが終了する。

プログラムについては、大別してグループ活動に対しては「レクリエーション」と称し

て実施されている。その他の集団や個別の活動に対しては「個別活動Jr趣味活動J r創
作j などと称している。すなわちここでは「レクリエーション J= r集団活動j と認識さ

れているといえよう。

具体的な活動としては、次のような活動が実施されていた。

・レクリエーション・ i ・各種体操、ゲーム、歌のみ

・その他の活動・・・・・自己紹介、夏祭り準備、ぺーパ クラフト、折り紙、話し合

い、リハビリテーション・プログラム、陶芸、花札、将棋、
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編み物、坊主めくり、俳画、オセロなど

全体的にみて、定型化されたプログラミングであることは致し方がないとしても、その

活動内容については、よりバラエティあるものを目指す必要がある。たとえばアメリカに

おけるデイサ ピス・センターのプログラムには、各種ダンス、軽い球技、絵画、各種手

工芸、音楽活動、コンピューター操作、各種教養講座などから、センター外にでる活動な

ど(旅行・鑑賞会など)のほか、各種イベントなど高齢者のニーズに合わせた豊富なプロ

グラムが用意されている。(アメリカ合衆国ソルトレイク市シニアアダルト・デイケアセ

ンター)

そして各活動聞の有機的連携も求められる。またそれぞれの活動が、対象者のニーズの

把握の上に成り立っているかどうかは疑問に感じる。それとともに、個別活動といわれる

ものとレクリエ ションとのとらえ方についての検討も要するところである。

2 )担当職員のレクリエーション観

ここでいう担当職員とは、その日一日のデイサ ビスの中心担当者をいう。その肩がき

は、寮母、主任、指導員、看護婦などさまざまであった。彼らに対して「一日のプログラ

ムをどのような目的で実施しているかj を尋ねてみると、次のような内容が伺えた。

・ここに来るお年よりにとって、生きがいになるようにしたい。

-他人との触れ合いが少なくなるので、触れ合いの場になるようにしたい。

.よい気分転換になるようにしたい。

・楽しかったといわれるようにしたい。

-精神的なりフレッシュ、悩んでいることがスッキリ

.自分の存在が確認できる場所

・ある積の緊張感が喜びにつながっている。

上に示した内容は、レクリエーションの視点からみると、高齢者の生きがいや生活の質

を高めるということに努力していることであり、彼らの目的は、まさに高齢者に対するレ

クリエーションということになる。

しかし「レクリエーションJという言葉に対する反応は次のようであった。

.全員で実施する集団活動

・歌・ゲーム・リズム体操など

・活動内容がはっきり決まっていない時聞に担当者が実施する活動

なお極端な発言では「レクリエーションは必要ない。なぜなら高齢者が押し付けられて

やっているから j というものもあった。しかし担当者は、高齢者の生きがいには何がよい

かを考えながら、プログラムを実施しているのである。

このようにみてくると、 1990年に余暇生活開発・レクリエーション総合研究所の調査結

果と同様に、非常に狭い意味でのレクリエーション観であり、また高橋ら(1980)が述べ

たレクリエーションの誤ったイメー?をそのまま引き継いでいることが分かった。

3 )指導方法など

一日のプログラムを観察し、担当者の面接によって、一日をどのように介在(指導) l 

ているかを検討してみると、個別活動と集団活動に大別し、次のような所見を得ることが

できた。

個別活動について・・・個別活動の基本となっているのは、対象者に対する興味・関心
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などに関するデータであり、デイサービス・センターに来る前に、それぞれ個人について

の細かい活動が調べられている。その結果できるだけ多様なプログラム展開に向けての努

力が伺えた。また趣味などを通じて、社会参加の機会を提供すべく、地域とのつながりな

どの試みも考えられている。

飽味活動の多くは、講師によって実施されているケースが多い。しかし、そのリクルー

トや場所の問題によって、多くを網躍することに困難を感じている。またその内容・指導

方法にしても、一切を講師任せになっているため、全体プログラムや介在方法との関連性

をつけることは難しい。したがって、一日の流れの中の個々のプログラムの位置付けが明

白になっていないきらいがみられた。またこれらの趣味活動は、高齢者にとってのレクリ

エーションとは別個のものであるという認識にあるのではないかという危倶も感じられた。

集団活動について・・・集団活動の代表的な活動は、各種体操、ゲーム、ソングなどで

ある。いわゆるヂイサービスでのレクリエーションと称される活動である。これらの介在

を観察した結果、個人差はあるものの、結論的にいえば、その指導技能の未熟さが伺えた。

前述のごとく、介護福祉士の資格取得には「レクリエーション指導法J科目の受講が義務

付けられている。当然その中には「ゲーム指導法j も含まれているものと考えられる。そ

の基本的ノウハウを身に付けている筈である。しかしながら、現実の湯面では、このよう

な担当者のみでは江く、経験に頼つての介在となっている。

体操の指導にしても、日本においてはとくに体操は幼少時から馴染まれていることによ

って“だれでも指導できる"という錯覚に陥っている場合が多い。そのために、安易に体

嫌を作成し、指導しているケースが、デイサービス場面においてもみられた。

またグループ・ゲームの指導においても、基本的な指導原則を踏まえていないことに加

えて「ゲームのネタ j 探しで精一杯という答えも多くあった。その時間をなんとか消化す

ることに追われているのが実情と受け止められた。

4. まとめと今後の課題

以上のヂイサービス・センターでの観察および面祭結果をまとめてみると次のようにな

る。

1 )プログラミングについては、レクリエーションという言葉の使い方を、より正確に

すべきことであり、この問題は、高齢者に対する施策が今後ますます増加するに従って、

施策側の問題として再考を促す必要が感じられた。それとともに現場でのレクリエーショ

ンに対する認識を高める施策も、より必要となろう。

2 )集団指導場面での介在技能については、もちろん経験によって培われることも必要

ではあるが、ヂイサービス場面におけるこれらの重要性からみて、そのまま放置される問

題ではありえない。今後の再教育・リカレント教育などによって、その重要性はもとより、

その具体的介在方法の啓蒙が必要と考えられる。

3 )上記を踏まえながら、たとえばグループ・レクリエーション・ワーカーなど専門的

知識・技能を有する専門職の配置が望まれるところである。

高齢者問題は、今後ますます社会にとって真剣に考えられなければならないことであり、

その生きがいに深く関わるレクリエーションは、まさに高齢者施策の中心的位置となるべ

きであり、その使命の重要性を内外ともに認識すべきことを確信するに至った。
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区ヨE
パーンアウト過程に関する研究

ーソーシャル・サポートとの関連でー

大限節子(.岡大学 大学 院〉 大谷 普博 〈禍 聞大学〉絵尾曾矢(繍聞大学〉立木宏樹(~園田大学〉

1 .はじめに

近年、競技スポーツは、スポーツの高度化に 伴うトレーニングの低年齢化、長時間練習、勝

利 志 向の重視などによってさまざまな問題が生じている。中でも競技者のパーンアウトの問題

は、深 刻化させることで自殺に追い込む危険性すらあるという意味において重要な問起である。

大 学運動競技部においても、筆者らが行った調 査において運動競技選手の約 32%がパーンア

ウ ト 傾向にあるという結果が出ており、深刻な問題である。

土屋・中込らは、スポーツ競技者におけるパーンアウトの予防・抑制に関してソーシャル

サ ポ ート(社会的支援 〕が有効であることを明らかにし、さまざまな研究を行っている。

本研究 で は ま ず 調査 1 として大学スポーツ競後者を対象としたソーシャル・サポートとパー

ンアウト抑制効果の関連性を検討する.

また、調査 zとし てパーンアウトの予防・抑制の過程でソーシャル・サポートがどのように

適用されているのか事例研究によって明らかに し 、 ゴ フ マ ン の 理 論 を 用 い て 検 討 を 加 え て み た

し、。

z . J~ ーンアウトについて

岸・中込 1 )によれば、パーンアウトの発生は「情緒的、仕事熱心、理想主畿、完全主義、

凡帳面、他者志向、脅迫傾向 J といった性格に起因しており、こうした性格特性が個人の餓技

状 況の変遷に影響を及 ぼ し て い る こ と が 明 ら か になっている。

また彼らは競技を開始した時から中心的な立 舗で競技に専念しハイレベルな成績を納めてお

り、周囲の人々は彼等に対して大きな期待をよせ、彼らはモうした期待を認識することによっ

て自信を深め、より高い理想を抱き、競技に熱中するようになったようである 2 ) 

しか し、彼らの成功体験はいつまでも続かず、続銀成績は停滞・低下していく。ここで妥協

せず 競技に固執し続け頑張り続けるがパーンアウト競技者はその努力が以前のようには報われ

ない 。しかも競技開始期からの著しい餓技への同一化と、そこで形成された同一性が「過去の

実績やそれに伴う周囲の期待、そしておかれてい る 社 会 的 状 況 に よ り 、 非 常 に 限 定 さ れ た 自 己

イメージに固執 1 )しておりその修正ができないところに問題があるとされている。

パーンアウト選手の競銭成績の停滞・低下から競技への固執・執着といった過程において注

目す べきはその聞に彼等が「情緒的支援者」を ほとんど得ていないことがあげられている。

3 .ソーシャル・サポートの担額

本 研究では、ソーシャル・サポートのタイプを以下の 6つに設定した。

( 1 )指導サポート・競技力向上を目指す上で 必要な助言を与えてくれるような援助

( 2 )親愛サポートリ自分の性格や立場を理解し、激励してくれるような援助

( 3 )自尊サポート…チームの一員として自尊感情を高めてくれるような援助

( 4 )娯楽関連サポート 娯楽活動や趣味を共 有 し 気 晴 ら し を し て く れ る よ う な 援 助

( 5 )金銭サポート 金銭面など物理的な面での援助

6 )学業サポート…競技生活に支障をきたす ような単位取得等の問題に対する援助
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4 .方 法

[調査1J
1)調査時期:平成8年12月2日-12月初日

2)調査対象者 :F大学体育部会運動部に所属する339名

3)調査方法:留置法を用いた質問紙調査

4)パーンアウト尺度には修正PinesBumoul Measure 

修正 (P.B.M)を用いた

5 .鋪果怠よび考察

[ 調 査 11 

[調査2J
1)調査時期:平成10年5月

2)調査対象者:平成9年3月卒業のF大学運動部に所属した

競技選手3名

3)調査方法:インタビ、ュー調査

1 )サポ ート満足度にお け る パ ー ン ア ウ ト 群 の 割 合の比較

図 1をみてわかるように、全体的にどのサポートにおいてもサポート満足度の高い競技者の

方 がパーン ア ウ ト 群 の 割合が少なかった。

ロサポート満足度【低}
回サポート満足度(高)

すべてにおいて P<!J.IlOl 

国1 サポート構足度におげるパーンアウト高得点者@割合申比綾

2 )サポートを求めたい人物について

指導サポ ート は「 監督・コーチ」、金銭サポートは「両親」、それ以外の 4つのサポートは

「チームメイト」が最も多くあげられた。このことか ら 、 す べ て の サ ポ ー ト に お い て 求 め る 人

物は同ーではないということが分かる。 しかし、 4つのサポートを「チームメイト」に求めて

いるという結果 は、 大学スポーツ競技者の特徴と思われる。

指導サポート

親愛サポート

自尊サポート III

娘楽関連サポート

金銭サポート

掌業サポート 1/

明ら 20唱 40叫 60唱 80弘 100帖

業めたい人物の割合

[調査 21 

1 )事例

( A 子さ ん の 場 合 〉

図監督・コーチ

図チームメイト

園同姓の友人

.異性の友人

口両親

回先輩

日後輩

日精導者

団恋人

図モの他

現在の競技を行うようになってから、ずっとレギュラーとしてチームの中心人物だった A 子
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さ ん。高校時代は、全国大会にも出場し高校以前の監督からの信頼も厚かった。

大学へは、推薦入試で入り、レギュラー候補として練習も熱心に行っていた。

しかし 3年生になる時に、期待の新入部員が同じポジションに入学してきたことによってこ

れまで通りの練習量がこなせなくなる。周囲の期待は、新入生に集まり、誰もが同じ練習を行っ

ていいはずがなんとなく練習に入りづらく、周りでポール拾いをすることが多くなる。

4年生になり、チームメイトがそれぞれの役職につき、チームを運営しはじめるが、役職に

もつ くこともなく、ただ漠然とクラブに参加していた。 A チームにも B チームにも入ることが

できず、腐りで見ていることが多くなる。自分が 1年生の時に、一番嫌だと恩っていた先輩の

行動を今の自分が繰り返しているのではないかという自己嫌悪もあって月日が経っていくにつ

れ、練習に参加することすら苦痛になり、私生活にも支障をきたすようになる。同時期に就職

活動等の関係もあり練習に行かなくなり、そのままクラブを辞めることになる。

現在、当時を振り返って「あのクラブには私の居場所はなかった」と答えている。

( B子 さ ん の 場 合〉

高校時代名門校のレギュラーであった B 子さん。もちろん、 1年時から期待されて競技を行っ

てい た。が、 2年 時から体の調子を崩し練習を休みがちになる。 3年時、競技生活から離れ一

時休部状態。復帰 後は、周りからの冷たい視線 が 気 に な る と い い つ つ も 何 と か 続 け て い た 。 4

年時には、競技をやめてコーチになりたいと希望するが、これまでに学生がコーチをした例が

なく、また周りからの同意がなかったことと、 4年時の初めに新しいコーチが入ることになり、

希望がか なえ られず事例 A と同様にそのままクラブを辞めることになる。最後に「クラブの中

にいるより、静めて外から応援する方が素直に喜べる J といって退部。

現在当時を振り返って「クラブで頑張っている人逮を否定する気はない。ただ自分がそこに

合わなかったというだけ」と答えている。

< c子さんの場合〉

高校時代まではずっとレギュラーだった C子さん。事例 A と同様、 3年時に同じポジションに

期待される新入部員が入ってきたため、練習で古る畿会が少なくなる。監嘗と話す繊会があり、

練習がなぜ特定の選 手だ けに 集中 し他 の人 は練習ができないのかと疑問したのに対して、 「イ

ンカレで優勝を狙うために、上級生はチームの向上を考えるべき立場だ Jという返答をうける。

その時期、別のク ラブで同じような立場の友人に棺談し、 「 プレ ーだ けに こだ わっ ても しょ う

がな いから、lIU の立場で頑張ろう」という気になる。また、両親にも話す機会があり「今まで

も周りで 支え ていてくれた人がいたんだから J というアドバイスを受ける。

4年時、 トレ ーナーという役職につく。 rチー ム が 優 勝 す る た め に は 何 を す べ き か 」 を 考 え て

トレ ーナーの仕事および下級生への技術的な指導などをするようになる。

現在 、当 時を 振り返って、 「最終的に成績を残せたし、後悔はしてない」という。

2 )パー ン ア ウ ト 過程及びその回復過程と「自己呈示」

ここでは、事例をもとに、パーンアウトの過 程及びその回復について主にゴフマンの「フレー

ム」と「自己呈示」 と い う 用 語 を 用 い つ つ 検 討してみたい。

ゴフマンはフレームに関して、 「人々の行為は実は社会的に存在するフレームの一つを利用

しているだけであ り 、 仮 に ま っ た く 新 奇 な 思 考や行為を生み出したとしても、その思考や行為

について他者とある一定の了解に逮するには互い に 社 会 的 な フ レ ー ム に 基 づ か ね ば な ら な い ， ) J 

と指摘し て い る 。

ま た、 「人はより望ましい自己の獲得を不断に追求する存在である。人は他者から与えられ

るアイデンティティをただ黙って受け入れるのではなく、他者に向かつて積極的に自己呈示を
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行う」といっており、こ うした行為者として個人を捉えている。

この「フレーム」と「自己呈示 J という点から事例をみてみると、まず、 3事例ともに共通

していえることは、高校 時 代 ま で は チ ー ム の 中 で も 期待された地位にあったということである。

それ が 大 学に入り、期待される新入生の加入や、体調の異変などによりこれまで通りにはいか

なくなっている。これらの競銭者は高校まで指導者からも目をかけられているという環境で競

技を行ってきているため、大学に入ることによって 環境が変わっても競技上の役割として高校

時代と同 様のフレームで自己呈示し続け、自己を対象化できない状態で特定のフレーム内に閉

じこもっている。つまり、ゴ ブマ ンが 「自 己呈 示した自己の承認を他者に求め続け、もし自己

呈示が成功し、多くの他者 か ら 承 認 が 得 ら れ れ ば 、 呈示した仮の自己はついに真の自己となる J

と述べるように期待される中 心選 手と して のア イデンティティを獲得し、そこから逃れること

が できなくなっていたものと推察される。その中で自己呈示し続け、もがき続けることになる。

それでも報われない状態がパーンアウトであるといえる。また、一定のフレームから抜け出そ

う としても別のフレームへ の 変 換 の 準 備 が な さ れ ておらず、どうすればよいのかが分からない

状態に陥っていたとも考えられる(A子さん=パー J アウト)

ま た、 B子さんの場合は 、 特 定 の フ レ ー ム へ 固 執することはなく、別のフレームに対し新し

い自己呈示を行ってはいるが、それがもともと選手の役割としてチーム組織内になかったため、

受け入れられなかった。これはフレーム操作行為の失策， )であり、フレームの採用における

誤りが大きな原因であると恩われる。その後、 B子さんはクラブをやめるという自己呈示を行っ

てい る。

C 子さんの場合は、フレーム内での自己呈示がうまくいかないと感じている時に監替に質問

し、返答 を受け、それがうまくサポートとして機能していったことと、チームメイト以外の友

人からのサポートによりフレームの変換がうまくいったと恩われる

また、トレーナーという役職につくことにより、別のフレームでうまく自己呈示できる状況

を得られたことも要因で ある と思 われ る

6 .鎗果の震約

1 )ソー シャル・サポート に 対 す る 満 足 傾 向 が 強 いものほど低いパーンアウト傾向にあった。

2 )サポー トの 内容 によって異なる支援者を求めていたものの「チームメイト」への偏りが

みられた。

3 ) パーンアウト過程 に お い て は 、 各 事 例 と も に共通に期待される中心選手としてのアイデ

ンテ ィティを確立しており、環境の変化(大学に入学するなど〉や状況の変化(イレギュ

ラーに なることなど〉にもかかわらず以前と同様のフレーム内で自己呈示し続けること

によってパーンアウ トを惹起させている。しかしながら、ソ-:/ャル・サポートの有無

やそのあり方によっ て う ま く 自 己 呈 示 で き るようになるなどソーシャル・サポートの重

要性が示唆された。
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匡王
弾み運動のレクリエーション効果に関する研究

。宮田和久，栗田和弥東京農業大学地域環境科学部

緒言

心が弾めば体も弾ませたくなるのが健康人の自然な衝動である。

ロジェ・カイヨワは，遊びのカテゴリーの中に“めまい(イリンクス)"を位置づけており lh
これこそ身体的レクリエーションの中における重要な要素のーっといえよう。すなわち重力に逆

らって弾んだり，跳んだり，転んだりすることの楽しさを指摘している。人々はこの楽しさを求

めて，弾み運動のための，あるいは弾み運動要素を含む遊具の開発に努めてきたといえる。

現在，弾み運動の代表としてトランポリンがある。現在開発されているトランポリンには，多

くの種類があり，その用途も様々である。弾む(跳ぶ)という非言語的自己表現，および非日常

的な行動によるストレス発散の効果もあり，癒しの行為としてはしばしば心理療法(セラピー)

にも利用される。

本論ではレギユレーショントランポリンを使って大学生の正課体育実技授業を通して実施した

実感調査を行なうことにより，弾み運動のレクリエーシヨン効果を追究した。

1.研究の方法

1.1.調査の概要

本研究は，トランポリンによるレクリエーション効果を評価するために以下のような条件で調

査を行なった。調査期間は 1996-97(平成 8-9)年度とした。調査対象となった被験者は，東京

農業大学の正規履修科目である「スポーツレクリエーションJ(体育実技科目)の受講の男子学

生(以下，男子と称す)115名，同女子学生(以下，女子と称す)105名，計 220名。対象者の

年齢は， 18-21歳である。また，使用トランポリンは，メッシユベッド 3，650X1，800mm，ゴム

ケーブル 100本吊のものを使用した(写真-1)。

写真・1 レギュレーション卜ランポリン

1.2.授業内容

スポーツレクリエーシヨン(体育実技)による 15回 (90分/回;以下の①~⑮に該当)の授

業において，トランポリンは 3回分を占める。内容は以下の通りである。

①健康論(概論)，00ミニサッカー，④⑤ハンドボール，⑥⑦バスケットボール，⑧⑨パレ
128 



ーボール，⑩卓球，⑪シャフトボード，⑫なわとび，⑬トランポリン(ストレートパウンス(図-

2参照)，各種遊び)，⑭トランポリン(シートドロップ，スイプルヒップス)，⑮トランポリ

ン(ハンズニードロップ，フロントドロップ)。

1.3.調査項目(アンケー卜内容)

調査項目は 5項目とした。すなわち，①トランポリンの経験有無，②受講を通して感じたこと

(a:楽しかった， b:つまらなかった， c:どちらでもない)，③つまらなかった理由，④性別，

⑤年齢である。

2.結果

2.1. トランポリン評価

弾み運動としてのトランポリンのレクリエーシヨン効果の評価を，男女別，未経験者・経験者

別にまとめた(図-1)。

c: 13 
(11.3弘)

b: 24 
(20.8覧)

図ー1-1弾み運動の評価(男子・全体)

c: 7 (10.2首)

a: 51 
(75.0%) 

a: 94 
(89.5%) 

国一1-4弾み運動の評価(女子・全体)

a:47 
(88.7首)

国一1-2弾み運動の評価(男子・未経験者) 国一1-5弾み運動の評価(女子・未経験者)

c: 6 (12.8首)

b: 14 
(29.7覧)

a: 27 
(57.4%) 

図一1-3弾み運動の評価(男子・経験者)

c: 3 (5.8%) 

b: 2 

a: 47 
(90.4%) 

図-1-6弾み運動の評価(女子・経験者)

凡例 |園a:楽しかった・b:つまらなかったロc:どち否両立j

図-1 トランポリンによるレクリエーション効果の結果



男子全体 (115名)でみると i楽しかった(以下， a)J 78名 (67.8%)， iつまらなかった(以

下， b)J 24名 (20.8%) iどちらでもない(以下， c)J 13名 (11.3%)であり，レクリエーシヨ

ン効果はあったといえよう。未経験者・経験者別にみると，未経験者の方が経験者よりも効果が

高いという結果が出た。

一方，女子全体 (105名)の場合は， iaJ 94名 (89.5%)， ibJ 4名 (3.8%)， i CJ 7名 (6.7%)

であり，男子よりも効果が高かった。未経験者・経験者別においても同様な結果となった。

2.2. iつまらなかった」と答えた理由

2.1.の評価において，つまらなかったと答えた被験者の理由を，男女別に具体的な理由をもと

に表4にまとまた。全体としては， 220名中 28名(12.7%)であった。また，内訳は，男子 115

名中 24名 (20.9%)，女子 105名中 4名 (3.8%)であり，男子の方がつまらないと答えた人数，

女子との比率，そしてつまらない理由も多かった。

表・1 トランポリンにおいて「つまらなかった」と答えた理由

表ー1-1 男子の「つまらなかった」理由 表ー1-2 女子の「つまらなかった」理由

男子 理由 件数 構(成%比) 女子 理由 件数 構{成鉱比} 

1恐い 3 12.5 11単調 25.0 
2気分が悪くなる 4.2 2弾んでいる時聞が短い 25.0 
3スポーツをしている気がしない 4.2 31準備に時間がかかりすぎる 25.0 
4もっと体を動かしたかった 3 12.5 411ト~しか動けなかった 25.0 
5基礎だけでつまらなかった 7 29.2 |合計 可 10江U
6自由にやらせて欲しかった 4.2 
7器具のセットが大変 4.2 
8特技ではない 4.2 
9無回答 6 25.0 

合計 24 100.0 

3.考察

1)女子については経験者・未経験者を間わず，ほとんどの者 (89.5%)が楽しく感じており，

弾み運動としてのトランポリンには充分なレクリエーション効果があるといえる。

2)一方，男子については， 67.8%が楽しく感じたという結果を得た。しかし iつまらない」

(20.8%)や「どちらでもないJ (11.3%)と回答した者とを合わせると 3人のうち 1人 (32.1%)

が楽しくないという結果が出た。特に経験者にその傾向が顕著であった (42qも)。従って，男子

の経験者にトランポリンによるレクリエーション効果を高めるためには，指導内容の見直しが必

要であろう。

3)また，男子学生の中でも，特に「つまらなし、」と答えた者 24名のうち iもっと体を動か

したかった」と「基礎だけでつまらない」を合わせると 10名 (24名中 41.7%)にも達したとい

うことは，女子学生と同じ内容では運動強度の点で問題があると考えられる。そのため，例えば，

男子と女子を完全に分離してトランポリン授業を実施し，男子学生には運動量を増やした内容を

考えることも必要となろう。この場合，宙返り種目は危険が伴い，恐怖が増すので，レクリエー

ショントランポリンとしてはふさわしくない(図-2)。
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図・2 卜ランポリン初心者によるスリル感と危険度の関係(経験則からの推定値)

今後，トランポリンそれぞれの種目についての評価を行なうことを課題としたし」また，スリ

ル感と危険度の相関関係について検証を行ないたい。
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日本レジャー・

レクリエーション学会会則

〈第 1章総則〉

第1条本会を日本レジャー・レクリエーシ

ョン学会(指著名Japansociety of Leisure 

and Recreation Studies )という O

第2条 本会の目的は、レジャー・レクリエ

ーションに関する調査研究を促進し、レジ

ャー・レクリエーションの普及・発展に寄

与する。

第3条 本会の事務局は、埼玉県新座市北野

1-2-26 立教大学武蔵野新座キャンパスコ

ニュニティ福祉学部沼津研究室内に置く。

〈第2章事業〉

第4条 本会は第2条の目的を達するため、

次の事業を行う O

1. 学会大会の開催

2. 研究会・講演会等の開催

3. 機関誌の発行ならびにその他の情報

活動

4. 研究の助成

5. 内外の諸団体との連絡と情報の交換

6. 会員相互の親睦

7. その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は、毎年 1回以上開催し、

研究成果を発表する。

〈第 3章会員〉

第6条 本会は正会員の他、賛助会員、講読

会員、および名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第2条の目的に賛同し、正会

員の推薦および、理事会の承認を得て、

規定の入会金および会費を納入した者と

する。

2.賛助会員は、本会の事業に財政的援助

をなした者で理事会の承認を得た者とする。

3.講読会員は、本会の機関誌を講読する

機関・団体とする O

4.名誉会員は、本会に特別に貢献のあっ

た者で、理事会の推薦を得て総会で承認

された者とする。

第7条会員は、本会の編集刊行する機関誌

(紙)等の配付を受け本会の営む事業に参

加することができる。

第8条会員にして会費の納入を怠った者お

よび会の名誉を棄損した者は、理事会の議

を経て会員としての資格を停止されること

がある。

第9条会員は原則として、いずれかの支部

に所属するものとする。

〈第4章役員〉

第10条本会を運営するために、役員選出規

則により正会員の中から次の役員を選ぶ。

理事25名以上30名以内(内会長 1名、副会

長若干名、およぴ理事長 1名)、監事2名

第11条会長は、本会を代表し、会務を総括

する。
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2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故

がある時、または会長が欠けたときは、

会長が予め指名した順序により職務を代

行する。

3.理事長は、理事会を総括し、理事は会

務を執行する。

4.監事は、会計および会務の執行状況に

ついて監査する。



第12条役員の任期は 2年とする。但し、再

任を妨げない。役員の選出についての規則

は別に定める O

第13条 本会に名誉会長および顧問を置くこ

とができる O

2.顧問は、本会の会長または副会長で、あっ

た者および本会に功労のあった者のうち

から理事会の推薦により会長が委嘱する。

〈第 5章会議〉

第14条本会の会議は、総会および理事会と

する O

第15条総会は、毎年 1回開催し本会の運営

に関する重要事項を審議決定する。

総会は、会長が招集し、当日の出席正会員

をもって構成する。

議事(会則改正を除く)は、出席者の過半

数をもって決定される。

第16条理事会が必要と認めた場合、もしく

は正会員の1/3以上の開催請求があった場

合、臨時総会を開くことができる。

第17条理事会は理事長が招集し、監事若干

名および事務局員を選出し、会務を処理する。

理事会は、運営の円滑化をはかるため、常

任理事会を置くことができる。

〈第 6章支部および専門分科会〉

第18条本会の事業を推進するために、支部

ならびに専門分科会を置くこ jこができる。

支部ならび、に専門分科会についての規則は

別に定める。

〈第7章会計〉

第19条本会の経費は、会費、寄付金および

その他の収入をもって支弁する。

第20条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 1，000円

2.正会員年度額 5，000円

3.賛助会員 ク 20，000円以上

4.講読会員 。 5，000円

第21条本会の会計年度は毎年4月に始まり、

翌年3月に終る。

付則

1.本会の会則は、総会において出席正会員

の%以上を得た議決により変更することが

できる。

本会則は、昭和必年3月21日より一部改訂する。

本会則は、昭和51年5月1日より一部改訂する。

本会則は、昭和田年5月11日より一部改訂する。

本会則は、昭和田年11月8日より一部改訂する。

本会則は、昭和町年6月12日より一部改訂する。

本会則は、昭和田年10月初日より一部改訂する。

本会則は、昭和田年6月9日より一部改訂する。

本会則は、昭和白年10月17日より一部改訂する。

本会則は、平成3年11月10日より一部改訂する。

本会則は、平成5年10月17日より一部改訂する。

本会則は、平成8年11月24日より一部改訂する。
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専門分科会設置に関する規程

昭和57年6月12日制定

平成 7年12月10日改訂

1.会則第18条規定により、本会会員が専門分科

会を設置しようとする場合は、この規定に基づ

いて行うものとする。

2.専門分科会の設置は、原則として研究分野を

同じくする本学会正会員20名以上の要請があっ

た場合とする。

3.専門分科会の設置を求めようとする正会員は

下記により本学会会長に申請するものとする。

1.設立経過および主旨

2. 名称

3.発起人代表者

4.発起人名簿

5.連絡事務所

6. その他

4.専門分科会は次の事項について各年度ごとに

本部に報告する

1.活動状況の概要

2.その他必要と認められる事項

支部に関する規程

昭和56年11月8日制定

1.本学会会員が、支部を設けようとする場合に

は、下記により、本学会会長に申請し、理事会

の議を経て総会の承認をえるものとする O

1.設立の経過概要

2.名称

3.支部長および役員

4. 会則

5.会員名簿

6. その他

2.各支部の運営は、本部との関係については本

規定に従って行われるが、その他の事項につい

ては各支部規則においてこれを定めるものとす

る。

3.支部は原則として隣接する地域に在勤または

在住する本会正会員20名以上をもって構成する。

4. 支部運営のため経費は支部会費によって賄う

ものとする。支部会費の額は各支部毎に決定す

るものとする。

5.支部は次の事項について各年度ごとに本部に

報告する。

1.役員の変更

2.活動状況の概要

3.その他必要と認められる事項

理事会の運営に関する規程

昭和57年6月12日制定

昭和58年10月30日改訂

平成 7年12月10日改訂

1.会則第17条の規定により、理事会の運営は、

会則に定められているほか、この規定に基づい

て行うものとする O

2.理事会は、原則として年に 1回以上開催する

ものとし、理事長がその議長となる。

3.理事会の招集に当たっては、書面によって付

議事項を明示しなければならない。

4.理事会は、理事の過半数の出席により成立し、

議決は出席者の 2分の l以上の賛成を必要とす

るO

ただL、表決に当たっては、予め書面(署名捺

~n) を以って当該議事に対する意向を表示した

者を、出席者とみなす。

5. 

(1) 常任理事会構成員は若干名とする。

(2) 常任理事会は、理事会決定の方針にもとづ

き、日常業務の執行にあたる O

(3) 常任理事の議事録(概要)はできるだけす

みやかに各理事に送付するものとする。

6.理事会は、業務を遂行するために次のような

専門委員会を置く O

総務、研究企画、編集、広報渉外、財務

7.理事会には、専門的に研究、調査および審議

を必要とするような場合には、特別委員会には、

理事以外の適任者を委嘱することができるがそ

の人選は理事会の承認を必要とする。

8.その他理事会の運営に必要な事項は、理事会

で決定することができるものとする。
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(趣旨)

日本レジャー・レクリエーション学会役員選出細則設置の趣旨

“学会の活性化"と“学会の継続性"とのバランスから、次の項目について配慮した:

1 )理事役員の半舷上陸という観点から、理事総数の半数にあたる15名を正会員による直接選挙(順位標記

の5名速記による無記名投票)とした

2 )改選前理事10名を、現行理事会での互選とした

3 )学会運営の強化を計るために、理事長推薦理事 5名以内を設けた

4 )会長、副会長、監事は、選挙後初めての理事会で選出することとした

5 )会長、副会長は理事以外からの選出ができることとした

6 )理事長は、新役員に選出された理事 (25名)により、選挙後初めての理事会で互選により選出するこ

ととした

7 )被選挙権及び理事就任については、辞退を認めた

8 )役員の欠員に対し、補充選挙は行わないこととした

(会長については本則に従い、理事については補充選挙は行わない)

9 )選挙管理委員会を設置し、その委員会(5名)の推薦を理事会とした

10)会則の改正(第10条)を必要することとなった

11)学会の活性化の側面的効果として、選挙権(人)及び被選挙権(人)の確認事項により、正会員に手続

きの明確化をはかった(会費等手続き期日の指定)

日本レジャー・レクリエーション学会役員選出細則

第 l条 この細則は、会則第12条に規定する役員の選出に関し、必要な事項を定める o

(選出の時期)

第2条 すべて役員の選出は、その任期の前年のうちに行わなければならない。

(選出の種別と人数)

第3条 この細則により選出される役員の種別と人数は、会則第10条の規定により次の通りとする。

(1)会 長 1名

(2) 副会長 若干名

(3) 理 事 25名以上30名以内

(4) 監事 2名

(資格の制限)

第4条 選挙権、被選挙権は、選挙実施前年の12月31日までに正会員としての資格を有し選挙実施年の6月30日現

在、当該年度の会費を納めている正会員とする。ただし 6月30日以降に正会員の資格を失った者を除く O

2 被選挙権の辞退は認めるが、あらかじめ選挙管理委員会に文書で選挙公示後10日以内に届け出るものと

するの
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(選出の形態)

第5条 会長、副会長、監事、現行理事から選出される理事会(以下「改選前理事」という。) 及び理事長推薦

理事を除く役員は、正会員の直接選挙により選出する。

(選出の方法)

第6条 役員の選出方法は、次の通りとする。

(1) 会長、副会長、監事は、初めての理事会において選出する。

(2) 理事のうち、新理事15名を正会員による順位標記の 5名連記で、郵送による直接無記名投票とし、

改選前理事10名を現行理事会での互選とし、新理事長による推薦理事5名以内を新理事長の任命に

よって選出すーる。

2 会長、副会長は、理事以外からの選出ができる。ただし理事以外から選出された会長、副会長は、就任

と同時に速やかに会則第10条の規定により理事となる。

3 改選前理事は、新理事の選挙の前に選出し公表する。改選前理事に選出されない現行理事も細則第 4条

の規定を満たす限り新理事としての被選挙権を有する。

4 理事長は、新役員に選出された理事 (25名)による初めての理事会での互選による O

(投票の有効性)

第7条 投票のうち次のものは、無効とする。

(1) 規定用紙以外のもの

(2) 定数を越えて記入したものは、その区分全部

(3) 氏名以外の丈字または記号を記入したものは全部

(当選の決定)

第8条 選挙による新理事(15名)の決定は、有効投票の最多得票者から15名とする O ただし同点者がある場合

は、順位標記による総得点の高得点者とし、なお同点の場合は順次高順位ごとの得票数の多い者とする。

理事就任時に辞退者があるときは、次点者を繰り上げる O 次点者に同点者があるときも同じ得点の算定

による。順位ごとの得票数によっても同点のときは選挙管理委員会で推薦決定する。

2 I1順位標記による得点の算定は、高順位H立を 5点とし順次下位を減数し 5位を l点として積算する。

(辞退の届出)

第9条 選挙により選出された新理事が、その就任を辞退しようとする時は、通知が到着した日から 5日以内に

正当な理由を示して選挙管理委員長に届け出なければならない。

(補充選挙)

第10条 任期途中において役員に欠員が生じても、補充選挙は行わない。

(選挙管理委員会)

第11条 役員(会長、副会長、監事、改選前理事、理事長推薦理事を除く)の選挙を実施するため、選挙管理委

員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、 5名をもって構成する。

3 委員の選出は、理事会の推薦による O
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4 委員の任期は、役員選挙年度の 5月1日から翌々年の 4月30日までの 2年間とする。

5 委員会に委員長を置く。委員長は、委員の中から互選する。委員長は、この細則にしたがって選挙を執行す

る責任と権限を持つものとする。

6 委員会は、投票の期目、方法等を選挙の 1カ月以前に、公示しなければならない。

7 委員会は、順位区分(1 位~5 位)を明らかにした氏名記入用投票用紙を作成する。

8 委員会は、被選挙人名簿及び投票用紙を、選挙の14日以前に正会員届け出住所に送付しなければならない0

9 委員会は、得票数が決定したとき得票数JI慣によ位30位までの一覧表を作成し確認印を押し、その結果を公示

するとともに、理事会に報告する。

(細則の改廃)

第12条 この細則の改廃は、理事会の過半数の賛成を得て総会の議決による。

2 この細則の変更は、会則の変更に準ずるものとする。

f寸員IJ

l この細則は、平成10年度の役員改選から適用する。

2 この細則は、平成8年11月24日から施行し、従来の役員選出内規及び申し合わせ事項は廃止する。

日本レジャー・レクリエーション学会

現行理事会から選出される理事の選出に関する申し合わせ

(趣旨)

第1条 本学会の役員選出細則第6条第 l項第 2号の規定により現行理事会から選出される理事(以下「改選前理事」

という。)の選出にあたり、この申し合わせを定める O

(選出の時期)

第2条 改選前理事の選出は、役員改選前年度の最初に開催される理事会以前とする O

(選出の形態)

第3条 改選前理事の選出の形態は、現行理事による直接選挙とする。

(選出の方法)

第4条 改選前理事の選出の方法は、現行理事による順位標記の10名連記で、郵送による直接無記名投票による。

(投票の有効性)

第5条投票のうち次のものは、無効とする。

( 1 ) 規定用紙以外のもの

( 2) 定数を越えて記入したものは、その区分全部

(3 ) 氏名以外の文字または記号を記入したものは全部

(当選の決定)

第6条 改選前理事の当選の決定は、改選前理事選出理事会(役員改選前年度の最初に開催される理事会)において
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郵使投票を開票し決定する。

2 改選前理事(10名)の決定は、有効投票の最多得票者から10名とする。ただし同点者がある場合は、順位襟

記による総得点の最得点者とし、なお同点の場合は順次高順位ごとの得票数の多い者とする。理事就任時に

辞退者ーがあるときは、次点者を繰り上げる。次点者に同点者があるときも同じ得点の算定による。順位ごと

の得票数によっても同点のときは、役員改選前年度の最初に開催される理事会において、出席者の投票によ

り決定する。

3 順位標記による得点の算定は、高順位 1伎を10点とし順次下位を減数し10位を 1点として積算する。

(選挙管理)

第7条 選挙管理事務は、事務局が行う。

付員1)

(施行期日)

1.この申し合わせば、平成10年度の役員改選から適用する。

2.この申し合わせは、平成9年5月26日から施行する O

3.第2条の規定に関わらず、平成10年度の役員改選に伴う改選前理事の選出の時期は、役員改選前年度の最初に

開催される理事会以前でなくてもよいものとする。

日本レジャー・レクリエーション学会

新役員に選出された理事 (25名)による理事長の選出に関する申し合わせ

(趣旨)

第1条 本学会の役員選出細目1)第6条第 4項の規定により選出される理事長の選出にあたり、この申し合わせを定め

る。

(選出の時期)

第2条 理事長の選出は、現行会長により招集される役員改選後の最初に開催される理事会(以下「新理事会」とい

う。)において互選する。

2 理事長が選出されるまでは、新理事会の議長は現行会長が暫定議長となる O

(選出の方法)

第3条 理事長の選出の方法は、現行会長及び会長、副会長、監事の選出に関する申し合わせ第 2条により構成され

ている候補者選定委員会の意見を聴収し審議・決定する。

付員Ij

(施行期日)

1.この申し合わせば、平成10年度の役員改選から適用する。

2. この申し合わせば、平成9年5月26日から施行する。
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会長、副会長、監事の選出に関する申し合わせ

(趣旨)

第1条 本学会の役員選出細則第6条第 1項第 l号の規定により選出される会長、副会長、監事の選出にあたり、こ

の申し合わせを定める。

(候補者の選定)

第2条 会長、副会長、監事の候補者の選定は、役員改選後の最初に開催される理事会(以下「新理事会」という 0)

以前に、現行の会長、副会長、理事長、及び常任理事会で選任された常任理事若干名を含む7名により候補

者選定委員会(以下「委員会」という。)を構成し、それぞれ複数の候補者を選定する。

2 委員会は現行会長が招集し、委員長は初回の委員会において互選とし、委員長が議長となり以後の委員会を

必要に応じ招集する。

(候補者の推薦)

第3条 会長、副会長、監事の候補者の推薦は、委員会が新理事会に推薦する。

(選出の形態)

第4条 会長、副会長、監事の選出の形態は、委員会の報告に基づき新理事会により審議・決定する。

(選出の方法)

第5条 会長、副会長、監事の選出の方法は、最初の新理事会において新理事による単記の直接無記名投票による。

2 新理事が最初の新理事会に欠席する場合は、前項の投票は郵便による投票ができる。

(当選の決定)

第6条 会長、副会長、監事の当選の決定は、それぞれ有効投票の最多得票者からとする。ただし同点の場合は、委

員会の推薦により決定する。

付則

(施行期日)

l.この申し合わせは、平成10年度の役員改選から適用する。

2.この申し合わせは、平成 9年6月26日から施行する。
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日本レジャー・レクリエーション学会

役員選出方法及びプロセス(図説)

〔注〕図説中の①~⑤の数字は、新役員の選出される順序を示す。

役員の種別

選出母体及び

選出方法

監事|副会長 会長

( 2名) I (若干名)(1名)

T ↑↑  

宝

新理事会

理事25名による推薦

A

，
 

•••••••• 

新役員

理事

(25名以上30名以内)

? ?  

干
ー
⑤
E

1 5名 1 0名 3~5 名

正会員によ 現行理事に 新理事長に

る直接選挙 よる互選 よる推薦理

事の任命

③ 
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「レジャー・レクリエーション研究j投稿規程

昭和46年3月21日制定

昭和57年 6月12日改訂

昭和58年 7月1日改訂

平成元年 2月2日改訂

平成 8年 4月1日改訂

1 .投稿者は、本学会会員であること。ただし、編集委員会が必要と認めた場合にはこの

限りではない。

2.投稿内容は、レジャー・レクリ工ーションを対象とした研究領域における原著論文、

研究資料、評論、実践報告、その他とし、完結していること。また、他誌に未投稿、

来発表のものに限る。

3.投稿に際しては、原稿の冒頭に前項に挙げた区分の内、該当するいずれかの種類を朱

書し明記する。

4.原稿は、 400字詰原稿用紙 (A4版)に黒インク書きまたは、ワープ口 (A4版、 800

字:25字X32行)で仕上げるものとし、本文はひらが‘な現代かなづかいとする。また、

外国語のかな書きにはカタカナを用いて表記し、欧文の記述にあたってはタイプまた

は活字体を用いて表記すること。

5.図表および写真は、オリジナルなものとし、必ず通し番号とタイトルを記入して一枚

ずつ台紙に貼り、本文とは別に一括して添付する。また、図表等の挿入箇所は本文欄

外に図表番号をもって朱書し、明記する。

6.投稿者は、氏名と共に勤務先または所属機関名を内に表記すること。

7 .論文および資料の原稿には、欧文による題名、著者名、所属機関名、抄録、キーワー

ド、ならびに欧文抄録とキーワードの和訳を別紙により添付する。なお、本文カず欧文

原稿の場合には、邦文による同様な様式を整えて添付する。

8. 引用文献は、原則として本文の最後に著者名のA、B、C)I聞に通し番号をつけて一括

し、雑誌の場合には、著者、題目、雑誌名、巻号、ページ、西暦年号.の順に、単行

本の場合には、著者、署名、ページ、発行所、西暦年号.の順に記載する O なお、本文中

の引用箇所の右肩上に該当する文献番号を付することとする。

9.原稿はー篇につき図表・写真共刷り上がり 10頁 (400字詰原稿用紙約35枚)以内を原
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則とする。ただし、前記規定以上の頁数を必要とする場合や、特殊な印刷を必要とす

る場合には、編集委員会の承認を経た上で、その費用の超過分を投稿者の負担とする。

10.掲載論文については、別刷り30部を執筆代表者に無償で送付する。なお、更に部数を

必要とする場合には、投稿時点、に申し出ること。ただし、その場合の費用は投稿者の

負担とする。

11.投稿にあたっては、オリジナル原稿とそのコピーを 3部添付して提出する。なお、掲

載論文にあたっては、その原稿は返却しないものとする。

12.投稿原稿の採否については、本学会編集委員会において決定する。なお、採否の決定

にあたっては、編集委員会が委嘱する審査員 2名の審査結果を尊重する。

13.本誌は、日本レジャー・レクリ工ーション学会の機関誌として年 2回(9月、 3月)

の発行を予定し、本誌への掲載は原稿受理の順序による。

14.大会発表論文集への投稿規定については、別に定める。

15.本誌への投稿は、下記編集委員会宛てに行うこととする。

干352-8558 埼玉県新座市北野 1-2 -26 

立教大学武蔵野新座キャンパス

コミュニティ福祉学部沼津研究室内

日本レジャー・レクリ工ーション学会編集委員会

電話・ FAX:(048)471-7356 
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確かな技術の証ですO
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平成のいま、私たちは、ハイテクノロジーを駆使し

最先端の印刷物の制作と

お客様にとって、
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ています。その記念すべき日に、ホノルルマラソンと並

んでハワイの二大スポーツイベントで全米でもベスト 5

lこ書士えられるグレートアロハランに参加したり、ハイキ

ング気分でワイキキの素晴らしい長色を一望できるダイ

ヤモンドヘッド山頂までのウォーキングを組み合わせた

“ハワイアン ツーデーマーチ"などをお楽しみ下さい。
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いまだから、スポーツと健康について学ぶ

支寛主支主華寺三 のト レ一 一ナ ーから

高言信者毛雪。〉信重属医f旨逗害事完雪まて?蓮華毘立

|スポーツ健康 学科 I I高齢者健康学科

スポーツ選手のトレーナーまた

アスレティック・インストラクター

スイミングや幼児体操指導者を

目指す学科です。

運動生理学、バイオメカ二クス

救急法、ボールバランストレーニング

キネシオテーピングなど

高齢者の健康管理、運動・レクリ工ーション

サービスの指導者を目指す学科です。

セラビューティック・レクリエーション

高齢者体育指導法‘健康体操&ストレッチ

の捜業のほか指導実習。ホームヘルパーの

資格取得が可能です。

本技の特徴

・最前線で活躍する講師から学ぶ

本校の講師陣には、ユニチカ・バレーボールチームの現職トレーナーをはじめ

競技の最前線で活躍するトレーナ一、コンデショニングコーチが<現場の専門技術〉

の授業を担当します。

新設の『高齢者健康学科』でもトップクラスの講師と豊富な実習が用意されている。

-働きながら、経験しながら学ぶ

本校は通常慢業を夜f町 (PM6-9時}実施しているため、昼間に豊富な実習体験と学費の

一部をアルバイトで補うことが可能。

実力と収入の両面をアップすることができます。

-少人数で学ぷ

関学以来 20年問、 1学年 40名定員の少人数制を貫き、学生個々のニーズに対応し

た指導を実施します。

「ひとリひとりの顔が見える」そんな学校が東京体育専門学校です。

東 吉
小 体

〒 152-0035 東京都目黒区自由が丘 2-1 9 -8 603-3718-0665 
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スポーツの
さらなる可能性に
トライします

tコt・:7111=-'1':1卜本又!]:7':J
全国160力所に拡がる、セントラルスポーツネットワーク

-北海道/旭川| 札幌・山鼻・函曲ー葱み野 ・東北/青森 八戸・弘前・土曲 秋田・横手ー盛間・水沢新庄・東根・尾花沢・皇・仙台.:g理仙台SS30・名取 丸子・福島・郡山

・関東/宇都宮駅前宇都宮高宇都富今市住野・目立太田静勢崎・松本・大宮・岩揖・三郷大和田・志木・ 11噛ー川越市南桜井・越苦・子間台・松原 川口新柏豊四季・流山・曽昔・

市川 南行櫨・行徳浦安・新浦安・船橋・習草野吾輩・津田沼・本千葉・千葉・千葉みなと 稲毛海岸・八千代台館山・

川崎・溝ノロ武骨i唱・二俣111・市ヶ尾・構軍・横浜北 戸塚本郷台・東戸巌・新東戸塚・麗沢・湘南 平曙・湘南台 -・・・・・・・園田直面画扇副属醤里墨田・E・理・I!II趨置置E圃!Ii.il園E・・・・・・・・・・
.東京/南青山ー自由が正・世田昔・下北沢・大手町用賀蒲回天王州・南大泉溝瀬・福生ー膏梅・東青梅'府中・ ι主子'検問轡轍夜空_.__ oー_.圃__oー
西白・常盤台池峰・梅島ー亀有駅前・青砥鐘ヶ淵・亀戸錦糸町・阿佐ヶ昔渋谷 目黒ー町田成瀬・北陸/新潟，塁線凝議議 LJ・2竺 LJ・‘宣~~nnM
糊 NEXT21 金沢・金尺駅前.東海/三島・ 7青水・静岡・名古屋 a 千種・ 4 岐阜麗が正・関西/太秦在園高機，………ー ー(月でご1/i-1D:OOゴ17:00)一 ー ーー

東香里・名品桔梗ヶ丘京都・四条輯・都島・多国芦屋‘港、西岡本.中国/岡山・広島・椙山・九州/天神・福岡籍崎'
イン空ーネットホームページで、あなたの健康度をチェッヲl

小倉長崎ほか
http://www.central.co.jp 
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。噌葵リゾー卜東京予約センター

マナ・アイランドリゾート東京オフィス

干104-∞31 東京都中央区京橋1-10-2
小西光津堂本居ビル5階

営業時間日∞~]8 ∞(月~金)

・マナアイランドリゾー卜現地連絡先

P.O.BOX610 Lautoka. F i j i 
p h 0 n e. (679) 661455 
Fax. (679) 661562 

AQUA TREK Ocean Spo同:sAdventure Ltd. 
2/465 Queens Rd -Nadi 
p.o.box 10215， Nadi Airport. Fiji 
phone. (679) 669309 Fax. (679) 702412 

マナ・アイランドリゾート及びダイビングに
関するお問い合せ・資料請求及び予約は

TEL.03 -3535 -8494 
FAX.03 -3535 -8467 

MADARAO KOGEN Snow Resort 

北信州斑尾高原~~ヨL~ス主婦
干389-2257長野県飯山市斑尾高原スキー場イ/フォメ ション冒0269-64.3214ホテル代表冒0269-64-3311東京予約宮03-3216・2611

http://www.madarao.co.jp 
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